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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成３０年９月７日 金曜日 午後１時２７分開議 

委員長 石 川 正 志     副委員長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   下  山  准  一  委員     ６番   小  野  周  一  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  委員    １２番   佐  藤  卓  也  委員 

 １３番   山  科  正  仁  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

新田道尋臨時委員長 それでは、ただいまから委

員会条例第10条第１項の規定に基づき決算特別

委員会を開き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、新田道尋が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

新田道尋臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選にする

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って臨時委員長において指名することに決しま

した。 

  委員長に石川正志委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました石川正志委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、石川正志委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

石川正志委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました石川正志でございます。皆様の御

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

石川正志委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に今田浩徳委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました今田浩徳委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました今田浩徳委員が副委

員長に当選されました。 

  今田浩徳副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 

 

 

石川正志委員長 それでは、来る９月14日金曜日

午前10時より決算特別委員会を本議場において

開催いたしますので、御参集お願いいたします。 
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  本日は以上で散会いたします。 

  お疲れさまでございました。 

 

     午後１時３１分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成３０年９月１４日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 石 川 正 志     副委員長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   下  山  准  一  委員     ６番   小  野  周  一  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  委員    １２番   佐  藤  卓  也  委員 

 １３番   山  科  正  仁  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

総合政策課参事 福 田 幸 宏  財 政 課 長 板 垣 秀 男 

税 務 課 長 加 藤   功  市 民 課 長 荒 田 明 子 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 滝 口 英 憲 

環 境 課 長 森   正 一  健 康 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 小 野 茂 雄  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 土 田 政 治  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員     
事 務 局 長 平 向 真 也  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 亀 井 博 人  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 三 浦 重 実    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第５１号平成２９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

石川正志委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第51号平成29年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第59号平成29年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関して主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるように

お願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  なお、本日は午後４時ころの終了をめどに進

めてまいりたいと考えておりますので、委員の

皆様の御協力を切にお願い申し上げる次第であ

ります。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

ては特段の御理解と御協力をお願いいたしまし

て、ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第５１号平成２９年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

石川正志委員長 それでは、初めに議案第51号平

成29年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて審議に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の８ページ、９

ページに歳入全体のうち市税が載っております。

市税についての収納率について、まずお聞きし

ます。 

  収納率が92.69％となり、これは成果の43ペ

ージにありますが、前年度よりも0.34ポイント

向上したということで、これは市税収入にかか

わる職員の皆さんの頑張りだなと高く評価しな

ければいけない内容だと感じております。 

  その内容の中で、差し押さえというのが前の

成果の41ページにあります。差し押さえの中の

債権、預金というのが平成29年度は65件となっ

ております。これに関して、給与、年金が振り

込まれた口座として預金の差し押さえをしてい

た件数は何件なのか、お願いします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  預金差し押さえ65件でございますが、そのう

ち給与、年金の口座差し押さえは43件となって

おります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 年金や給与が振り込ま

れている預金であるということをわかって差し

押さえた件数が43件とのことでした。その中で、

最低生活費を残さずに差し押さえを行っていた
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件数は何件でしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 最低生活費を残して差し押さ

えた件数ということでありますが、預金差し押

さえの場合、給与とは異なり最低生活費を考慮

する必要はなく、給与等の振込日と思われる日

に差し押さえを執行している場合には、最低生

活費を残して差し押さえを実行しているところ

でございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 給与の場合は、給与が

入ったなと思われる直後だったりすると、最低

生活費１人10万円かと思います。あるいは、扶

養がおられれば１人４万5,000円、２人扶養が

おられれば全部で19万円という形になりますが、

それを踏まえて給与の場合はそれを残して差し

押さえにしたと確認していいですか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいまの御質問ですが、差

し押さえ禁止財産ということがまずあると思い

ます。差し押さえ禁止財産を法的に対応するた

めには、我々徴税職員、徴収職員が該当するか

否かをその場で判断することが求められますが、

直ちに無効となるものではなく、事後に取り消

すことも可能でありますので、十分に内容を精

査した中で慎重に対応させていただいておりま

す。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その中で、給与なんだ

けれども、最低生活費に値しないかもしれない

ぐらいまで厳しく差し押さえたという件数は何

件ありましたか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 先ほども申し上げましたとお

り、最低生活費を残して差し押さえている件数

ということで、差し押さえに当たっては十分に

配慮した中での差し押さえを実行させていただ

いておりますので、特段考慮した中での対応を

させていただいているところでございます。以

上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今までの質問について

は給与についてでありました。年金については、

最低生活費を保障しているでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 年金、給与ともに同じような

対応をさせていただいております。給与、年金

につきましては預金債権という種類に入ります

ので、一旦はこちらで差し押さえさせていただ

きますが、内容を精査した上で適宜、必要生活

費を差し引いた段階での差し押さえを実行させ

ていただいております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 差し押さえをするとき

に配慮して最低生活費を保障して差し押さえて

いるという、やっているというお考えだったよ

うです。しかし、それでも生活費が足りない状

況になったという相談者はいませんでしたか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいまの御質問に対しまし

ては、実際の差し押さえの現場におきまして、

十分な納税者との対話の中での差し押さえを実

行させていただいておりますので、特段強制的

にということはないと思っております。ただ、

徴収権限がございますので最終的には法的措置

を講じさせていただく場合もございます。以上

です。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  これを見ますと、財産調査の数がふえており

ます。しかし、差し押さえの件数は少なくなっ

ているように思いました。そういう点では、関

係する職員の皆さんが課長を先頭にして最低生

活費は保障するんだという意思統一のもと、徴

税のために頑張っておられるという姿が見られ、

私は、その立場に対しては敬意を表したいと思

う次第です。そういった皆さんの努力で前年度

よりも収納率が上がっているんだなということ

を改めて感じさせられました。 

  そこで、さらにここにかかわってお聞きした

いというか、質問というかあるんですけれども、

それでも差し押さえというのは、私は一時的か

もしれないと思うんです。といいますのは、執

行停止というのもふえております。執行停止と

いうことは、これは調べた結果、やっぱりとれ

ないな、差し押さえるわけにはいかないしな、

一時とめるしかないなという判断をしたように

思いますが、執行停止状況は市民の方々のどう

いう状況を見て判断なされたのか、お願いしま

す。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 執行停止につきましてお答え

させていただきます。 

  まず、執行停止に当たりましては３つの条件

がございます。１つは差し押さえ財産がないこ

と、２つ目に差し押さえしますと生活が困窮す

る場合、３点目、転出先市町村へ実態調査して

も所在または財産が不明である場合と、こうい

ったものを執行停止させていただくわけですが、

なぜ執行停止するのか、そして、今回、執行停

止がふえたことにつきましては、不納欠損をす

る場合、地方税法の規定に基づきまして３年で

執行停止した後、納税義務が消滅する場合、即

時消滅する場合、５年で執行する場合、この３

点があるためにこれまで５年間の時効を省略し

てきたところがございました。しかし、これら

を減らすための手続のために執行停止を今回、

多く取り組んだところでございます。 

  つきましては、執行停止を行うことによって

今後、いかに納付がされていくのか、それぞれ

の滞納者の方の状況を押さえた中で対応させて

いただきたいということで執行停止を多く取り

組んだところでございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 執行停止をされた方々

が今後どう納付されるか見守っていくんだとい

うお話がありました。 

  それで、納付できるような所得状況、収入状

況に今現在はないんだけれども、今後、上がる

かもしれない、上がっていただきたいと願って

いる状況だと思うんですけれども、滋賀県の野

洲市という市があります。ここで実は滞納あり

がとうみたいな条例をつくっております。滞納

ありがとうなんていうと何だと、非国民かと思

われそうな言葉ではありますが、正式には債権

管理条例あるいはくらし支えあい条例という名

前で、野洲市では、滞納は市民からのＳＯＳだ

と捉えて税金を払いたくても払えない人にこそ

行政が手を差し伸べるべきだと考えて、市長み

ずから滞納を市民生活支援のきっかけにするん

だと、そして、ようこそ、滞納いただきました

といって行政が納税相談、これは今までやって

いらっしゃる税務課だと思いますが、などを行

い、滞納者の自立を支援しているという内容で

す。 

  くらし支えあい条例などを見ますと、市は、

組織及び機能の全てを挙げて生活困窮者などの

発見に努め、発見したときは課題の解決及び生

活再建を図るための相談に応じて情報提供し、

助言し、そのほかの支援も行うということで、
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市民生活相談課というのを設置して９人体制で

納税相談のほかに借金などの法律相談や失業や

労働相談、介護、福祉分野の相談を入り口に生

活困窮者を見つけ、生活再建の支援を行ってい

るということでした。 

  市民の生活を守るのが公務員の仕事、全体の

奉仕者として当たり前ということで、私は、こ

の姿勢は新庄市においても、税務課だけでなく

市全体にわたって、税金を滞納なさっている

方々に対して全力で払えるような生活を立て直

しできるように持っていく市の体制が必要だと、

私は野洲市の例から感じたんですけれども、市

長はどうお考えでしょうか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

石川正志委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 市の体制ということでござい

ますけれども、税の徴収に関しましては、税の

公平性ということも視点に置いて対応に当たっ

ているところであります。 

  その中で、納税相談の中でさまざまな苦しい

ような状況とか支援が必要な状況が出てきまし

たら、法律相談を紹介するとか、また福祉的な

部署へ連絡して市全体で支え合う情報交換の場

は設けておりますので、その中で対応している

ところであります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 野洲市に訪ねてきた人

がネットなどでこのように載せて視察してきた

報告を行っているのを見ました。そうしました

ら、差し押さえしても、そのときは収納率は上

がるんだけれども、滞納はなくならない。これ

は市長が言っているんです。差し押さえても、

そのときは収納率上がるけれども、滞納はなく

ならない。生活が再建できれば、税収も安定し

市役所の信頼も高まると市長が言っていました。 

  例えば、ひきこもりの家族がいればパートか

ら始めてフルタイムで働けるように就業支援を

したり、家族介護でフルタイムで働けない人が

ある場合は介護サービスを工夫してフルタイム

で働けるように支援する。これは相当各部署が

細かい対応をしていると感じますが、ここまで

やっていますか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

石川正志委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 税務行政だけに限らず、市民

の方と接した中で不安な事項とか支援しなけれ

ばならない状況を把握した際は、その職員職員、

そして課単位で連携しながら、市全体として対

応しているところであります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  そういう立場で改めて、野洲市が条例をつく

っていますが、市はつくっていなくてもやって

いるという総務課長のお考え、発表がありまし

た。そういう立場は非常に大事だと思いますの

で、滞納者を追い詰めていくのではなく、先が

見える生活を保障していくという立場で当たっ

ていただきたいと思います。手とり足とり、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

  滞納整理のあり方について、国としてなぜこ

んなに差し押さえ、差し押さえは国全体もふえ

ていると聞いているんですけれども、差し押さ

え件数の数などで国からのお金が来るという、

例えば、国保特別調整交付金というのがあるそ

うですが、こういうのは差し押さえ件数に応じ

て出されていると聞いていますが、新庄市では

どうなっているんでしょうか。 

石川正志委員長 佐藤委員に申し上げます。この

たびは一般会計の歳入でございますので、今国

保会計の収入についてお聞きしたと思っていま

すが、一般会計でやりますか、特別会計でやり

ますか。（「一応、税一般なので税を、納税担当

がやっている……」の声あり） 

  今、佐藤委員の質疑の内容は国保のことでは
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ないかと思いますので、特別会計でお願いいた

します。 

  ほかにありませんか。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） おはようございます。 

  決算書の88ページ、21款１項５目臨時財政対

策債についてお伺いいたします。 

  成果表の165ページの公債費のうち、臨時財

政対策債の記述がございます。平成29年度５億

3,792万円の発行額がありまして、平成29年度

末の現在高が68億2,792万7,000円とあります。

市では、臨時財政対策債をどのように位置づけ

ているのかお伺いしたいと思います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 臨時財政対策債についての御

質問でございますが、何回か委員会、議会でも

お尋ねがあったことなんですけれども、いわゆ

る臨時財政対策債の性質といたしまして、一般

財源の補塡をするという性質がございます。御

存じのとおり、いわゆる普通交付税が年々減少

傾向にあると、それを補塡する意味で創設され

た起債ということでございまして、市としては

一般財源を確保するためには現状では起債せざ

るを得ないものだと考えでございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 自治体に本来入るべき

だった普通交付税や地方税などが国の財務対策

によって入ってこなくなったために、そのかわ

りとしてそれぞれの自治体で不足分を補う範囲

で起債することができるとありました。 

  新庄市は、一般財源の不足分として臨時財政

対策債をまず積極的に使うという立場なのか、

不足分をやむを得ず求めるために使っているの

か、必要に応じてやっているのか、それとも、

またできるだけ使いたくないという立場でいる

のか、伺います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 新庄市の立場ということでご

ざいますけれども、やはり委員おっしゃったよ

うに臨時財政対策債というのは国の施策でもっ

て、いわゆる国から来るお金は平準化するんだ

けれども、その一部を地方でも持っていただき

たいという意味で創設されたものだと考えてご

ざいます。 

  新庄市の考え方としては、やはりさまざまな

事業をこなすためにはいわゆる一般財源が必要

だと。当然、財政が豊かで不交付団体であれば

こういったものは一切使う必要はないんですけ

れども、新庄市の場合、地方交付税に頼らざる

を得ない財政状況にある。さらには、普通交付

税で一般財源を全て賄うことが今の現状ではか

なわないということがございまして、言ってし

まえばやむを得ず使っているということになろ

うかと思います。 

  ただ、やはり何回も御質問していただいてい

るように臨時財政対策債というのは地方交付税

の趣旨に反しますし、地方自治体の財政状況を

悪化させる一因ともなっているとは認識してご

ざいます。 

  さらには、言ってしまえばその地方交付税の

先食い的なイメージもございますものですから、

いわゆる財政の硬直化に結びつきかねないもの

だということを考えてございます。 

  こういったことは全ての市町村、いわゆる交

付団体の市町村では同じような考えを持ってご

ざいまして、市長会等でこういったものの改正

を協議していただいている部分はあるんですけ

れども、やはり現状としては使っていかざるを

得ない状況にあると御理解いただきたいと思い

ます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 
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９ 番（遠藤敏信委員） 新庄市では、やむを得

ず不足分を補っているということです。 

  しかし、いずれにせよ、これは返さなければ

ならない借金なんです、借金。使えることが許

されている起債だとしても、やっぱり将来に大

きな負担を残さないためにもできるだけ抑えて

いくということが必要なのではないかと思いま

す。 

  また、臨時財政対策債を使うことによって実

質公債費比率が下がるということを伺っており

ますけれども、平成29年度発行が５億3,792万

円、これでどれほど実質公債費比率を引き下げ

ることに反映しているんですか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 いわゆる臨時財政対策債に関

しましては、実質公債費比率を算定する際には

算入しないということでございますので、下が

るということではないと御理解いただきたいと

思います。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子委員。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 最初に、60ページ、61

ページの13款１項５目商工使用料、エコロジー

ガーデンの使用料ということで、昨年より多少

上がって使用料の金額がアップしていますが、

こちらの内訳を伺います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 商工使用料の内訳という

ことでございます。エコロジーガーデンの使用

料の内訳ということでございます。 

  産直まゆの郷、いわゆるしんじょう産地直売

所運営協議会で使用料として36万9,000円ほど、

あとその他の施設使用料ということで研修室等

の使用料で10万4,000円ほどでございます。た

だ、平成29年度末に宿泊ということでゲストハ

ウス・ミノムシが２月からオープンしておりま

して、その分が１万8,000円ほど10万4,000円の

中に入っている金額ということで、トータルで

47万4,000円ということでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 例えば、敷地の中にＮ

ＰＯなども入っているんですが、そちらの使用

料というのはどうなっているのかということと、

あとゲストハウスとしたところの奥にも同じよ

うな建物があって、そちらの使用料というのは

どのようになっているんでしょうか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 ＮＰＯの部分については、

減免措置等もありますが、その他の部分のいわ

ゆる施設使用料等での10万4,000円ということ

でございますので、ほかの団体の部分について

は、個々の減免対象であったりとか目的外使用

の部分で使用料としていただいているというこ

とでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 目的外使用と今おっし

ゃいましたが、それはこの中には入らないとい

うことなんでしょうか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 目的外使用については、

その他の雑入に入ってくる部分でございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 済みません、その他の

雑入となりますと何款何項になるんでしょう。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 85ページの商工観光課の

中に含まれる行政財産目的外使用料になります。 
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石川正志委員長 よろしいですか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） わかりました。 

  次に、74ページ、75ページの16款１項２目物

品売払収入ということで、こちらの内訳は何を

売られたのか、内訳をお願いします。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 16款２項２目の物品売払収入

でよろしかったでしょうか。 

  物品売払収入118万4,187円の内訳ということ

でございますが、公用車として使っておりまし

た車両の下取りといいますか売り払い、それか

ら小型除雪車の売り払い、それから身体障害者

の輸送車、いわゆるリフトカーの売り払いとい

うことで、公用車の売り払いが６万987円、そ

れから小型除雪車が86万4,000円、それから身

体障害者輸送車が25万9,200円と、いわゆる市

で所有していた車両の不必要となったものを売

り払ったものだと御理解いただきたいと思いま

す。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今回、新庄まつりの中

でさまざま新庄市を関連させるようなちょっと

ノベルティー的なバッグであったりＴシャツで

あったり、そういった宣伝のパンフレットなん

かも出ていたんですけれども、そちらというの

は新庄市としてはまた関係のないことなんでし

ょうか。 

  ただ、チラシの中に職員の方がたくさん写っ

ていらしたので、これはただ発行元も何もちょ

っとわからなくて、発行元もわからない、パン

フレット制作した方もわからない不明な状態に

なっていましたので、タオルや小物であったり

Ｔシャツであったりバッグであったり、それに

職員の方が写ってあったものですから、それは

観光協会であったり駅のところであったりで見

ることができていましたので、商品をつくるに

してもお金はかかっていると思うんです。その

お金はどこからのお金であって、そしてどうい

うふうにして流れというか、ちょっと全く不透

明だったものですから、そういった声も多数寄

せられているので、そちらをお答えいただきた

いと思います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 いわゆるお祭りに関連す

るお祭りグッズのことだと思いますが、これに

関しては、まつり実行委員会の中の振興部会と

いうのがあるんですけれども、そちらで企画し

てまつり実行委員会の自主財源としての位置づ

けとなっております。以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 自主財源からつくられ

たということで、全く市は関係ないということ

の理解でよろしいでしょうか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 そう御理解していただい

て大丈夫です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） わかりました。 

  ただ、行政としてのこれはどこか御判断だと

思うんですが、チラシを見たときに、内部の市

内の人であればどなたが写っているかというの

はわかる話なんだと思います。その中で、パン

フレットのどこを見ても、問い合わせ先は張ら

れてありましたけれども、普通だったら冊子の

中に誰が発行して責任者がどうであるかという

ことが書いてあると思うんですけれども、そう

いった部分をチェックされて誤解を招くような

ことがないかどうかということの判断というか、
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そういう話し合いであったり、そういうことは

なかったんでしょうか。 

石川正志委員長 このたびは平成29年度一般会計

の歳入でございますのでよろしくお願いいたし

ます。いいですか。 

  ほかにありませんか。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 監査意見書の34ページ

をお願いします。 

  中段、一般会計の歳入なんですけれども、財

源内訳では、自主財源は前年と比べて１億

6,000円、2.1％減少し云々なんですけれども、

公債費率が自主財源と依存財源の自主財源の比

率は1.7％低くなっているというようなんです。 

  遠藤委員の質問にも似ているのですけれども、

財源がないから臨時財政をつくって執行すると

いうんだけれども、自主財源の増加、収入増と

いうことはいろいろ考えるんだけれども、今後

ともこういう傾向が続くのか。 

  やはり自主財源をアップしないといろいろな

事業展開もできないと思うんです。やはり入る

をはかりて出ずるを制するというのが、これは

予算決算でも同じことだと思うんですけれども、

この辺の今後の自主財源を伸ばすという政策的

考えはどのようにお考えなのかなと、この１点

をお聞きしたいと思います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 自主財源とそれから依存財源

の御質問でございますが、自主財源については

いわゆる地方公共団体、市が自主的に収入する

財源という意味合いでございます。その中身と

しては、地方税、それから分担金であったり負

担金であったり、それから使用料であったり手

数料、あとは財産収入ですとか繰入金とか、そ

ういったものが考えられるんですけれども、や

はり一番大きいのは地方税ということになろう

かと思います。 

  いわゆる国ですとか、それからさまざまな研

究機関の発表では、景気は伸びている、回復基

調にあるということがありまして、実際に新庄

市の場合も、いわゆる歳入努力もあるんですけ

れども、税収が少し伸びている傾向にあるとい

うことは言えるかと思いますが、ただ、これが

今後ずっと続くのか、もしくは大きく伸びるよ

うなことがあるのかと思いますと、なかなかそ

うは望めないんだろうと考えてございます。 

  あと、分担金、負担金、使用料に関しまして

も、例えば、消費税の改定の際に使用料を見直

すとか、そういったことの取り組みは図れるで

あろうとは考えてございますが、それが自主財

源にどれだけ反映できるのかということになり

ますと甚だ疑問だとは感じてございます。 

  片や、依存財源でございますが、いわゆる交

付税ですとか国・県の支出金、そういったもの

が一番大きなわけですが、その中でも地方譲与

税ですとかそういったものもありますが、譲与

税に関しては、やはり景気の伸びとともに少し

伸びが見られることは見られるんですけれども、

交付税に関しては減少傾向にあるということが

ありまして、それぞれ自主財源に関しても依存

財源に関しても、それほどどちらが大きく今後

伸びるかということは言えないのかなと思いま

す。 

  ただ、市の努力として当然、財政の硬直化を

とめるためにも自主財源の確保が重要課題でご

ざいますので、特に一番大きい地方税の確保に

ついて頑張っていかないといけないのではない

かとは考えてございます。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 全くこの問題は新庄市

だけじゃなくていろいろな地方自治体は同じ悩

みだと思うんです。そのためにいろいろな施策

があると思うんですけれども、定住人口をふや
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しましょうと、やっぱり人口が減っていくとい

うことは地域の活力が減っていくわけでござい

ます。施策としてもいろいろ、子育て支援を厚

くしてよそから呼び込むとかいろいろなことが

あると思います。ぜひ、やはり自主財源が潤沢

までは、東京都みたいに大きい都市にはいかな

くても、もう少しやっぱりこれが伸びないと、

いろいろなものも市民の要求には応えられない

ということになると思いますので、その辺の自

主財源の増になるような施策を今後とも、みん

なで知恵を絞ってやっていただきたいと、私の

希望を兼ねて言いますけれども、ぜひ自主財源

が伸びるようなまちづくりをひとつ期待して終

わります。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 今、小嶋委員がおっし

ゃいました自主財源に関して私も関心がありま

すので、重なりますけれども、質問させていた

だきたいと思います。 

  先般、８月に出ました市報を見ますと、６月

末現在の新庄市の人口はみんな頭の中に入って

いると思うんですが、３万6,000人を切ったと

この間もお話あったんですが、前年比で502名

減っているということで、今後の、今小嶋委員

が言ったとおり自主財源が減っているというこ

とにつながっていくわけです、人口減によって。 

  52ページの歳入の分の１款１項１目には市民

税、１款には市税が載っていますが、ずっと合

計しますと44億9,000万円ということで予算化

されています。この中ではっきりと減額されて

いくだろうと思われるのは、まず第一に５項の

入湯税、これは平成30年度からなくなるわけで

す。380万3,475円という調定額が載っています

けれども、これが消えていく、まず減るわけで

す。それから、４項のたばこ税も当初の予算か

ら補正しまして減額していますね、1,369万円。

こういう状態が平成30年度も恐らく続くであろ

うと私は思います。それで、人口減ということ

は全体の市税、市民税にも大きくかかわってく

るものと予想されます。 

  それで、お伺いしたいのは、こういう自主財

源の減をどうやってカバーしていくかというこ

とであろうと思います。この決算の状況を見ま

して、今後、どういう対策を立てていこうとし

ているかお伺いしたいと思います。 

  私の考えでは、76ページにふるさと納税の寄

附金があります。平成29年度は10億円の目標を

立てましたが、ちょっと無理だということで途

中で補正して２億4,000万円の減額、結果とし

ては７億3,673万9,454円という調定額になって

います。それで、目標はよかったんですが、こ

こまでで抑えたというのは大変な成果だと私は

捉えています。それで、この辺にもう少し力を

入れれば何とかなるんじゃないかなと、自主財

源の減に歯どめをかける施策になるんじゃない

かなと私は感じています。 

  まず第一に、大きな新庄市の方向性としまし

ては、人口減を何とか総力をかけて減をとめて

いくという大きな政策を立てるべきだと。一生

懸命やっていますのはわかりますけれども、効

果があらわれないような政策ではやっていると

は申せませんので、そこら辺を今後どう持って

いくか考えていますか、お答えいただきたいと

思います。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 委員おっしゃるとおり人

口減の歯どめがかからないという状況でござい

ますけれども、やはりこちらは日本全体で人口

減という状況でございますので、なかなか実際

のところ食いとめるのは難しいという状況の中

で、交流人口をふやす、関係人口をふやすとい

う形の施策をとってきたわけでございます。 

  今後の方向性としましては、やはり持続可能
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な市政運営をするためにも何とか定住施策を頑

張っていかなければいけない。そのための方策

というのが、例えば、看護師養成学校でもある

わけなんですけれども、こういった定住施策、

特効薬はございませんので堅実に今現在進めて

いる施策を継続する、また新たに他市の例など

も参考にしながらと定住施策を行っていくとい

うことが必要ではないかと考えているところで

す。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 執行部側としては一生

懸命努力していろいろな方法を講じながら今実

際に事業を遂行しているということは見えます

けれども、これは成果がなければやっていると

は言えないわけです。ですから、今、取り組ん

でいることが実行ならないとすれば、やはり視

点を変えて別の方法でやっていくということも

努力する必要があるんじゃないかと私は思って

います。 

  同じことを、どうも見ていますと新庄市は、

一旦やると途中で切りかえできなくてずるずる

ずるずるいっている事業というのはいっぱいあ

るんです。それで、とうとうだめで何年かたっ

た後に事業を廃止するなんていうのが過去に何

回もあったわけですから、早く見きわめをつけ

るということが最も大事なんじゃないかなと思

います。一々挙げるときりがないんですけれど

も、そういうのは過去に幾らもあったわけです

から、早く何とかマイナス面を解消してやらな

いと、だんだんだんだん数字が拡大していきま

す。 

  特に一番問題なのは、少子高齢化の最も大事

なところで、四方を見ていますと核家族はどん

どんどんどん今でも進んでいます。世帯数で見

るとわかります。58世帯ですが、去年から比べ

るとふえているわけです。ふえるということは、

残された者は老人です、老人世帯。これがだん

だんだんだんひとり暮らしに変わっていくわけ

です。そうなると、負担が多くて生産能力がな

いわけです、老人は。そうすれば税収の増には

ならないわけですから、そこら辺も全部検討し

ながら新庄らしい人口減の歯どめになるような

対策を早急に立てていく必要があると私は思い

ます。 

  全国的な流れとはいっても、全部の自治体全

部がマイナスではないんです。プラスになって

いるところもある。ですから、そういういいと

ころを、県内でも参考になるところは東根市、

あるわけですから、何でそれで人口がふえてい

るんだということをよく見ながら、後で猿まね

でもいいですから、やはり実行に移していくと

いう努力をすべきだと思うんです。 

  要因が、あそこの市のやり方を見ているとわ

かるでしょう、皆さんも。一々言わなくたって。

何でふえていったかと。それは同じことでもい

いですからやろうじゃないですか、一緒に。ふ

えるんですから。年間、間違いなく400ないし

500人は減っているということは、早く終止符

を打たなきゃならないと私は思います。そんな

ことで具体的な政策があったらお答え願いたい。 

石川正志委員長 新田委員、今の御質問の款項目

はどちらになりますでしょうか。歳入全体に関

してですか。（「歳入を増するための施策」の声

あり） 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 今現在、総合政策課では、

新たな総合計画の策定に向けて取り組みを始め

たところでございます。後期５カ年計画の検証

をする中で課題等を見つけ出して今後の政策に

役立てていくという形に着手したところでござ

いますので、その中でさまざまな自治体の例な

ども参考にしながら、新庄市としてこれからど

んな施策を打っていけるのかということを検討

してまいりたいと考えております。やはりマイ
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ナス要因というのも多々ございますので、そち

らを踏まえた上で現実的な計画でなければいけ

ない、物によっては何を残して何をやめるかと

いう選択も必要になってくると思いますので、

何を残すかというところも重点的に話していか

なければいけないんじゃないかなと思います。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 私から１点だけ。監査

意見書の中で結びの34ページから35ページ、代

表監査委員の報告では、経済報告についても意

見が出ております。景気は緩やかに回復基調に

あると。そしてまた、新庄市も法人市民税が

６％増だと、そういうことは当然景気は上向き

であるのかなと感じられます。 

  そうしたところで、法人税を今後ふえる方向

で考えるとなれば、今、総合政策課長も言われ

ましたまちづくり総合計画の中に、やはり企業

誘致、これは市長の評価もされると思います、

企業誘致が進みました。今、福田山工業団地も

いっぱいになったという現状であるわけです。

やはり、これから雇用拡大、ましてや定住人口

をふやすためには企業誘致を進める方向で考え

なくてはならないのではないかと私は思ってお

ります。 

  そうしたことを踏まえて、今、そういう状況

があるわけで、雇用を拡大するためにはやはり

もう誘致企業が立地、建てるところがなくなっ

たわけですから、そういうところを今後検討す

る考えがあるのか、お聞かせいただきたいと。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 企業誘致の取り組みとい

う部分でございますが、平成29年度時点で、横

根山は100％ですけれども、中核工業団地の分

譲については91.6％ということになっています。

また、新たな動きもございますが、残りのＯ区

画の５町歩という部分の大きな土地がございま

す。ここに関しても、それ相当の誘致活動、当

然、大きな区画の中で実際にどういった企業が

望んでおられるのか、波及効果の中でいわゆる

雇用の拡大という部分も当然見据えながら企業

誘致も今後とも進めていきたいということでご

ざいます。 

石川正志委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５６分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 商工観光課長、１区画

がまだあるような話をされたんだけれども、や

はりこういう経済動向が緩やかに伸びていると

いう状況があるわけですから、今後、第４次振

興計画の中でもやっぱり検討すべきじゃないか

なと私は思う。そういうことを踏まえて、やっ

ぱりすぐ企業が立地できるわけじゃないんです

から、こういう社会状況、経済動向があるうち

に、それなりにやっぱり市でもそういう企業の

受け皿づくりというのは大事だと。特に、やは

り若い人が定住できるような誘致活動を計画し

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。終わります。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） それでは、ページ数58

ページ、59ページ、12款１項２目、そして次ペ

ージになります60ページ、61ページ、13款１項

２目及び13款１項６目についてお伺いいたしま

す。 

  まず初めに、ページ数58ページ、59ページに
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なります12款１項２目、ここのところには子育

て関係のところで、保育使用料の滞納金、そし

てまた児童保育にも滞納金、同じく未熟児医療

にも滞納金が含まれております。そして、60ペ

ージにも公営住宅家賃にも滞納金、未収金がご

ざいます。定住促進住宅にも同じような額がご

ざいます。 

  これらについてなんですけれども、税の公平

性から考えればしっかりと納めていただくのが

市民の義務でもあります。ぜひともそこら辺の

対応をまずどのようにしているのかをお伺いい

たします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 保育料、

それから学童保育料、それから児童館の保育料

全般にわたっての収納対策ということでの御質

問だと思いますので、私からお答えさせていた

だきます。 

  平成29年度も保育料に限らず児童館の使用料

等も含めて収納に努めてきたところでございま

す。現年度分の収納率につきましては、児童館

の使用料、それから雑入に計上しておりますけ

れども、延長保育の保育料については上昇した

んですけれども、保育料、学童保育料について

は下落という、率でいえばそういう結果となり

ました。 

  滞納者については、委員の今の御発言にあり

ましたように負担の公平性という観点から納め

ていただくということを相手方に申し上げまし

て収納に当たってきているところでございます。 

  どういうやり方で今やっているかということ

になりますけれども、当然、書面や、それから

電話等による督促、催告ということも当然やっ

ておりますし、ケースに応じて保育所で保護者

と会って納めていただくように御要請したりと

か、また夜に連絡を差し上げてということでの

納付のお願いもしております。自動振替という

ことで口座からの引き落としの保護者がおよそ

９割程度ということでかなり自動振替も進んで

きておりますけれども、まだ残りの10％程度の

保護者についてはまだ普通徴収といいますか納

付書による納付になっておりますので、こちら

を口座振替にお願いしていきたいなと思ってお

ります。 

  ただ、口座も残高不足ということで決済にな

らないというケースについては、金融機関から

通知が入り次第、速やかにといいますか時間を

置かず、いわゆる早目に対応したほうが納付に

つながりやすいという考えもございまして、督

促状を発行しまして納付のお願いをしておりま

す。 

  また、やはり各保護者におかれては経済状況

がいい方ばかりではありませんので、そういう

方については、現在、児童手当からの納付とい

うことで保護者から児童手当の充当ということ

で同意書を提出していただきまして、手当をも

って保育料に充当するという方法をとっており

ます。こういうことで収納率の向上に努めてい

るところでございます。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 住宅家賃の収納について

の対策でございますけれども、３つございます。

１つは新たに滞納者が発生することを抑えると

いうことを心がけております。それから、徴収

体制を強化するということでございますが、情

報の共有であったりとか連帯保証人への納付の

依頼だということで徴収を加速させるような対

応をとっております。３つ目としまして、法的

な手続を検討するということも考えております。

ただし、法的手続となりますと対応においては

慎重にならざるを得ないという部分もございま

すが、今申し上げた３つについて強化している
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ところでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  特に子育て関係なんですけれども、私たちで

も子育てに関してはいろいろな手当てをしてお

ります。その中においてでも、若干やっぱりこ

ういう払ってもらえるのにもらえないのか、経

済的に苦しい方がおられれば助けるようなこと

も必要でしょうし、その中においてでも税務課

では納税相談員の方４名を配置ということで、

そこら辺は多分連携してなさるのでしょうけれ

ども、そこら辺の連携関係を、特に保育所だっ

たり児童館だったりのつき合い方というんです

か、連携してどのように納めていいのか、特に

経済的に楽ではない方を手助けするような施策

を一生懸命しないと、ここら辺の滞納者はまず

減らないと思うんですけれども、その対策を平

成29年度はどのようになさっているかお伺いい

たします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 納税相談員の連携についての

問い合わせだと思いますが、こちらの納税相談

員につきましては、やはり税ということで税金

のみの対応をさせていただいているところでご

ざいます。庁内におきましては、歳入確保対策

委員会ということで横の連携を図りながら収納

対策を進めているところでございます。 

  現在、納税相談員は４名いますけれども、や

はりこちらのほう、納税者の方との信頼関係を

構築する中で、より納めやすい体制をとれるよ

うに今後とも努力してまいりたいと存じます。

以上です。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

も横の連携があればもうちょっと納めやすい、

要は、もしかしたら経済的に楽でない方もいら

っしゃいますので、そこら辺をうまく相談に乗

ることによって滞納者が少なくなると思います

ので、ぜひとも連携を深めていただきたいと思

います。 

  また、公営住宅なんですけれども、これは平

成30年度なんですけれども、私たちも議会報告

会などで取り上げたんですけれども、市民の

方々から駐車場料金云々とかいう問題が上がっ

ておりました。その中においてでも、駐車場は

あくまでも協議会がやっているんだということ

だったんですけれども、要は、徴収するときに

そこら辺の方々がもしかしたら住民の間で理解

されていないのかなと思うんですけれども、来

年度におきましても、そういうことがないよう

に、せっかく安い賃金で駐車場そして公営住宅

を借りていただいているものですから、そこら

辺の周知をしっかり徹底していただきたいんで

すけれども、そこら辺よろしくお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 これまで団地の駐車場に

つきましては、団地のほうの協議会にお任せし

ていたということでございます。理由としては、

団地内での柔軟な利用を促進するということと、

それから利用者、市、両方にとって手続がかな

り煩雑になりますので、その辺を簡素化すると

いうことで、これまで先ほどおっしゃられたよ

うな体制をとってきたわけでございます。 

  空きスペースについても、例えば、桧町の団

地などではほかにも場所を借りて駐車場スペー

スを設けているという情報もありましたもので

すから、空きスペース自体がそんなにあるとい

う認識は都市整備課としては持っておりません

でした。 

  しかしながら、先ほどのようなお話の中で、

今後、利用者側それから市側にとってプラス要
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素、マイナス要素、双方を検討してよりよいも

のにしていきたいと考えております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。私たち

もこういう問題があるんだなと改めて感じまし

たので、平成29年度のうちにそういうことをま

とめていただいて、そして平成31年度にはそう

いう問題が少しでもないような、要は市民の方

が不安になるようなことがないような体制をと

っていただきたいと思います。 

  また、成果表の43ページになります。 

  多分、平成29年度から市県民税はコンビニ納

付となりました。その効果なんですけれども、

実際、今回は27.74％となっておりますけれど

も、まず税務課として、このパーセントについ

てどのように考えているのか。意外と高かった

と思っておられるのか、もうちょっとあるのか

なと思ったのか、そこら辺の状況を教えていた

だければと思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 コンビニ収納につきましてお

答えさせていただきます。 

  少しでも納めていただきやすい環境づくりを

構築していきたいと考えております。平成25年

度から開始しました軽自動車税の利用率が37％、

前年度比プラス８％と向上しております。平成

28年度から開始しました固定資産税、都市計画

税の利用率が７％と低い状況ではありますが、

前年度比プラス３％、約２倍とふえております。

平成29年度から開始しました市県民税の利用率

は20％で、国民健康保険税の利用率が17％でご

ざいます。コンビニ収納と口座振替を加えた利

用率が全体の55％、収納額においても48％と納

税者の約半数が利用している状況でございます。

また、これにより納期内納付も６割を超えてお

りまして有効な制度となっております。 

  ただ、費用対効果を考えますと全体的にコン

ビニ収納で納められているというＰＲはもっと

実施しなければならないと考えておりますので、

今後とも引き続き周知に図っていきたいと存じ

ます。以上です。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。コンビ

ニ収納はことし、平成29年度なんですけれども、

初めてやったということなので、いまいち周知

がなかったかなと思いますので、今、課長から

そういう答弁いただきましたので、少しでも早

く払っていただいたほうが楽ですので、コンビ

ニ納税の周知もしっかりしていただきたいと思

います。 

  最後になりますが、先ほど言ったように税の

公平性を考えれば払っていただくのが当たり前

ですので、しっかりそこら辺を考えていただい

て、特に納税相談員との連携ももっともっと私

は必要だと思いますので、そこら辺の横のつな

がりをしっかりしていただいて、払いやすい新

庄市にしていただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

  私からは以上です。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 私からは１点だけお願

いします。 

  ページ数が76と77ページです。 

  一番上段のふるさと納税寄附金、これは10億

円を最初予算化しまして、補正で２億4,000万

円補正した。７億6,000万円でいったわけです

けれども、実際は７億3,673万9,454円、届かな

かった。届かなかった原因については、さきの

総務省の通達等いろいろな理由があると思いま

すが、届かなかった理由は何だったんでしょう

か。 
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関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ふるさと納税寄附金が目

標とする10億円に届かなかった理由ということ

でございます。 

  昨年当初は、前年度よりもかなり多い金額で

推移して、11月１日に総務省の指導がありまし

て返礼品割合を３割に下げるまでは、やはり10

億円を超えるような勢いでございましたが、返

礼品金額を３割に下げたことで一気に前年度の

３分の１ぐらいに落ち込みました。それ以降、

大都市圏を中心にさまざまなイベントというか

キャンペーンを張りまして、12月には２分の１

まで戻しましたけれども、１月以降は５分の１

以下に落ち込むという状況になりましたので、

やはり返礼品３割というものが一番影響したも

のと考えております。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 確かにそれが大きな原

因だとは思いますけれども、でも確かに総務省

通達に基づかないと交付税の減額等の措置がと

られましたので一概には言えないんですけれど

も、総務省通達以降もふやしている地方公共団

体はあるんです。３分の１にしながらも、ほと

んどの方がリピーターなんです。例えば、返礼

品を送るときに次にはこういうものを返します

よ、こういうのがありますよとして、それを入

れてやると。そういうのは、決してもらうとい

うことだけじゃなくて市内に産業を起こすこと

だと私は前に言ったことがありますけれども、

例えば、カタログの更新とか、あるいは返礼品

を送付するときにそういうコメントを入れると

か、そういう努力は当然なされていると思いま

すが、いかがですか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 返礼品３割にすることで

かなりの落ち込みは予想しておりましたので、

12月に一番寄附金が多くなる時期ですので、そ

れまでに何とか対策を講じようということで納

税ガイドブック、カタログという言い方をされ

ましたけれども、それに当たります。また、ま

ちづくり応援寄附金がどのように活用されてい

るかという活用報告書を作成しまして、大口と

いうか比較的多く寄附していただいた方に全て

郵送しております。その効果もあって２分の１

まで持ち直したんだろうと考えております。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 自称日本一のいものこ

汁という山形市、それはふるさと納税とはまた

別に、日本一のいものこ基金に寄附を募ってい

る。そういうやり方もあるんじゃないかと思う

んです、もらうということだけじゃなくて。返

礼品に、例えば、いものこハーフマラソンやり

ました。それについて寄附を募る。そして、う

まいとされている泉田いものこを返礼品にする

とかという、そういうアイデアをもう少し、そ

んなことばっかりやっているんじゃない、ほか

の仕事もやっているんだよと言われるのはわか

りますけれども、そういうアイデアをユーモア

を持って宣伝することも一つは大切だと思いま

すので、ふるさと納税というのは結構ばかにで

きない財源ですので、今後もひとつ引き続き努

力していただきたいと思います。終わります。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、私から質問

させてもらいます。 
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  まず、147ページ、６款農林水産業費１項農

業費５目農地費と、137ページ、４款衛生費１

項保健衛生費６目環境衛生費、173ページ、10

款教育費１項教育総務費２目事務局費、３目教

育指導費と、あわせて主要施策の成果に関する

説明書140ページについて質問させていただき

ます。 

  まず最初に、147ページの多面的機能支払交

付金についてお伺いいたします。 

  このたび、何度も８月のたび重なる豪雨で農

地の水害、市内各所での被害が見られたことは

何回も言われています。農地の機能回復のため

にも早急な対応をまずはお願いしたいと思いま

す。 

  それでは質問に入ります。地域や農地面積に

より交付額は、組織ごとに違いはあると思いま

すが、交付金に対して使用した額や利用率など

わかる範囲であればお聞かせください。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 多面的機能支払交付金につき

ましては、地域の保全会が地域の水路とか道路

を保全していくのだというところで面積指定す

るわけなんですけれども、水田の場合ですと大

体8,900円、10アール当たりですけれども、の

交付ということになります。それで、そこの地

域の中の水田面積について交付するという形に

なりますけれども、実際には保全会の活動に使

うということですので、例えば、水路の補修で

ありますとか道路の補修、それから花苗の環境

整備、そういったものに使っていくという形に

なります。 

  それで、一応５年間の計画ですので５年間で

のいわゆる給付額の中で金額を精算するという

時期に入ってきているということで、来年から

また５年間の計画が始まるということで、今回、

災害がございましたけれども、その補修の中で

お金が使えるというところで、今後の見通しと

しては、まず、ほぼ全額使うような形になるの

かなと考えてございます。 

  なお、水田ですと8,900円、10アール当たり

のものにつきましては、国が２分の１、それか

ら県が４分の１、それから市が４分の１という

負担割合で全額公費という形でございますので、

保全会の皆さんからは当然、事務の煩雑さとか、

それから保全会地区のどこを修繕していこうか

という話し合いの煩雑さというのは当然ござい

ますけれども、おおむね喜ばれている事業かな

と思います。今後とも推進していきたいと考え

てございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 事務の煩雑等の話があ

りましたけれども、組合や組織や地域によって

は、それがやはり負担ということで活用してい

ないというか利用しない地域もあると聞いてお

ります。そういうところへの対応というか、今

後、こういう機会もありましたので、そういう

ところへの助けをするという意味でもそういう

地域への対応、対策についても、多面的機能の

支払交付金の活用に対して登録というか、そこ

に加盟というかまざるようなことも含めたとこ

ろでの、そういうこちら側からの呼びかけであ

ったりそういう姿勢であったり、できれば講習

であったり、そういう理解促進のためまで含め

たところでの対応、対策などあればお聞かせ願

います。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 現在、市内に35の保全会がご

ざいます。それで、ほとんどの地区が保全会を

つくりまして活動しているわけなんですけれど

も、保全会がない地区もございます。今回の災

害もありまして、今後はつくりたいというとこ

ろもございますので、特に事務手続関係、いわ

ゆる会計処理でありますとかいろいろな書類の
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作成なんかは非常に農家にとっては難しいのか

なとは思っておりますので、そういったところ

については懇切丁寧に対応していきたいなと思

ってございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） やはり先ほどから言う

ように全ての農業、農地、農村がまずは公平で

あるべきという立場からもぜひそういうところ

を進めていただいて、新庄市内の農村、農家、

農地、地域を含めてそういうところがしっかり

維持管理できるような体制を早くに整えてほし

いと思います。 

  先ほど、これからまた５年間の継続という話

を伺いましたけれども、その中でしっかり同じ

ような内容でやるのか、また新たに加算、減算

されるようなことがあるのか、その辺をお聞か

せください。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 農林予算につきましては、全

体的に今横ばいかとは思いますけれども、いろ

いろな新たな施策、例えば、農産物の輸出とか

そういったところがふえたり、その影響でもっ

てほかのところが少なくなるというところがご

ざいます。多面的機能の支払事業につきまして

は、本当に農家が最低限でも今のレベルを維持

してほしいとは思います。 

  それから、近年多発しております災害にも対

応できるというところで、今後も現状維持とい

うよりも、ある程度活動範囲はすごく広いのだ

よというところで、むしろ増額の要求をしてい

きたいなとは考えてございます。 

  ただ、現在は金額につきましては耕種面積に

よりまして金額が定まっておりますので、それ

につきましては満額獲得できるような形で進め

てまいりたいと考えてございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 面積もふえることをぜ

ひ願えば、その額もふえていくと思いますので、

ぜひ農林課の強い意思を我々に伝えてくだされ

ばなおありがたいと思います。 

  次に、137ページの環境衛生費の中で、最上

猟友会負担金と狩猟免許取得支援事業費補助金

についてお伺いします。 

  有害鳥獣の被害は年々ふえている傾向にあり

ます。農作物の食害であったり家屋侵入など各

地で聞くことが多くなっております。出動回数

やわなの提供など、問い合わせを含めて昨年度

の実績があればお聞かせください。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 最近はイノシシを初めとした

有害鳥獣の問い合わせ等ございます。有害鳥獣

の業務委託料として猟友会へ５万円支出してお

ります。捕獲の件数につきまして、野ウサギ11

羽、カラス７羽、熊は11件の通報がありました。

捕獲実施が１件でございます。以上でございま

す。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 私の近所でもそうだっ

たんですが、家屋に有害獣が侵入したというこ

とで、わなをまずはお借りすると聞いて、それ

で問い合わせして、まずは借りて、うまく捕獲

成功したという話を聞いておりました。そうい

うところで、今度はその処理について非常に心

配していた面がありまして、連絡しても自分で

処理してほしいという話を言われたというふう

でしたので、せめてそういう最後の処分まで何

とか対応できるようなことはしなかったのかど

うかというところなんですけれども、ぜひして

ほしいという意味を含めてなんですけれども、

そういうところの問い合わせはどうだったでし

ょうか。 
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森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 道路、公園、それから広場な

どの公共の場所であれば担当課が処理するとな

っております。個人のお宅の小動物については、

個人で処理していただきたいと考えております。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） なかなかそれが非常に

心にというか気持ち的には嫌だという面があり

ましたので、もし今後可能であれば、そういう

個人の対応までしていただければなおありがた

いと思います。 

  そういうこともありまして、各自治体で免許

取得の前段として体験の機会を与えて興味を持

っていただくということがよく新聞紙面でも見

ることが多くなっておりました。その後、免許

取得につなげるというような企画になっている

ようですけれども、当市においてはそういうこ

とはやっているのか、またやっていこうと考え

ているのか、または猟友会との連携であったり

そういうところでの育成へ向けての事業とかと

いうのはなされたんでしょうか。そして、まだ

やっていないとすれば、やっていきたいのかど

うかというところも聞かせてください。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 狩猟免許の取得支援事業でご

ざいます。最近、やはり猟友会も高齢化が進み

まして人数も減っているということもございま

す。また、それに対しまして最近はイノシシな

どの有害鳥獣もふえてきているという現状にご

ざいます。狩猟免許の取得支援事業として、１

回の申請につきまして３万円の補助をしており

ます。平成29年度は、その事業を使いまして１

名狩猟免許を取ったということでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） とても１名の増員では

対応は厳しいものがあると思いますので、先ほ

ど言いましたように猟友会であったりそういう

実際に免許を持っている方々との連携をもう少

し密にしながら、そういう育成、特にどうして

もそういうところが出るのは農村部でもありま

すし、野菜であったり米であったりの食害を考

えれば、そういう被害面積もふえていることと

思います。実際、市にどういう被害で、どうい

うところで捕まえたものの報告ではなくてどれ

くらいの害があったか、今後そういうところで

まだ今来ている途中だとかという情報等がある

と思います。昨年度は特にイノシシという話が

ありましたので、その辺の農業被害については

どのように把握しておられるでしょうか。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 特に新庄市の南部、芦沢、大

谷地地区が、イノシシにつきましては非常に出

没しているということがございます。 

  それで、毎年、予算の中では農作物への鳥獣

被害の防止ということで、謝金として農林課で

５万円という支出をしておりましたけれども、

昨年度から県の鳥獣被害防止総合対策交付金と

いうものが創設されました。昨年は59万7,000

円なんですけれども、県から直接、新庄市の鳥

獣被害防止対策協議会、これは猟友会の人たち

と協議会を市でつくっているものですけれども、

それに直接来ますので決算書には出ておりませ

んけれども、その中で箱わなの設置ということ

で昨年２つ購入させていただきまして、それか

らいわゆるわな設置後のパトロールでありまし

たり、それから追い払い活動ということで、昨

年は動員人数、日当なんかも出ますので20日ほ

ど、特に冬場ですけれども、出動していただき

まして猟友会の皆さんに支払うことができたと

いうことで、大変活動もしやすくなったという

ところでございます。 
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  今後も、県の交付金を活用いたしまして猟友

会への活動を活発化していきたいと思いますし、

年齢構成がどちらかというとやはり50代から70

代というところでかなり高齢化も進んでおりま

すので、若い人のメンバーも入れるような形で

ちょっと環境課とも協議していきたいなと考え

ているところでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） まさにそのとおりであ

りまして、やはり青年層であったり女性であっ

たりというところの参画が非常に待ち遠しいの

ではないかと思います。その辺の免許取得に向

けてのフォローをぜひしっかりしていただきま

して、鳥獣害対策をしっかりしていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

  次に、教職員のスキルアップについてお伺い

したいと思います。教育委員会の姿勢であった

り学校経営指導事業について伺いたいと思いま

す。 

  児童生徒の学力向上に、学校は学校長を先頭

にそれぞれに特性のある学校経営を行っていま

す。父兄はもちろん地域を巻き込んでの事業推

進には頭が下がる思いでございます。ありがと

うございます。 

  先般、児童生徒の学力状況について報告がさ

れました。当然、子供の学力には先生の指導の

影響が大きいものと思います。そのためにも教

員のスキルアップに向けた講習会や研究会など、

どの程度に、頻度はどのくらいで開催されてい

たのか、それを聞かせてください。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 学校訪問におきましては、

今おっしゃったように回数だけもあるんですが、

日ごろの学校との交流を通して授業改善とか校

長の経営指導とか行っているところでございま

す。 

  学力向上につきましては、先ほど申し上げま

したやはり日々の授業改善が一番の対策という

ところで教育委員会でも大きな課題の１つとし

て捉えているところであります。でありますか

ら、日常の、例えば、授業づくりの指導を各担

当で行ったりとか、それから学校訪問の授業通

覧を通してしているところです。 

  研修においては、学校は組織で立ち上げて対

策委員会等を設けておりますので、代表者の方

に集まっていただいて年に数回、学力向上委員

会ということをことしから行っているところで

あります。 

  また、各校における授業公開等もありますが、

新庄市でやっている探求型のモデル校がござい

ますので、そちらの授業参観等も含めて行って

いるところでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） やはり、どうしても先

生の資質であったり人柄までもが見られてしま

うというところはあるとは思うんですけれども、

子供がやはり興味を持って授業に取り組むその

姿には、必ず先生の、先ほど言いましたように

影響が間違いなくあると思います。 

  そういうところで、やはり先生の今の状況で

すとさまざまな行事や授業以外のところに煩雑

なところでの対応がどうしてもあります。個人

のやはり授業を進める力であったりそこを子供

に教える力であったりというところの教える側

の学びの時間がすごく今は少ないのではないか

と思います。 

  当市の教育委員会がまず発する、そういう先

生向けのやっぱりスキルアップであったり能力

向上であったりというところの事業をもう少し

しっかりしていくことも大事ではないかなと感

じていますので、ぜひそういうところで新庄に

来た先生方はここでまた自分の能力が一段上が

るんだというところをぜひ自分で納得できるよ
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うな環境提案であったり、そういう自分が上が

っていく自覚ができるようなことをやってほし

いと思うんですけれども、そういうことに関し

ては何かお考えはありませんでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今、おっしゃった授業づ

くりにつきましては、やはり学校業務の中では

児童生徒と向き合う時間をいかに確保するかと

いうことが大事かと思っております。例えば、

興味関心のある授業、学習を組み立てるには、

やはりそこにアンテナを高くして準備をして、

そういう時間をしっかり生み出していくという

ことが必要でありますので、各学校のいろいろ

な職種がありますが、いろいろ加配の先生とか

活用しながら授業づくりに向けた時間を生み出

していくというのが１つあるかと思います。 

  あと、やはり教育委員会でも先ほど申し上げ

た研修会等を企画したり、例えば、授業づくり

についての内容について指導したりしておりま

すが、学校においても今は若い先生方も非常に

多くなっておりますので、ＯＪＴとか校内研究

の組織を使って、一担任とか一教科担任が頑張

るのではなくて、学校全体で育てながらスキル

アップをしていくということも大事かなと思っ

ているところでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） ありがとうございまし

た。 

  すぐに成果とは望みませんけれども、教師が

授業に自信を持つということが子供のそういう

学力向上にもつながっていくものと思います。

先生のスキルアップに向けた事業の継続また新

たな企画をぜひ期待して、私の質問は終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

石川正志委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時４９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  平成29年度一般会計歳出に関しまして、ほか

に質疑ありませんか。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） ３点、４点ほど質問さ

せていただきます。 

  決算書の189ページ、10款５項６目文化財保

護、成果表では155ページです。 

  成果表の文化財保護の（１）国・県指定文化

財巡回指導とあります。その⑦に、12月12日か、

いわゆる国指定重要文化財の八幡神社本殿拝殿

の調査を行ったとあります。文化財保護審議会

の方が巡回調査を行ったものと思われますけれ

ども、どんな報告がなされていたかをお伺いい

たします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 文化財保護審議会の指導

ということでございますけれども、こちらにつ

きましては県の文化財保護指導員の方から鳥越

の八幡神社をごらんいただいたところでござい

ます。その意見というか、その中で出てきた問

題点といたしまして、老朽化が著しいという中

で、国、県、市、所有者の関係４者の協議で最

善の具体策を早急に講じられるようお願いした

いということが記載されているところでござい

ます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 実は、2011年、東日本

大震災が起きた年ですけれども、２メートル超

えの豪雪の始まりの年でもありました。そうい

うことがあって、いわゆる箱棟が著しく損傷し
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まして、宮大工の経験のある方がこれではよろ

しくないということでテント地のシートをかぶ

せて雨漏りを防ぐ応急処置を講じています。 

  損傷してから７年が経過しているわけですけ

れども、一向にそこをどうするかという話し合

いもないということです。国指定の重要文化財

ということで勝手に構造を変化させるようなこ

ともできないし、国に届けての工事ともなると

莫大な費用がかかるということで、国の持ち出

しや市を通じて県あたりの補助もあろうかと思

いますけれども、それもさることながら地元負

担もかさむということで非常に難しい状況にあ

ります。 

  何とか白地のテント地のシートだけで済ます

ということではなくて、いわゆる国重要文化財

ということの縛りにも触れないような形での対

応はできないかということを思っているわけで

すけれども、それについてはいかがでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 委員のおっしゃったとお

り平成23年の２月の大雪で鳥越八幡神社の本殿

や拝殿の箱棟や棟木が損壊しているという状況

は、国に毀損届を出して国も理解していただい

ているところございます。 

  なお、鳥越の八幡神社につきましては、屋根

の部分だけではなくてほかにもかなり老朽化が

進んでいる状況でございます。先ほど委員おっ

しゃったような形で、県の宮大工をやっていた

方で県の文化財保護審議委員になっている方か

らも現状を過去にごらんいただいて、いろいろ

な修繕すべきというか保存修理すべき箇所につ

いては挙げてきていただいているところでござ

いますけれども、やはりおっしゃったような形

で保存修理に係る費用がかなり高額になるよう

な状況でございます。当然、国の文化財でござ

いますので国の文化庁からの補助金、県の補助

金、市からの補助金等それぞれありますけれど

も、どうしても基準の中で費用の負担は所有者

の方に出てくるものですから、なかなか当時か

ら老朽化が進んでいる神社でございますけれど

も、所有者の方とお話ししても修繕等のお話が

進まない状況なのかなと思っているところでご

ざいます。 

  なお、それでも緊急的な修繕ということで、

雨漏りがしてきているような状況にある中で、

７年前というか、委員おっしゃったような形で

簡易的にとりあえず応急的な措置ということで、

雨漏りを防ぐためにシートというものをしたと

ころでございますけれども、法に触れずという

か、そこの部分においてはまず雨漏りを防ぐた

めの緊急性があるということでそのような対応

をしたところであるかなと思います。 

  なお、ビニールシートだけではもう、ビニー

ルシート自体も劣化が進んでいるという中で、

今回、補正でございますけれども、鳥越八幡神

社の屋根の雨漏りを防ぐための修繕に係るよう

な補助金を計上させていただいておりますので、

そのような形でも今後対応していきたいと考え

ているところでございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） いわゆる改造して法に

触れることなく、しかしテント地のシートにか

わる補修というか雨漏りを防ぐような補修策を

講じていただきたいと思います。そして、ぜひ

来年度の決算書に経費が、事業費が載っている

ということを期待するものであります。 

  続きまして、決算書149ページ、６款１項２

目林業振興ということでございます。林業振興

ということから質問させていただきます。 

  いわゆる森林整備事業に絡んでバイオマス発

電などに要する資材として、杉に代表される木

材が集積する貯木場が市内各所にあります。将

来的には郊外２カ所に集約するという話があり

ましたけれども、私の住む地区にも２カ所の貯
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木場がございます。１カ所は問題がないという

か整然と積まれているわけですけれども、１カ

所について崩れているところがあると。崩れそ

うな積み方をしている棚が見られると。そうい

う堆積状況というか積まれている状況というこ

とは確認しているでしょうか。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 前の議会でもいろいろ指摘さ

れたこともございまして、いわゆる野積みの状

態のバイオマス発電の現状ということで、して

いる業者に対しては直接指導しているところで

ございますし、県にも指導しているところでご

ざいます。 

  なお、一応、野積みの国家資格、はい積載の

資格ということでございますけれども、それの

資格者がいて野積みができるというところでご

ざいます。 

  なお、今鳥越にもございますし市内の各所に

もございますけれども、現在、升形のところに、

具体的には左道に近いところですけれども、貯

木場、大きなところを計画しているところです。

そこのところに集積するというところで今の場

所からは離れて集中化を図るということを聞い

てございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 昨年度の３月議会で山

科議員が貯木場の安全性について質問なされま

した。今、課長がおっしゃられたようにはい作

業者については国家資格があるということをお

っしゃられましたけれども、主任者に対しては

国家資格があるけれども、はい作業者自体には

国家資格がなくて講習で済むということになっ

ているようです。かつて、ゲートはあるのかと、

安全対策はなされているのかという質問に対し

て、なされているものと思うというような発言

がございましたけれども、実はトラロープが張

られてはいるんですが、垂れていて見えない、

車で行っても見えないと。通路、進入路あるい

は排出路というか出口、入り口出口については

全然張られていないと、張られてもいないと。 

  なぜかというと、頻繁に出入りしているんだ

そうです。土曜、日曜も関係ないと。朝６時こ

ろから来て、積み込みや積み出しを行っている

ということがあるそうです。 

  堆積期間が長くなるにつれて付近の方々に悪

臭が漂うと。それから虫が湧くということで環

境課あたりで何とかしてもらいたいという要請

はしているということですけれども、それにつ

いてはどう考えていますか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 ただいま委員からお話ありま

したとおり、鳥越にある貯木場の相談といいま

すか、何回か受けております。それで、今現在、

業者側と話をしておりまして、再来週ですか、

地区の代表者の方と環境課も入りまして業者の

方と話し合いを持つ予定でおります。その中で、

地区からの考え方、こうしてほしい、安全性を

保ってほしいというようなことを、環境課も含

めまして改善していただきたいということを伝

えたいと考えております。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 付近の住民の方々にと

ってはかなりストレスだということであります

ので、近々催されるという話し合いの席上、改

善に向かうような指導的な発言をしていただき

たいということをお願いいたします。 

  それから、成果表の93ページ、ごみ処理に関

してでございます。 

  例えば、家庭系ごみの可燃ごみは、平成29年

度は前年比マイナス55トン、不燃ごみマイナス

１トンと、これはわかります。３番目の資源ご

み、紙パック、古紙、瓶、缶、ペットボトル、
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金属、食品トレー、生ごみ等ですけれども、こ

れが前年比306トンということはちょっと、新

庄市では分別回収を前からやっているという中

で理解できないんですけれども、どう分析なさ

れますか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 委員おっしゃいますとおり、

資源ごみの回収量が昨年度かなり減ったという

ようなことでございます。各スーパーにおける

資源ごみにつきましては、例年同様の回収量で

あるのかなと思っているところですが、原因を

究明しまして、できるだけ回収量がふえるよう

に検討していきたいと思います。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） かつて、東庁舎の環境

課の窓には、まぜればごみ、分ければ資源とい

うスローガンが掲げられておりました。新庄市

は、そういういわゆる家庭系ごみを含めた循環

型社会を目指すということでは、先駆け的存在

だったと思います。 

  さまざま財政事情やなんかで大規模に資源循

環するようなシステムは構築できなかったわけ

ですけれども、やっぱりこのシステムというの

は非常にいいものだと私は思うんです。そして、

分別することによって資源として生かすという

一つのサイクルを形成するということですので、

できる範囲の中で再び、かつて意気込んだよう

な啓蒙するという姿勢をもう少しとっていただ

きたいなと。最近、忘れかけているんじゃない

かなということを思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 先ほどの資源ごみの回収の量

でございますが、やはり人口減少に伴いまして、

町内会の子供会でやっている部分がございます。

その子供会がしているところが、やはり子供が

少なくなったというようなことで回収量も減っ

てきているのだと思っております。そうはいっ

てもやはりリサイクル、それから物を大切にす

る再利用、そういった観点から、ぜひ子供たち

の小さいうちから教育という部分も含めまして

リサイクルに努めていきたいと考えております。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） ぜひ継続して啓蒙活動

なりやっていただきたいなということを思いま

す。 

  次に、成果表の16ページ、市民協働の推進に

関することで、以前にも職員の地域担当制の実

施ということについて質問いたしましたけれど

も、これは山尾市長が取り組みになった際に掲

げた、実施したものだと認識しておりますけれ

ども、今回の８月の豪雨災害の際などでは非常

に御苦労をかけたし、そういう地区との交渉役

とか連絡役とか担ったと思うんですけれども、

どういう体制になっていますか、今。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ３月議会でも一般質問で

いただいた職員地域担当制ですけれども、平成

29年度の実施内容としましては、基本的には３

回の定期訪問、第１回目は、まずは顔合わせと

いうことで、あとは各種会費等の集中受け付け

等の周知を行っております。第２回定期訪問で

は、町内活動や地域課題等の状況の聞き取りを

行っておりますけれども、昨年度は職員地域担

当制自体の、これが必要なのかどうかというア

ンケートも行ったところです。また、地域公民

館での喫煙状況についてのアンケートも行って

いるところです。また、３回目の定期訪問では、

職員地域担当制に関するアンケートの結果をお

返しいたしました。それと平成30年度以降の使

送の予定表の配付という内容で、３回の定期訪
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問を中心に行っているところですけれども、や

はり第一に常日ごろから町内と顔をつないでお

くことが大切だと考えておりますので、その中

で問題提起があって課題解決に向かうというこ

ともあると思いますので、職員地域担当制とい

うのはかなり大切な事業であると考えていると

ころです。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 今、職員地域担当制が

必要だか必要でないかという議論もあったよう

に言われましたけれども、私は、これはいい着

想だと思うんです。ただ、区長によっては日中

来られても困るという人もいれば、いや、夜で

はだめだ、日中ではだめだという相反する立場

の方がおられると聞いておりますけれども、そ

の場合の調整というか、ここはどのようにやっ

ているわけですか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 各地域担当職員は、必ず

区長に連絡をとってから区長の日程を確認して

お伺いしますので、早朝になったり夜になった

りすることもございます。基本的には、日中に

行っていただきたいと言っているんですけれど

も、やはりお勤め等でやむを得ない部分もある

と思いますので、その辺は区長に合わせるよう

な形で実施していただきたいと言っているとこ

ろです。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

石川正志委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 中には来られても困る

という方もおられるかとは思いますけれども、

やっぱり地域と役所をつなぐという中では、私

は必要なものなのではないかなと思います。余

り機能しないんじゃないかという方もおられる

ようですけれども、これは継続的にぜひつなげ

ていっていただきたいと思います。 

  もう１点、成果表の15ページ、広報広聴に関

すること。これは、私は全面的にすごいなと褒

めたいと思います。私も長く議会だよりにかか

わってきたということで、いわゆる広報には興

味を持つ者でございます。去年のみならず、こ

れまでも非常によかったのですけれども、特選

とか組写真の部特選とか１枚写真の部入選３席

とか、非常に外部からも評価されているようで

ございます。写真の使い方が非常にうまいと、

表紙の写真なんか役所の人間がやっているんじ

ゃないんじゃないかという専門的な写真だと私

は思っています。 

  読者、つまり市民の中には写真なんかよりも

記事を詰め込めという方もおられましたけれど

も、私はいかに見やすくするかということを考

えれば、文字の羅列、文字の詰め込みというこ

とはやっぱり避けるべきじゃないかなと。必要

な情報は入れなきゃならないけれども、見やす

く親しまれるような誌面づくりが大事なんじゃ

ないかと思っていますので、ぜひ市民と役所を

つなぐ、これこそいいかけ橋になるように頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） それでは、私から５件

ほど質問させていただきます。 

  最初に、成果表でいきますのでよろしくお願

いします。 

  16ページ、今、遠藤委員から話があった総合

政策課担当の協働なんですけれども、同じこと

を言いますけれども、私は、大分なるんですけ

れども、地域担当制ですけれども、これは成果

が私の目には余りいいと映ってこないんです。 

  なぜかといいますと、３回、年に訪問したと

ここに書いてありますけれども、私のところへ

区長が申し入れに来るということが数あるんで
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す。最近ですか、その後にまた別に申し上げま

すけれども、十分に効果が生まれてきていない

と私は捉えているんです。これもやはり内容的

なものをもう少し詰めて、十分に発揮されるよ

うに方法を変えていくべきじゃないかなという

ことで内容の再検討をぜひお願いしたいと。例

を後で申し上げますからひとつ考えていただき

たいと思います。 

  次は、23ページ、成果表、交通安全対策です

けれども、ここで申し上げます。 

  つい最近の話ですけれども、私の近くの区長

が安全対策に対してひとつ話を持っていただけ

ないかということだったんです、23ページには

カーブミラーの新設と修繕ということで新設が

４基、それから修繕が１基と書かれてあります。

この安全対策事業の中で、標識ということは、

一時停止の標識のところの申し入れがあったか

どうか、それをお答え願います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 一時停止などの標識につきま

しては、公安委員会、警察の担当になります。

もちろんお話しいただいた場合はこちらからも

警察に話をするところでございますが、カーブ

ミラーの設置したところにつきましては、そう

いう話は出ていないと記憶しております。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 地域担当制、効果がない

のではないかという御質問でございます。 

  ３回の定期訪問を中心に行っておりますけれ

ども、常にやはり区長からの要望があればお応

えするような形をとっておりますし、昨年度は

３回の定期訪問のほかにも、弾道ミサイル落下

時の避難行動の周知ということで、国より朝鮮

から弾道ミサイルが発射されるかもしれないと

いう情報が入った際に、いち早くその日中に書

類等をまとめて区長にお願いし、配布するよう

な体制もとっております。 

  このような体制がとれますのは、やはり地域

担当制という制度があってのことだと思います

ので、常日ごろ、何事もなければよろしいんで

すけれども、何かあった際に動ける体制を常に

とっておくということが大事だと思いますので、

その点においても職員地域担当制は必要と考え

ております。 

  なお、町内からの職員地域担当制のアンケー

トもいただいたところなんですけれども、これ

をもとにやはり全ての区長が必要だと考えてい

るわけではないということを認識いたしまして、

今年度、地域担当制をもう少し有効に機能でき

ないかということで検討に入っているところで

ございますので御了承いただきたいと思います。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 総合政策課と環境課ダ

ブって質問したんですけれども、関連性がある

ものですから申し上げたんですが、３回も年に

区長と接しているとすれば、その話が出ないの

はないんじゃないかと私は思ったものですから

お伺いしているんです。 

  先月、一時停止の看板が必要だということを

お聞きしたんです。これは前々からということ

でかなり前から考えていたということですから、

地域担当の職員が顔を合わせていればその話は

出ないはずがないんです。とうとう我慢できな

いといったらおかしいんですけれども、危険で

このままにしておけないという区長の話があっ

たものですから、私が聞いて環境課へ行ったん

ですが、今、課長が言ったとおり公安委員会が

担当だということを区長がわかったんです。一

番最初は環境課に行ったということですので、

そこでまず第一に県道と市道の交差なものです

から県に行ったと。でも、全部市道であればど

こへ行くこともないんですけれども、主に県道

が優先道路になっているものですから、そっち
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へ出向いたと。 

  そうしたらば、公安委員会に行ってみろと言

われたといって、警察の公安課の係に行ったら

ば、その標識は事故が起きないと標識を立てる

ことができないと言われたということで、啞然

として私は帰ってきたということで話があった

んです。 

  対応が、結局そういう何か基準があって、そ

ういうことであろうと思うんですが、事故を起

こさせたくないためにその地区の区長が何とか

ならないかと言っているんです。おかしくない

ですか。誰が考えてもちょっとおかしい。起き

てからやるなんていうことは考えられない。 

  ですから、その辺をやはり、そういう申し入

れがあったとすれば現地をよく確認して、新庄

市が県であろうと国であろうと窓口になっても

う少し適正なアドバイスをしていくべきじゃな

いかと。こっち行ってみろ、こっちにとたらい

回しにやらないで、やはり新庄市民はどこがど

こ管理だなんていうことは知らない人が多いわ

けですから、除雪の体制の受け入れまでのと同

じように、窓口を一旦１カ所にして、そこから

いろいろとやっぱり手を差し伸べてくれるとい

うのがやっぱり市の職員の仕事だと私は思うん

です。思いませんか。 

  起きてからなんていうのはとんでもない話な

んです。それは１カ所でない、私のところに相

談が来たのは３カ所あるんです。十字路が１カ

所と丁字路が２カ所、どっちも標識がないんで

す。あの状態にしておくというのはやっぱりま

ずいので、そこら辺やっぱり相談にぜひ乗って

いただきたいということです。 

  そっちこっち振り回さないで、やっぱりばん

と一つ受け取って、みんなやっぱり市民は市長

を頼りにしてくるのは当たり前なんだから、こ

っちは国だの県だの、こっちへ来てこっち行け

じゃなくて、やはり担当課が専門的知識を持っ

ているわけですから、担当課で手配して上手に

やっていただくと。市民に安全安心をやっぱり

提供するのが仕事だと私は思うので、そういう

ことで今後そういう対応をお願いしたいと思い

ます。 

  これは回答は求めませんが、そういう事実が

あったということだけ。ですから、そういう常

にやったりとったりが何回訪問しても、そうい

うものが生きてこなければ、地域担当制なんて

いうのは生きてこないわけです。何もないから

無意味なことをやっているとしか思えなくなる

ものですから、十分にそれを活用して有効的な

色分けをやってもらいたいと、行動をやっても

らいたいと。 

  次に、成果表の94ページ、ごみ減量化があり

ます。ここで95ページの（２）の⑤にプラスチ

ックごみ処分に係る先進地及び処分施設を視察

とあります。前、ちょっと聞いたことがあるん

ですが、減量化というよりも焼却炉の延命を図

るためにプラスチックと今一緒にやっているも

のを分別して焼却炉の長寿命化をやりたいとい

う話はあったんですが、そのためにも何とかこ

れを実行したいということで施設の視察に行っ

たと思うんですが、この結果はどうでしたか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 委員おっしゃいますとおり、

プラスチックごみというのはかなりの高熱を発

するということで、ごみ焼却場の延命という観

点からプラスチックごみの処分を有効にできな

いかというようなことで先進地、それから処分

施設の視察に行ったところでございます。さま

ざまな資料ございます。やはり、プラスチック

をそのままプラスチックのまま別なものに変え

る、それからペレット状に変える、さまざまな

方法がございます。当然、プラスチックごみを

分別して集めるとなるとまた新しい収集方法も

出てきますし、当然、処分する方法も変わって

きますので、どのぐらい金額がかかるかという
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部分も含めまして、ただいま勉強している最中

でございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） これはかなり前に私が

そういう方向で検討しているということを聞い

たので、いつこれは分類が始まるのかなという

心待ちしていたところです。 

  ですから、焼却炉を一旦改修するとなってく

ると大変高額な金額がかかるわけですから、薄

半端な１億円や２億円じゃできないような話に

なってくるので、やっぱりいいことは全然早く

進めるべきだと私は思っています。そんなこと

で取り組みができるようになお努力をしていた

だきたいと。 

  そして、その下の環境型活用ごみの生ごみの

事業ということで、これは前々から取り組みを

やっているわけで、今も継続してやっていると

いうことですが、ここに書いてあるとおり桧町

と千門町の２区で生ごみを資源化するために収

集をやって、これを堆肥化に持っていってやっ

ているということですが、前々からこれは同じ

ようなことをずっと継続してやっているんです

が、これの効果というのが、欲することは成果

なんです。余りはっきり知らされていないんで

す。肥料としてこれを使えるかどうか、このま

まずっと継続してやってどうなのか、またそれ

を全市的に広めていくのか、長井のレインボー

プランみたいにやるあれがあるのか、そこら辺

をもうそろそろはっきりしていかなきゃならな

い時期に来たんじゃないですか。もうかなりに

なるんです、堆肥化というのは。いろいろなこ

とでやって試行錯誤しているわけですから、チ

ップとまぜてみたり、それのデータはもう蓄積

されてあるんです。ですから、これを継続する

かどうか、廃止するかどうか、その辺はやっぱ

りもう少し詰めていかないとならない時期に来

ていると私は思うんですが、どうですか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 生ごみの堆肥化の事業でござ

います。この表にも書いてありますとおり、今

現在、収集量が122トンで堆肥製造量が63トン

ということで半分ぐらいの量になっているとい

うことで、ごみがかなり減っているということ

でございます。 

  今後、仮に拡大するとなった場合は、収集路

線、それから収集業者、それから堆肥化に係る

施設等も含めましてかなりの費用負担が生じる

と考えております。何とかこの事業を継続する

ような形で続けていきたいと考えております。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 続けていくのはいいん

ですけれども、最終着地点はどこにあるかとい

うことです。このままずるずると同じことを何

年も繰り返しやっていくのか、これはいいこと

だというのでこの方向に全市的に少しずつでも

いいから広げていこうとするのか。 

  ここのデータにあるとおり、今、課長に申し

上げてもらったとおり量的には半分になった、

その前に収集する時点で一般の市内では収集し

ているわけです、生ごみを週に２回。これが１

回で済んでいるわけです。 

  ですから、そういうこともあるわけです。や

っぱり今のやっているやつが半分ごみが減ると

すれば、またこれは焼却炉の延命なんていうこ

とには随分貢献できるわけだから、やっぱりい

いことはどんどんどんどん早く進めていかない

とだめじゃないかと私は思うんです。その辺の

見きわめはいつやれるかということが問題だと

思うんですが、そう簡単にはいかないと思うん

ですが、ただできた堆肥というものは本当に成

分がちゃんと肥料として使えるかどうか、これ

がまず第一。さっぱり肥料分がないなんていえ

ばやるまでもないんだし、その辺どうでしょう
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か。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 堆肥化された生ごみのものに

つきましては、衛生組合の花植え、それから希

望者に定価でお譲りしているところでございま

す。そういう方々には一定の需要がございます

ので、堆肥化がきちんとされていると考えてお

ります。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 何だかよくわからない

んですけれども、やるんだか、やらないんだか、

そこら辺はっきりしない。もう少し十分に検討

してください。よく練って、どうすれば一番ベ

ターであるかということを捉えていただきたい

なと思います。 

  次に移ります。 

  144ページ、教育委員会担当、学校教育課の

担当です。不登校の適応教室等指導授業という

ことで不登校の問題が載っています。 

  そこで、推進体制として教育相談員が３名、

教科指導員が３名と６名の体制をとっていると。

ここで問題は、不登校傾向及び不登校である児

童生徒に対しということをここにうたっており

ます。 

  不登校になってしまうと、これは大変なやっ

ぱり時間を費やしますし、大変苦労するわけで

す、教育相談員としては、だと思うんです。そ

の傾向にあると見た場合の対応が最も重要じゃ

ないかなと私は思うんですが、どうでしょう。 

  今現在の小学校、中学校の不登校者、児童生

徒数、ちょっと数字を前に聞いたことあるんで

すが、もう１回ここでお知らせいただきたい。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 初めに、不登校の数です

が、平成29年度におきましては小中学校合わせ

て56名となっております。平成28年度は50名と

いうことで数がふえております。この中で30日

以上が不登校と言われる児童生徒ですが、56名

中30日以上が計35名ということです。 

  あと、今この数字にあらわれていないんです

が、不登校ではないんですが、学校を渋る子供

とか、または学校には来るんですが教室に入れ

ない子供とか、確かに非常にふえているところ

です。 

  こういう傾向にある子供、またふだん学校に

来ている子供含めまして、やはり教室の居場所

とか人間関係とかわかる授業とかいうことで防

止に努めていくと同時に、もし何かあった場合、

心配なときは誰でもいいので口に出して相談で

きるような体制をとっているところでございま

す。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 問題は不登校で片づけ

ていますけれども、この中にはいじめが私はあ

るんじゃないかと見受けられます。そこから発

生する不登校が多いんじゃないかという気がす

るんです。私は、実際会ってないから何もわか

らないんですが、隠れたものが、潜んでいるも

のが必ずあると思うんです。やっぱり学校に行

きたくなくなるなんていうことは相当のつらい

思いをその子がしている、間違いなく。だから

行かないんだと思うんです。 

  傾向と書いていますけれども、傾向が見つか

ったらば不登校にならないようにやっぱり対応

するのが指導員の役目じゃないかなと思うんで

す。やり方はいろいろあると思うんですが、早

くやっぱり原因をつかまえてやらないと、だん

だんだんだんエスカレートして、最後には学校

に全く来なくなるという生徒も中にいるわけで

すから、そんなことにならないようにやっぱり

対応していかないと。子は宝です。だんだんだ

んだん少子化で子供が減っている、大事な子供
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なんだから、もう少しやっぱり学校は力を入れ

て子供対策というものを十分にやっていかない

と将来の大人たちが困るわけでしょう。 

  そんなことで、やっぱり適正にこれだけの人

が、６名がいるんだから何とかなりそうな気が

するんですけれども、数字を課長から聞くとふ

えているなんていうのは逆じゃないですか。こ

れだけ指導員をふやしていってふえていくんだ

ったら何もならない話ですから。もう少しやっ

ぱり緻密に、防止するのが目的で６名を採用し

ているわけでしょう。それの活動がなされてい

ないという、結局、数字からいうと、報告にな

るわけですから、決算では。生かされていない。

これではちょっとまずいんじゃないですか。い

ろいろ面倒くさいことがあると思うんですが、

そこをやっぱり貫いていって、新庄から不登校

対策をきっちりやって出ないようにやっていた

だかないと、私はうまくないと思います。 

  何か御意見、教育長、何かありませんか。教

育長なりの考えがあったら答えてください。 

高野 博教育長 委員長、高野 博。 

石川正志委員長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 おっしゃるように不登校は、本

当はぜひ減らしていきたいなと。そして、不登

校傾向の子についてはできるだけ早く早期に対

応していきたいと思います。 

  まず、やっぱり各学校での学級の中での居場

所ということで学級経営を一番大事にしていか

なきゃいけないということで、各学校ではそれ

に取り組みながら、傾向という不登校になる原

因については、やっぱり複雑、本当に多様化し

ています。 

  はっきり申せば、まずこちらから訪問しよう

としても逆に拒む親御さんもいますし、なかな

か連絡もつかない親御さんもいるとか、なかな

かやっぱりそういうことも家庭環境も多種多様

になっているということで大きなことがあるの

で、そのことに学校の先生だけで対応できない

問題も多く含んできているなということで、そ

ういう意味でいろいろ関係機関と連携を図りな

がらやっていただいているところも現実、そし

ていろいろ福祉サイドからも御協力いただきな

がら、家庭に入りながら対応しているところが

あります。 

  あと、やっぱり教育相談員、確かにここ数年

ずっと３名、それから教科指導員も、教科指導

員というのは子供が学校に行けない、なかなか

勉強ができないときにシャイニング教室という、

そこで勉強をさせるというか、学校に復帰でき

るための学力保障ということも含めながらやっ

ている方なので、そういうことで、ぜひ勉強が

わかれば学校に行くのではないかという手助け

をしていただいているということで、その方々

も数限られた時間ですけれども、やっていただ

いているなと思いますし、去年、教育相談室に

かかる電話も、議会でも報告したように思うん

ですけれども、ふえてきているということで、

そして同じ親御さんが何度となく来られて相談

員の方々に今後どうしたらいいかということを

相談いただいている姿を見させてもらっていま

すので、教育相談員の方々には、今後ともこの

ような形で続けていって、各学校では各学校で

まずそういう予防に努めて、安全安心の学級経

営を今後もできるように頑張っていくように指

導していきたいなと思っております。以上です。

（「終わります」の声あり） 

石川正志委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時５７分 休憩 

     午後２時０７分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 
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１８番（佐藤義一委員） それでは、私から短く

３点ほど。質問も短いですので答弁も端的に答

えていただければ。装飾語は要りませんので。 

  成果表の23ページ、環境課の空き家対策事案、

空き家への指導及び助言７件、応急措置４件、

５万6,000円、事例対応、原簿に登録されて

云々がありますけれども、これら７件について

の指導及び助言の内容、それから一応ここには

更地とか見られたと書いてありますけれども、

それらについての結果がどうだったか、教えて

いただけませんか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 空き家につきましては、一番

多いのが雪の苦情であります。雪が道路に落ち

た、通学路に落ちたというのがございます。そ

れから、強風のため屋根が飛んだというのもあ

ります。また、雑草が生えて虫が湧いていると

いうような苦情もございます。 

  そういう苦情があった場合に、空き家の持ち

主に対して改善してくださいと、対処してくだ

さいと出しているところでございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 例えば、今、課長にお

答えいただいたように、空き家の持ち主に対し

てそれは当然のことでありますけれども、空き

家の所有者は全て確認できておりますか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 指導と助言を行った者につき

ましては、全て所有者を確認しております。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） だから、課長、相手が

わかるから通告できたのであって、それは当然

のことだ。でも、今、新庄に500を超える、も

う600近くになったのか、それだけの空き家が

あります。それら全てに連絡がつきますかとい

うことを今聞いています。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 やはり相続放棄とか、あと持

ち主につきましてはできるだけ調べているつも

りでございますが、連絡のつかない空き家もあ

ります。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 釈迦に説法みたいなこ

とを言いますけれども、相続放棄というのは、

そこに大場先生がいらっしゃいますので口幅っ

たいですけれども、相続権が発生してから90日

以内に相続放棄の申し出を裁判所にしないと相

続放棄は認められません。法的相続権は発生す

るわけですから。ただ、私はもうそんなの知ら

ないんだという口頭だけでの相続放棄、私は相

続していませんと言うだけですけれども、相続

権は抹消されませんので、90日以内に手続をし

ないと。ですから、相続放棄でなくて継承放棄

というのかな、要らないよということです。た

だ、それらが将来的に周辺環境に決していい影

響を与えないわけです。それらについては、や

っぱり確認作業を急いで、どうするのか。 

  前にも話をしたことがあってちょっと申しわ

けないんだけれども、解体する費用はないとい

う人が何人かました。実は、全く私、見ず知ら

ずの人でしたけれども、あなた、議会で空き家

のことを話しているだろう、ちょっと相談に乗

ってと言われて相談に乗ったことがある。それ

で、住む人もいないと。だったら市役所に寄附

したらいかがですか、そのほうがかえって空き

家の解体料とか固定資産税等はなくなりますか

らという話をしたことがあります。ですから、

そういう相続放棄という言葉でごまかさないで、

相続権があるわけですから。 

  それで、ちょっとくどいんだけれども、こと
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しの３月末で新庄市に空き家は何件ございます

か。ふえていることは間違いないと思いますけ

れども。そのうち危険家屋、いわゆる解体が心

配される、あるいは火災が心配されるような、

さっき言った虫が湧くとかもありますけれども、

そのような空き家の件数と、それから危険家屋

の把握、それを教えてください。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 空き家対策計画を策定し

た段階で、平成27年の地域担当制での調査結果

を使っておりまして、それが先ほど委員おっし

ゃられる600弱ぐらいの数字、559という数字で

今まとめております。 

  危険家屋については、都市整備課ではちょっ

と把握していませんのでお答えを省略したいと

思います。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 後で、じゃあ危険家屋

の件数がわかった時点で教えてください。 

  それから、これは総合政策課か都市整備課か

ちょっとわかりませんけれども、空き家バンク

というのを立ち上げていますよね。空き家があ

る中で、空き家バンクで仲介するという話。た

だ、中には話を聞くと空き家バンクで紹介でき

るような案件が少ないと。かなりてこ入れをし

ないと、いわゆる修理をかけないと人に貸せな

いというものがあると聞いています。空き家バ

ンクの実績はございますか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 空き家バンク登録ですけ

れども、平成28年が15件、平成29年が12件で、

ことし４件ほど申し込みがありました。累計し

ますと29、30ぐらいになるかと思いますが、そ

のうち約半分ぐらいが取引なされているという

状況でございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 取引が、私、前に問い

合わせしたときは１戸もありませんと聞いたも

のですから、半分近く取引したというのは大変

ないい結果だと思います。 

  それで、中には空き家バンク登録して何年間

という制限ありますよね。登録して何年間で取

引がなかったら登録から外しますよ。それは非

常にいいことだと思うんです。なぜかといえば、

登録した人方は、どこかでそこでもう肩の荷を

下ろすんです。もう市の空き家バンクに登録し

たのでもういいんだと、要するに手入れをしな

くなるわけです。それが最終的に老朽化につな

がったり朽ちていくということになりますので、

それらについても今後、半分以上に取引があっ

たとすれば、大変好ましい結果だと思いますの

で、今後も進めていただきたいと思います。 

  それでは、決算書123ページ、３款民生費１

項社会福祉費の中の児童福祉総務費、下から５

行目です、右側の。第３子以降児童幼稚園等保

育無償化事業補助金777万円ございます。 

  これはおととしの議会報告会にある町内で、

私の孫が３人目でことし保育園に入れたと。第

３子だから保育料が無料だと思っていたと。そ

うしたら請求が来たと。話が違うじゃないかと

いうことで、転園ですか、学校では転校なんで

すが、別の幼稚園に引き受けてもらったという

ことです。 

  その話を市役所にも持ってきて、それはおか

しいじゃないのという話を差し上げまして、そ

の当時で市内で２園、２つの幼稚園がその制度

を利用していなかったと。それについては努力

していかないと、幼稚園によって親の負担が違

うんだよ、それは解消すべきではないですかと

いうお話をしたことがございますので、去年末

で２件、２園あったと思います。それはその後、

去年１年間でどうなりましたでしょうか。 
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滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

まの質問、子ども・子育て支援新制度に移行し

た施設という捉え方でよろしいかと思いますけ

れども、幼稚園については昨年度、まだ２園移

行していない施設がございました。平成30年度

に入りまして１園が新制度移行ということでご

ざいます。残り１園につきましては、来年度に

向けて移行の予定ということで伺ってございま

す。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 先ほどの空き家として把握さ

れている559件のうち、危険空き家として把握

している件数が171件でございます。 

石川正志委員長 よろしいですか。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 大変どうもありがとう

ございました。 

  話がちょっとあっち行ったりこっち行ったり

であれなんですけれども、171件というのは決

して少ない数ではございませんので、管理等も

先ほど来出ています職員の地域担当制をフル活

用して、たまには巡回してもらってやってもら

いたいと思います。 

  それで、今、滝口課長の答弁に戻りますけれ

ども、やっぱり新庄市で子供を育てていて、こ

っちの幼稚園に行ったら第３子かからなかった、

そういうのはやっぱりどこかで不公平な感じを

市民は抱くわけです。そのことを努力されて１

園なくして、来年からはもう一つ残っている１

園もその制度を利用するということで大変努力

されたと思いますので、その辺は大きく評価し

いと思います。 

  最後になります。 

  145ページ、６款農林水産業費１項農業費の

中の一番上に載っています、６次産業化推進事

業費540万2,000円。これは去年でしたら６次産

業化の質問した経過が私もありますので記憶し

ていますけれども、あのとき、山新が先にすっ

ぱ抜いてしまったんです、市が発表する前に。

新庄市でこういうのをやるんだと。 

  それで、その後、なかなか私どもの目に触れ

ることが少ないというか、私どもの努力が足り

ないのかと思いますけれども、商品化されて販

売までいっているんですよね。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 平成28年の12月から販売して

おりますけれども、現在のところ17種類の販売

を行っております。新庄のお店では主に物産館

で扱っているという状況でございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） さっき歳入でも聞きま

したけれども、ふるさと納税の返礼品にはそれ

を使っていますか。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 扱っていただいてございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 私、ゆめりあで見たの

がいぶりがっこのオリーブオイル漬け、これは

私も見ましたけれども、ほかになかなか見る機

会がないというか、もうおまえは探して歩けば

いいじゃないかという話なんだけれども、こう

いう発言が正しいかどうかはわかりませんけれ

ども、たまに商品を、市会議員の皆さん18名い

らっしゃいますので、こういうのを売りますよ

とお売りになったらいかがですか。そういう考

えはございませんか。 
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小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 火曜日の２回目の決算委員会

のときにでも、皆さんに個人的にでも会派でも

結構ですので御注文いただければと思います。 

  いいにゃ風土につきましては、どちらかとい

うとやはり都会向けの各家族向けというところ

がやっぱり強いかなと思います。それで、この

活動につきましても生産者が育つということと、

それからどういったものをつくればいいかとい

うことともに、いわゆる首都圏を中心とした販

売戦略というところでもって、どちらかという

とやっぱり外向きだったのかなと思っておりま

す。 

  意外とやはり新庄市内の方が知らないという

ところで、ちょっと試験的に、私は還暦の同窓

会がありましたけれども、それで３次会のおつ

まみとか、それから先生への記念品として差し

上げました。非常に好評でした。そして、あと

法事の引き物に私、出したんですけれども、引

き物として反響があるというのはなかなかない

んですけれども、こういうのをいただいて初め

て食べたよという、新庄の方ですけれども、い

らっしゃいましたので、そういったところでの

ＰＲなんかもできたらいいねというところで物

産館と話しておりますので、市内の人がやはり、

新庄まつりと同じで自分のもの、自慢できるも

の、ＰＲできるものというのがあればいいかな

と思っておりますので、そういったことも考え

ながら今後はやっていきたいと考えております。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 課長のおっしゃるとお

り、課長は知っていたから自分のうちの法事で

使えたわけです。そういうものが新庄にあるん

だとなれば、贈答用でも贈るわけです。わざわ

ざサクランボを東根まで行って買って贈らなく

ても、こういうのがあるんだ、新庄でいいのが

あるんだよというのが、そういうのがあります

ので、それはもっと市民に知らしめるべきだと

思います。 

  それで、最後の質問になります。 

  ある農家の方が農林課に行ったと、去年の話

です。６次産業化と言われているのでどうした

らいいんだろうねと相談に行ったら、生産、加

工、販売まで１人でやれますかと言われたと。

６次化産業はそんなもんじゃない。生産は生産

者、加工は加工業者、販売は販売でいいんだ、

分業でいいんだと言ったんですけれども、２人

の人が声をそろえて、違う、義一さん、市役所

農林課は生産から加工販売まで１人でやらない

と。それは６次産業化と言わないと、それは違

うだろうと言ったんだけれども、新庄市の農林

課は、６次産業化というのはどう捉えていまし

たか。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

石川正志委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 そういった発言があったのか

どうかは私ちょっと確認してございませんけれ

ども、６次産業化協議会につきましては、生産

者及び製造している業者もございます。商工会

議所なんかも、農協も入ってございますけれど

も、当然、地元のものをつくっている、加工ま

でしなければならないというところではちょっ

と私捉えておりませんでしたので、そこら辺は

ちょっと内部でもう１回調整したいと思います。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

石川正志委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） あくまでもやっぱり新

庄の産業は農産物、米、それから花卉等に依存

するところが大きいわけですから、農業者が補

助金も少なくなっている中でどうにかして生計

を立てて生きていこう、農業を続けていこうと

持続可能な農業でやっていますので、それらに

ついてももう少し誤解されないような窓口の指

導、それは農林課に限ったことではありません
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けれども、清水委員が一般質問の中で言われま

したように、やっぱり市民にわかりやすい、市

民がギブアップしないような、そしてそれはで

きませんよという、前にも若者の育成、新規就

農事業に関しては言いましたけれども、だめだ

と断るんじゃなくて、こう直したら、こういう

方向性を持ったら、この資金が使えますよとい

うことをアドバイスしてくれるのが、私は本当

の行政だと思います。 

  ですから、６次化産業についても、一切こう

なんだよと言わないで、どこをやりたいんだ、

どうしたいんだと、ここはこうすべきだよとい

うアドバイスができるような行政であってもら

いたいと思いまして、一言苦言を呈して質問を

終わります。ありがとうございます。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） それでは、私から質問

させていただきます。 

  125ページになります。３款２項です。済み

ません、子育て支援センター事業費になります。

成果表は74ページになります。 

  ここで私が質問したいのは、ＬＩＮＥを利用

した子育て相談ですけれども、これは平成28年

２月からサービス開始となっておりますけれど

も、この事業は新庄市が初めて取り入れたもの

ですので、成果表にはもう少し詳しく載せてい

ただきたかったんですけれども、そこら辺の成

果はどのように捉えていますか。よろしくお願

いします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援センターに関する事業の中でも、ＬＩＮＥ

を使った育児相談事業ということの御質問でご

ざいます。 

  委員おっしゃいましたとおり平成28年度から

ということで、実績は、平成29年度は156件と

いうことでＬＩＮＥを使った相談件数が28件と

いうことになってございます。 

  こういったいわゆるツール、伝達手段を使っ

て、相談だけではなくてほかに情報を発信する

という意味でさまざまな育児に関する情報提供

であったり、また健康課とも連携をしながら健

康課としていわゆる子育て世代に情報として提

供しておきたいなどというものがあれば、そう

いったものも含めて逆に発信するということも

させていただいております。 

  こういった取り組みにつきましては、本市が

先進的にやっているということで、全国的にも、

恐らくほかの自治体もホームページか何かで情

報を得てということだと思うんですが、方々か

ら視察に来て実態について勉強したりとか、あ

とまた電話なんかでの問い合わせなども多くい

ただいているところでございます。 

  さらに、どういった活用方法ができるのかと

いうところも含めて今後進めていければなと考

えてございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。これも

新庄発ですのでもっと自信を持って取り組んで

いただきたいと思います。 

  その中でも、情報発信だったり、逆に言えば

使っている方々、お父さん、お母さんも多分使

っていると思うので、そういった方々にアンケ

ートをとって、もっとこういう改善がいいよと

かという声があれば、もう少しこっちが発信す

るだけではなくて向こう側のを受信して新しく

改善もできると思うんです。平成30年度に向か

って、ことし、来年に向かってやっぱりそうい

う取り組みもひとつ必要かなと私は思うんです

けれども、そういったアンケートをとったりだ
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とか、もっとこういう情報が欲しいということ

を聞き入れて使うほうが、ＬＩＮＥとしての使

い方がもう少し発揮できるのではないかと思う

んですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 今後の

一層効果的な活用の仕方ということでございま

す。ただいまいただいた意見も参考にしながら

どういうことができるかとか、そういうものも

探っていきたいと思います。 

  子育て世代の負担感や不安感を持つ、特に母

親なんですけれども、そういった子育て真っ最

中の親御さんへの助言、指導をすることによっ

て健全な子育て支援に資しているという認識で

もございますので、その辺も踏まえながら考え

ていきたいと思います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。新庄市

も子育てしやすいまちだと、これも１つの新庄

市の特徴でございますので、ぜひとも積極的に

取り組んでいただきたいと思います。 

  次、153ページになります。インバウンド誘

致キャンペーン事業についてです。成果表にな

りますと122ページになります。 

  そこにおいて、外国人旅行者受入実績調査の

実績でありますけれども、来訪者数2,586名、

前年度比に対して148.9％となっていますけれ

ども、この数字はどのようにしてはじき出した

のか、実数がどのようにしてこのように上げら

れたのか、まずそこをお聞きしたいと思います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 外国人旅行者の受け入れ

の実績ということでございますが、うちに事前

にいわゆるエージェントからの実際に来られる

部分で、受け入れの部分でこの日にちに見られ

るということも把握している部分の数値であっ

たり、あとはいわゆる観光協会情報案内センタ

ー等との実際の来訪者の数を積み上げた部分で

ございます。また、宿泊者等についても、それ

ぞれホテル、旅館等にそうした外国人旅行者の

部分については、逐一連携とりまして数字等も

押さえている中の数字ということでございます。 

  ただ、実際にここの数以上に来られる方もい

るんでしょうけれども、その数字まではつかめ

ていないんですけれども、これ以上の来訪者が

おられるということでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 私が申したいのは、こ

の実数が正直合っているのかなという感じです。

というのは、実際、商工観光課で捉えた数字な

のか、それとも私がこの前一般質問したように

実際ＳＮＳとかで、要はビッグデータを利用し

てとったのか、数字が合っているのか、そこら

辺が細かい数字になっていますので、その辺正

確な数字でなければいけないでしょうし、課長

がおっしゃったように、もし多くあれば、やっ

ぱりそこら辺をちゃんとした実際の正確な数字

があれば判断しやすいと思うんでしょうけれど

も、今後におきましても新庄まつりにしかり、

ユネスコ登録になりましたので来訪者も多いと

思いますので、こういう数字を出すのであれば

正確な数字を私たちに教えていただきたいんで

すけれども、今後どのようになさるか、よろし

くお願いします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 数字自体については実数

という形で積み上げさせていただいております。

ただ、先ほども申し上げましたとおり数字に乗

らない部分も当然あるということで、あくまで
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も公表の数値については積み上げの中で、きち

んとした把握の中で数値として盛り込みさせて

いただきたいということでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。多分、

この数字は年々ふえていくと思いますので、私

たちにそういうしっかりとした数字をちょっと

教えていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いします。 

  次、155ページになります。エコロジーガー

デン推進事業についてです。成果表になります

と124ページになります。 

  そこについて、ゲストハウス整備事業は平成

29年２月からだったか、多分、始めてそんなに

期間は長くなかったと思うんですけれども、新

庄市で初めてゲストハウスというものをおつく

りになったと思いますけれども、平成29年度で

いいので、どのくらいの実績があったのかを教

えていただければと思います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 ２月に整備させていただ

きまして、ゲストハウスの平成29年度の実績に

ついては２件、８名、使用料については１万

8,000円でございます。補足になりますが、平

成30年度は伸びてございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。平成29

年度決算なので平成30年度はちょっと聞きにく

かったんですけれども、実績的には伸びている

ということだったので、これも新庄市としても

初めてやっていることの事業ですので、特にや

っぱりいろいろな機会を捉えて、ゲストハウス

もしっかりやることで歳入にも、金額は少ない

んですけれども、伸びることによって新庄の観

光のアピールの１つになりますので、ここら辺

も積極的に平成30年度、平成31年度もアピール

していっていただきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

  次、169ページになります。 

  ９款の消防費についてお聞きしたいと思いま

す。下段になりますけれども、消防訓練事業費

になっております。 

  特に平成30年度は非常にことしも皆さんおっ

しゃっていたとおり水害による被災をされまし

た。何といっても消防訓練が非常に大事だと思

っていますけれども、昨年、防災訓練のときに

消火器がうまく発動しませんでした。点検はさ

れていると思うんですけれども、あれは防災訓

練でよかったなと今感じております。実際にあ

あいう皆さんが集まっているときにああいうこ

とは起きてはならないと思うんですけれども、

実際、消防訓練においてどのように点検なさっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 昨年の防災訓練で消火器が噴

射できなかったということでございます。前年

に防災訓練で使いました消火器を業者に持ち込

みまして再充塡したものでございます。一度も

使っておりませんでしたので、当然噴射される

ものと思って使ったところ、ガスが抜けていた

というようなことでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 課長、ガスが抜けてい

たではしゃれになりません。本当に笑い事では

ないので、ですから、何のために、じゃあ防災

訓練をなさるんですか、そうしたら。何でもそ

れだったら私は言葉が出ないです。 

  ですから、防災訓練は何のためにあるかもう

一度考えていただいて、それこそ、いざという

ときのための訓練です。それはやっぱり始まる

前からチェックしていただかなければいけない
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でしょうし、ここら辺は、ことしはちょっとな

くなりましたけれども、来年度においてもそう

いうことのないように、そしてしっかりとした

体制をつくっていかないと、それこそ今は50年

に一度と言っていますけれども、50年に一度が

２回来ていますので、いつ何どきになるかわか

らないんですから、そこら辺をしっかり取り組

んでいただきたいと思います。職員の方にもそ

こら辺の気を引き締めていただいて、まずは点

検です。ですので、そこら辺をやっていただき

たいと思います。 

  また、平成29年度においてですけれども、ホ

ームページとのリンクが今回の震災のときもう

まくいっていなかったと思います。特に、ホー

ムページを見たときにどうしても災害情報を見

るのが、若い方はＳＮＳでホームページで見る

んですけれども、あの時間は、５時ごろ起きた

ときでも、今回はリンクできなかったと思いま

すけれども、そこら辺を気をつけていかないと、

ぱっと見たときにあれだけ雨が降っているのに

災害情報は出ていませんでした、実際。 

  ですので、平成29年度においてもそうなんで

すけれども、こっちでは、実際、成果表では例

年どおりやっていましたという評価は得ている

んですけれども、今回、実際やってみて、これ

はちょっといけないのかなと私は感じておりま

す。 

  だとすれば、実際問題、扱える人がちょっと

少ないのかなと思います。そこら辺をやっぱり

環境課と総合政策課になるんですけれども、も

う少し連携していただいて、起きたときの情報

をすぐ発信するシステムを平成29年度を踏まえ

て今年度中にも構築するべきだと思うんですけ

れども、そこら辺はいかがでしょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 今、委員おっしゃったとおり、

８月５日、６日に発生しました災害時には、ホ

ームページへの情報発信がうまくされておりま

せんでした。その反省を踏まえまして、８月31

日のときはホームページでも随時掲載したとこ

ろでございます。 

  今後、その反省を生かしまして、今後ともホ

ームページ、さまざまな情報伝達に取り組んで

いきたいと思います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 私が見たときには、31

日も上がっていなかったような気がしました。

平成29年度決算ですので、平成30年度は言いま

せんけれども、そこら辺を、どこら辺で把握す

るかは存じませんけれども、しっかりとした体

制をつくっていかないといけないと思います。 

  成果表の15ページでは、ホームページに対し

ては大きなトラブルはなかったと書いてはおり

ます。これはどういうトラブルかというのは、

私ども、これだけでは読むことはできませんけ

れども、ことしに限ってしまえば情報がないの

も一つのトラブルだと感じておりますので、そ

こら辺をしっかり踏まえていただいて、もしか

したら大雪のときにまた何か起こるかもしれな

い、特に新庄の場合はそうだと思いますのでそ

こら辺は気を引き締めていただいて、二度とや

っぱりこういうことがないような対策をとるべ

きだと思いますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、193ページになります。 

  10款教育費についてお伺いいたしたいと思い

ます。５項の11目になります。体力テストにつ

いてお伺いしたいと思います。 

  成果表の160ページになりますけれども、多

分、これも毎年質問をなさっているのかなと思

うんですけれども、参加者が非常に少ないです。

男性８名、女性17名で委託しているんですけれ

ども、これはやり方をもう少し変えないと、こ

れで正確な数値を新庄市の体力テストははかれ
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るんでしょうか。ここら辺をもう少し工夫して

いかないと、何のために市民の体力テスト実施

になっているのか、ちょっと私は理解できない

んですが、そこは改善をなさっていないように

感じます。どのようになさっていますか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 市民体力テストの実施状

況についての御質問でございますけれども、実

際、委員おっしゃったような形で、本来、市民

体力テストと銘打っている中でこのサンプル数

はなかなか、参加者数というのはなかなか少な

いのかなと思っているところでございます。 

  市報や各競技団体に呼びかけながら参加を募

っているところでございますけれども、どうし

ても集まっていただけないという現状があるか

と思いますので、今後、参加募集の方法につい

ては検討していきたいと考えております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 前回も同じような御質

問というか結果を聞いていますので、平成30年

度の決算においてもここら辺はしっかり審議し

ますのである程度考えていかないと、この数字

では文科省にも報告できないような数字ですの

で、しっかりとして取り組んでいただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

  次、下段になります。 

  平成29年度全国高等学校総合体育大会、イン

ターハイのことだと思うんですけれども、成果

表の161ページになります。 

  下段から162ページまで続いていますけれど

も、久しぶりに新庄市でもインターハイの大会、

そしてバドミントン競技が行われました。そこ

においてでも、たくさんの方から多分評価を受

けたと思いますけれども、そこら辺の今回の大

会においての総括と、次回行われるであろう次

に向けてもそういった対策ももう一度構築する

ことがあるんですけれども、そこら辺を含めま

して、どういう総括をなされたのかをまずお伺

いいたしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 今回行われました南東北

インターハイのバドミントン競技に限っての総

括でございますけれども、これにつきましては

新庄、尾花沢、鶴岡３市においてバドミントン

競技を開催したところでございます。 

  参加者数は各全国から観客の方や応援の方々

に来ていただいて大変好評いただいたと。当然、

競技のことは、競技運営につきましては競技団

体の高体連でやっていただくところでございま

すけれども、市として受け持っている部分のお

もてなしの部分につきましては、駅からのシャ

トルバスの部分や振る舞いなどにおいて、かな

り好評を得ることができたと。それに伴いまし

て、やっぱり市のお土産としてさまざまな物産

を買って帰っていただいたという部分もあるの

かなと考えております。 

  やはり新庄人らしいおもてなしの心をもって、

他県から来ていただく方についてはおもてなし

できればいいのかなと思っているところでござ

います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。やっぱ

りおもてなしがよかったという声を聞きました。 

  また、当日、準決勝、決勝も新庄市で行われ、

ということはやっぱり一流のトップ選手の、要

は試合を見れるということは、新庄市のバドミ

ントン競技している方の多分レベルアップ、ボ

トムアップにかかわると思います。新庄市にや

っぱりこういうものがあれば、バドミントンに

限らず野球でもサッカーでも一流の選手を見る

ことは子供の育成に非常に重要だと思っていま

すので、そういうことの積み重ねをしていただ
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いて、いろいろな方を見ることによって少年少

女、子供たちがまねしたいなとか、そして自分

たちもああいう選手になりたいということの、

これこそが子供たちの育成に非常に重要だと思

っていますので、これを基礎にいろいろなこと

を周知していただくとか、要は来ていただくよ

うな体制づくりをインターハイでまた学んだと

思いますので、ぜひとも、これを機にいろいろ

なものを新庄市に呼んでいただきたいなと思い

ますので、糧にしていただきたいと思いますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

  また、次にその下ですけれども、トップアス

リート招聘事業になります。これも成果表の

158ページになります。 

  このとき、トップアスリートということで為

末 大さんをお呼びして事業をなされたと思い

ます。そのとき、多分、あいにく天気が悪く、

陸上競技場でやろうとしたんですけれども、雨

の関係で体育館になったと思います。それでも

たくさんの中学生や一般の方も来たんですけれ

ども、見るときに、せっかく為末さんが来たの

ですから、皆さん、お会いしたりとか、もう少

し体育館の中だったので触れ合いができればな

という感じだったんですけれども、皆さん、観

客席では見られたとかしていますと、なかなか

ちょっと距離感が遠くてという話だったので、

なかなかうまくいかなかったのかなとは思いま

す。指導された方は特にいいんでしょうけれど

も、せっかくこういう方を招聘しているんです

から、いろいろな触れ合いとかもなさったほう

がいいのかなと感じました。 

  そういったところにおいてでも臨機応変にや

れるようなシステムというんですか、契約がど

うかわかりませんけれども、せっかく来たので

あれば、いろいろな形で触れ合いだったりだと

か練習方法ができると思うんですけれども、そ

こら辺はせっかく招聘している方々のやり方は

現場で決められないんでしょうか。 

  今後、多分陸上競技場を使えなくて体育館で

やるといったとき、こういう場合は多分多々あ

ると思いますけれども、平成30年度、平成31年

においてでもそういうことを変えていかないと、

せっかく呼んでも、ちょっと顔が触れられない

なと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 トップアスリート招聘事

業ということで、今おっしゃった為末 大選手

をお呼びした事業でございます。先ほどのイン

ターハイのお話じゃございませんけれども、新

庄において世界でも戦っているような方、トッ

プの方をお招きして、その姿を見るというのは

とてもいい事業かなと思っているところでござ

います。 

  体育館の中での触れ合いについてでございま

すけれども、事前に参加者を募集しましたとこ

ろ、成果表にありますように141名の方という

方たちしか応募がなかったんですけれども、や

はり前の御家族の方とか小学生、中学生の方、

御家族の方が体育館の上から見ていたのかなと

思っているところでございます。 

  ただ、選手の方は総じて、このようなことを

市としてはやりたいということのほかに、触れ

合いとかを大事にしていただけておりますので、

その辺はこちらも話して、こういうことはでき

ませんかというのを持っていけばできるのかな

と思っているところです。 

  あと、トップアスリートだけじゃなくて、ハ

ーフマラソンにおいてもゲストランナーの方と

かいらっしゃいまして、その方との触れ合いに

ついても、いろいろこちらから御提案というか、

こういうことはできませんかと結構気軽に応じ

ていただけるような状況がございますので、そ

の辺はいろいろ考えながら対応していきたいな

と思っております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 
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石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。やっぱ

りトップアスリートの方をなかなか新庄で見ら

れるということはないので、特にいろいろな運

動をするときに近くで見たほうがわかりやすい

でしょうし、特にやっぱりああいう方々の筋肉

のつき方というのは、要は遠くから見るよりも

間近で感じて、雰囲気、オーラだったりを感じ

ることもできますので、なるべく近くで感じら

れるような、契約もあるんでしょうけれども、

そういう企画を組んでいただいて、そして臨機

応変な対応をしていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

  最後になりますが、成果表の159ページにな

ります。新庄ハーフマラソン大会についてお伺

いしたいと思います。 

  新庄でも初めてハーフマラソン大会が行われ

ましたけれども、それについて160ページでは

地域振興と地域活性化につなげることができま

したと書いていますけれども、それだけではな

くいろいろな反省点やもっと大きなイメージが

持たれると思うんですけれども、そこら辺に対

して、ことしも第２回ハーフマラソン大会が行

われますし、また今回は少し日にちが、きょう

が本当は多分最終日だったと思うんですけれど

も、少し日にちを延期したということだったの

で、私もホームページを見ますとまだハーフは

満員になっていないのかなという感じがします。

１回目の反省を踏まえて、情報発信だったりと

か、そこら辺の関係はどのようになさって、要

は盛り上げていくか、そこら辺の考えをよろし

くお願いしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 ハーフマラソン大会の開

催日時でございますけれども、まず周知の方法

というかＰＲにつきましては、昨年よりもラジ

オスポットをふやしたりとかテレビを使うとか、

そういうマスメディアを多く活用した部分で広

く募集を募っているところでございます。なお、

昨年参加していただいた方にダイレクトメール

というかはがきを出して御案内した部分もござ

いますし、周知についてはそのような形でとっ

ているところでございます。 

  昨年の事業を実施した中でいろいろな問題事

項がございますので、そこら辺は解決しながら

今年度もよりよき大会にしたいと考えていると

ころでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  平成29年度は結構新しい事業が多くて、ハー

フマラソン大会にしろ、いろいろな事業もやっ

ていますので、成果表には特に新しい事業に関

しては載せていただいて、いい面、悪い面、必

ず出てくると思うので、これは載せていただき

たいなと思いました。 

  その上においても、ハーフマラソン大会は来

月28日に行われますので、まだ募集もまずなさ

っていると思うので、そこら辺も周知、去年は

やっぱり人が足りなかった、余り人が集まらな

かったということだったので、その反省に基づ

いて今回も多い方を呼んでいただきたいと思い

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  最後と言いましたけれども、もう一つだけ、

時間がありますので、131ページになります。

成果表でいいますと82ページになります。 

  健康課でようこそ赤ちゃん安心子育て応援事

業が行われております。これも新規事業でした

ので、せっかくですのでどのようなお母さん方

から評価を受けたのかをお聞きしたいと思いま

す。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 ようこそ赤ちゃん安心子育て

応援事業につきましては、ただいま委員からご
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ざいましたとおり平成29年度の新規事業として

実施したところでございます。妊娠から子育て

までの母親の不安感を解消し、今後の支援が支

障なくいくように実施したところなんですけれ

ども、具体的には、乳幼児の全戸訪問の際に赤

ちゃんギフトとして歯ブラシ、玩具、ガーゼの

３セットを持って、あとあわせて保健師や小児

科医、保育士からの応援メッセージ、身近に感

じていただけるように、それぞれの職種の顔写

真を入れた応援メッセージを持って訪問し、贈

呈したところでございます。 

  実際の感想ということなんですけれども、贈

呈を受けた母親からは感謝の言葉をいただいた

と。今申し上げたとおりギフト、応援メッセー

ジを持っていきましたので非常に身近に感じら

れることができたということで、かなり心理的

な効果はあったのではないかなと考えていると

ころでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

石川正志委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  先ほども、佐藤義一委員ではないんですけれ

ども、こういうところにも６次産業が使えるの

ではないかなと思いますので、そういったとこ

ろでも新庄をアピールすることが一つの特色で

あり、私たちもしっかりと新庄のよさをアピー

ルしなければ次の世代にバトンを渡すことはで

きませんので、そういったアピールをあちこち

でしていただきたいと思いますのでよろしくお

願いします。以上です。 

石川正志委員長 ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５６分 休憩 

     午後２時５７分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

散      会 

 

 

石川正志委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の決算特別委員会は９月18日火曜日午前10

時より再開いたしますので、御参集お願いいた

します。 

  本日はこれで散会いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

     午後２時５８分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成３０年９月１８日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 石  川  正  志     副委員長 今  田  浩  徳 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   下  山  准  一  委員     ６番   小  野  周  一  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  委員    １２番   佐  藤  卓  也  委員 

 １３番   山  科  正  仁  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

総合政策課参事 福 田 幸 宏  財 政 課 長 板 垣 秀 男 

税 務 課 長 加 藤   功  市 民 課 長 荒 田 明 子 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 滝 口 英 憲 

環 境 課 長 森   正 一  健 康 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 小 野 茂 雄  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 土 田 政 治  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 平 向 真 也  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 亀 井 博 人  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 三 浦 重 実    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第５１号平成２９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５２号平成２９年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５３号平成２９年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５４号平成２９年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５５号平成２９年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５６号平成２９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５７号平成２９年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５８号平成２９年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５９号平成２９年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 
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開      議 

 

 

石川正志委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

はありません。 

  これより９月14日に引き続き決算特別委員会

を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、９月14日にも申し

上げましたが、再度確認のため本委員会の進行

に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質疑は答弁を

含め１人30分以内とします。質問の際は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げた点について格段の

御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 

議案第５１号平成２９年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

石川正志委員長 それでは、９月14日の審査に引

き続き、議案第51号平成29年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたしま

す。 

  それでは、一般会計の歳出に関し質疑ありま

せんか。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

石川正志委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） おはようございます。 

  決算書、ページ125、３款民生費２項児童福

祉費１目児童福祉総務費の中のわらすこ広場管

理運営事業費、これについて御質問申し上げま

す。 

  成果の75ページを見ていただいたほうが一番

わかりやすいかなと思います。毎年成果表見さ

せていただくんですが、何かずっと同じような

表現が続いています。平成12年の10月にこの施

設がオープンし、途中ちょっと休止したことあ

るんですけれども、平成20年の５月に再開され

て、もう合わせて17年ぐらいなるのかな。やっ

ぱり長くやっていると何かこう課題というもの

があるかと思うんですけれども、担当課長のほ

うでどういうふうな決算にあわせて課題なんか

あれば御発言願います。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 おはよ

うございます。 

  それでは、私のほうから、わらすこ広場の運

営に関しての課題についての御質問でございま

すので、答弁をさせていただきたいと思います。 

  ただいま下山委員のほうからもございました

ようにわらすこ広場、平成12年、途中、ビルの

所有会社の経営破綻というようなこともありま

して一時的に休止したケースがございましたけ

れども、今の場所でずっと運営をさせていただ

いているところでございます。ここ一、二年と

いいますか、傾向としましていわゆる利用者の

数がちょっと減ってきているなというようなこ

とで、その辺の原因について、ちょっと課とし

ても何なのかというところで探ってるところで

ございます。 

  施設のほうも地方創生交付金を使って平成26
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年度の予算だったかと思いますけれども、新し

い遊具のほうを更新ということで入れかえさせ

ていただきました。その中で施設が新しくなっ

た、遊具が新しくなったというようなこともご

ざいまして利用者も伸びを見せたものでありま

すけれども、その効果が一巡したといいますか、

そのようなこともございまして利用者のほうが

ちょっと減ってきているというようなところも

あります。 

  また、担当部署、配置している職員などの話

も聞きますと利用者、特に３歳未満児のお子さ

んを連れてくる保護者の方のお子さんが保育所

のほうに小さいうちから入所するなんていうよ

うなこともありまして、そういう部分での利用

者減というようなこともあるようでございます。 

  県内としては先駆的に取り組んだ施設です。

特にこの新庄というのは地域特性としましては、

冬場、遊ぶ場所がないというふうなところもあ

りまして、子供にいかに広々としたところで遊

んでいただくかというふうなこともありまして

今の施設の運営になっているわけですけれども、

そういった中で課題としましては、ちょっと駐

車場が離れているというようなことがあったり

とか、あと県内の施設、新庄のわらすこ広場の

ような類似施設についても、その後いろいろと

オープンしているわけですけれども、そことは

違って本市の場合は有料施設であるというよう

なこともありまして、その辺も若干の影響があ

るのではないかなというふうなことで思ってお

ります。課題としてそういうものを捉えている

ところでございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

石川正志委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） やっぱりね、この成果

表見ると平成29年度だけの利用状況しか書いて

ない。先般配られた新庄市の総合戦略を拝見し

たときにびっくりした。平成26年に３万5,000

人利用者がいた。年々減ってはきている。平成

27年には３万人ちょっと、平成28年にも３万人、

平成29年２万5,000人、３年間で１万人も減っ

ている。これは大きなことだと思う。やっぱり

担当課長が言うように、今子育て支援というこ

とで保育施設とか学童施設、学童保育施設とか

大分充実してきているのも１つ。少子化もある

だろうし、核家族化して、もう連れてくる人が

いない場合もあると。そういうことを考えると、

一度再検討する時期に来ているんじゃないかな

という気はしている。 

  特に、このわらすこ広場については我々思い

入れが強いのよ。平成11年のちょうど今ごろだ

ったかな、若いおばあちゃんから孫を連れて遊

びに行く場所がないというふうな声を聞いた。

早速会派で対応しようということで、新風２１

という会派が当時あった。清水議員も一緒にや

って、そして若いおばあちゃん方に集まってい

ただいてお話を聞いたり先進地へ視察に行った

り、そしてまた会派でまず代表選手を選んで一

般質問させた。平成11年の12月。今は亡き金議

員がやりましたけどね。それで年が明けて平成

12年の３月に私が予算委員会で質問した。平成

12年の６月議会、そのとき補正予算で計上され

た。新規事業が６月に補正対応するなんて本当

はあり得ないことで、それだけ新庄市にとって

いい施設だという判断を執行部側したと思う。

それで10月オープンされた。 

  だから我々、清水議員もそうだけれども思い

入れがあるし、ただ当時のそのいきさつを知っ

ている人間というのは、こっち側に６人、市長

もこっち側にいたよね。だから知っていると思

う。市長も、初当選が平成19年ですか。市長と

してね。そして平成20年の５月だから１年もた

たず再開をしてくれた、これは決断されたと思

いますよ。評価します。 

  ただ、一つ残念なのが、オープンした当初、

賃貸料が月60万円弱だった。再開したとき150

万円。でもいい施設だから、やっぱりこれは続
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けることに議会のみんなも賛同したと思う。今

回この新庄市総合戦略見た中で、これだけ人が

減って、それがいつの間にか賃貸料が163万

5,000円に値上がりしていた。９％。これ何年

の年にどういう理由で値上がりしたか、それ聞

きたいなと思います。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 家賃の

ことについての御質問でございます。 

  家賃ですけれども、今年間で1,962万円でし

ょうか、年額で。こちらのほうですけれども、

家賃の内訳としましては、家賃が月123万6,000

円、あと共益費ということで40万から若干欠け

る39万9,000円というようなことでの賃貸料と

いうふうなことになっております。 

  値上がりにつきましては、たしか平成26年か

ら今の状況になっております。その理由であり

ますけれども、まず１点は消費税の税率が５％

から８％になったというようなことが１つござ

います。 

  あと、共益費のほうについても、実態と比べ

て負担をもうちょっとお願いできないかという

ようなお話もございまして、そういった部分で

の賃貸料の引き上げというふうなことになって

おります。 

  共益費ですけれども、当然決算書のほうごら

んいただくとおわかりになると思いますが、ほ

かの支出としまして電気料とか水道料とかとい

うような光熱水費とか入っていませんので、こ

の共益費の中で全て賄っているというようなこ

とになっております。 

  賃貸料の引き上げについては、平成26年度か

らというようなことでございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

石川正志委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） 開設当初はあのビル、

随分空きスペースがあった。今大分埋まってき

たでしょう。そうすれば共益費が上がるという

ことが、そんなに利用する人がいれば案分すれ

ば逆に減ってきてもいいんじゃないかなと。だ

から言われるままじゃなくて、やっぱり子育て

支援を聖域化してはだめだというふうに思う。

子育て支援以外でも大事なものいっぱいあるわ

けよ。やっぱり年間1,900万円も払うのであれ

ば、10年たてば２億円近くの金になるとすれば、

何かほかの市有地、遊休施設だってあるわけで

すから、そこを使うぐらいの検討をやっぱりし

なきゃならないんじゃないかなと思う。私は思

い入れがあるから、この施設をなくせというん

じゃない。もっと使い勝手のいいようなものが

できるんじゃないか、投資を考えればそれだけ

のものができるんじゃないかと思う。 

  今、よその地域でも後発の利というのかな、

やっぱり新庄見ているから新庄よりもいいもの

どんどんつくり始めている。東根、山形とか、

それを考えると先駆的なものだけじゃなくて、

やっぱり利便性というかな、使い勝手のいいも

のに変えていく必要がある。 

  当時、たしか予算計上されたときに執行部側

何と言ったと思う。一石三鳥の施設だと言った。

子供の遊び場、それから空き店舗対策、そして

シャワー効果によるにぎわいの創出、経済効果

がある、この３番目はいまだに私首ひねってい

るのよ。歩いてる人いないもの、子連れで。子

供連れで歩いてる人いますか。また、そういう

ふうなお客さんに対応するお店だってそうない

でしょう。だからプラスアルファを余り強調す

るべきじゃない。 

  それ考えると、そこに固執しなきゃならない

ものは何もないと思う。やっぱり施設は存続す

べきだけれども、新たな形にやっぱり再出発、

ちょうど再開して10年でしょう。特にこれだけ

利用者が減っているとなれば、遊具一つふえた
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から簡単に戻るなんてことは考えられない。や

っぱり総合的な形で、もう一回子育て支援とい

うものを考え直すべきだろうなというふうに思

うんです。これ担当課長から答弁もらうわけに

もいかないので、ひとつこういう意見もあった

ということにとどめておきたいと思います。よ

ろしいですか。 

  次にいきますけれども、決算書のページ153、

７款商工費１項商工費３目の観光費、観光振興

対策事業費ですけれども、これも成果の122ペ

ージ見てもらったほうがわかりやすいかなと思

う。先日の決算委員会でも佐藤卓也委員が質問

しました。私も常々成果というものをそろそろ

数字的に出したらどうかと。なかなか出てこな

かった。でも、佐藤卓也委員が質問したときに

いみじくも言った。個人で入っている数までわ

からなくて、おおよそですよと。課長、そう答

弁しましたよね。まあいい。 

  たしか山形と台湾を結ぶチャーター便という

のが今から13年前かな、初運航したという話が

ありました。平成29年度の県の外国人の来訪者

発表なりまして、19万1,300人が山形県に外国

人の方が観光なりにおいでになった。そのうち

の50％が台湾、そういう発表がありまして、そ

のときに山形台湾間のチャーター便が平成29年

には32便おいでになったと。約5,000人ぐらい

おいでになってるのかなという気はする。そう

すると、成果では来訪者が2,500云々となって

いるけれども、例えば課長のほうで台湾からお

いでになった数というのは、そのうちどれぐら

いに当たるのかな。わからなければわからない

でいいけれども、宿泊が474名、立ち寄り2,112

名となっているんだけれども、そこら辺、もし

大まかでもいいからつかんでいる数字があれば

お願いします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 台湾からの宿泊、平成29

年度で92名、それから立ち寄りで1,544名、先

ほどの内数でございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

石川正志委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） 山形県にすれば特に新

庄だけを大事にするという運営はできないと思

うんだけれども、もうちょっと山形県と連携を

してツアー客の誘客というかな、それにもっと

努めるべきだと思う。 

  また、情報なんだけれども、ことし10月とい

うから間もなくだけれども、２月までの５カ月

間に山形空港を利用するチャーター便が110便、

それから庄内空港30便使うそうです。１便の定

員が160名ぐらいだからかなりの数の台湾から

のツアー客が来る。東北各県を４泊５日するコ

ースで紅葉と樹氷が目的らしいんだけれども、

もうちょっと県と連携を密にして少しでもおい

でいただくような形をとらないと、新庄は新庄

では済まないような気するのよね。これだけ来

るのだから。頑張ってもらいたいんですよ。や

っぱり観光というのは一つの産業だから。 

  だから、はっきり言えばちょっと立ち寄り客

が多くて宿泊客が少な過ぎるのは、前から言っ

ている1,000円使う人１万人と１万円使う人

1,000人と同じでしょう。そうすれば１万円使

う人をより多くしたほうが人数的に少なくて同

じような経済効果があるわけだから、そこら辺

考えると、ただ立ち寄って弁当食っていった、

それではちょっと経済効果という場合に首ひね

るの私だけじゃないと思いますよ。せっかく頑

張ってインバウンドとやっているんだから、も

う少し経済効果を発揮するような対策を講じて

いただきたい。 

  それから、この成果の中に台湾での放映番組

制作とあった。これ実際どういうものができ上

がって台湾で何回ぐらい放映したかというの、

わかりますか。 

石川正志委員長 暫時休憩します。 
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    午前１０時２２分 休憩 

    午前１０時２３分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 後ほどお答えしたいと思

います。済みません。申しわけございません。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

石川正志委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） だから、この成果表に

やっぱり書き込むべきだと私思いますよ。私見

ていないし、この議員の中で見た人いるんです

か。成果とすればでき上がったものを、せめて

議員ぐらいに見せたり、どの程度台湾で放映さ

れているかぐらいはここに書き込んでもいいよ

うな気がする。後ほどというんだから、これ以

上は言えないでしょう。 

  次に、２番目の地域ブランディング情報発信

事業委託料1,500万円とあるけれども、これだ

ってどこに委託したかぐらいは書いて差し支え

ないんじゃないかなと思う。先般、９月10日か

な、偶然さくらんぼテレビ見ました。「新庄を

台湾に売り込め パートⅠ」というのかな。画

面見たら右上のほうに新庄ブランディング事業

というのが表記されていた。さくらんぼテレビ

が、この成果のどこに出てくるのかなと思った。

いろんなことしていますよというだけじゃなく

て、じゃあどういう会社に委託したのか、その

会社はどういうふうな実績とか経験あるのかと

か、それぐらいはやっぱり教えるべきだと思う。

わかります。ただこういう事業しますと羅列す

るんじゃなくて、やっぱり成果表だったらもう

少し丁寧な表現というのは必要だと思う。 

  パートⅠだからパートⅡ、Ⅲと出てくるんだ

ろうけれども、期待したいなと思うんだけれど

も、中身を見たら台湾の民放放送局かな、kito

kitoマルシェと新庄まつりの取材をして市長と

懇談していきましたよね。残念ながら２分の放

映だったので、何を意味しているのか、私もよ

くわからなかったんだけれども、やっぱりもう

ちょっと見ている人にわかるようなやり方をち

ょっとさくらんぼテレビにお願いしたら、新庄

ではこうやっていますよ。ただ報告みたいな感

じ。もっと具体的に、もう台湾に売り込んで、

第２弾、第３弾あるんだろうから、それに期待

はしますけれども、そこら辺もきちっとしてい

ただきたい。 

  それから、もう一つだな、４番目の雪国体験

スポット整備。たしかことしの３月、商工観光

課を空にしてどうなんだというふうに予算委員

会で言ったんだけれども、結構評判がいいらし

い。たしか私の聞きかじりなので本当かどうか

定かでないんだけれども、東北インバウンド協

議会との連携によるツアー客の誘致ということ

で考えていいのかな。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 雪国体験スポット整備事

業の委託料でございます。480万円ほどでござ

いますが、地方創生推進交付金を活用した形で

やっておるところでございます。 

  その中で、ただいま委員おっしゃいましたけ

れども、その中のいわゆる最上地域の観光、最

上地域の広域周遊ルート開発の一環としてその

事業を展開するというようなことで、スノーモ

ービル等、それからバナナボートであったりと

か、いわゆる雪国の体験ができる施設としての

整備というようなことで、このたび480万円と

いうようなことで、実際には体験スポットの整

備に係る部分であったりとか、その維持管理費、

広告宣伝等々で使っているというようなことで

す。当然東北のいわゆるインバウンド、それか

ら県のそうしたインバウンドの協議会等の部分

でいろんな形で周知等も含めて、そちらのほう
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と連携しながら周知作業等しながらやっている

というようなことでございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

石川正志委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） やっぱり実績見るとタ

イツアー４団体、台湾ツアー１団体、随分タイ

のほうがすごいなと。みんなで台湾ばっかりじ

ゃなくて、やっぱり東南アジア地域というかな、

最近いいのがタイとか、そのうちベトナムがよ

くなってくるんじゃないかなんて話もあるから、

やっぱり先に声かけするような方策も必要なん

じゃないかなと。市単独ではなかなか難しいと

思うので、いろんな関係機関とやっぱり連携を

とってやるべきだというふうに思いますよ。ま

ず頑張っていただきたい。 

  もう一つ用意していたんだけれども、３分し

かないので具体的には別の機会にしますけれど

も、本当は土木費で矢目田川の改修を聞きたか

ったんですよ。数年前にたしか……、款項目言

わないとだめだ。８款土木費３項河川費の河川

維持費の中に平成29年度は予算化されていなか

った。課長に聞いたら通常業務の中で検討して

いきますよという話があったので、ぜひ平成29

年度何をやったか聞きたかったし、３年ぐらい

前かな、流域調査もやられましたよね。 

  ただ、今回の豪雨は、今までそうだな、ゲリ

ラ豪雨で３年に一遍ぐらい氾濫はしていた。で

も今回のはまた違う。量的にね。そうするとそ

の流域調査の基礎の数字というのは変わってく

ると思うのよ。たしか昨年も課長は一生懸命地

元の方と現地調査をされたし、私も同行させて

もらいましたし、あそこの線路の下の隧道とい

うかな、改修がいいのか分水がいいのかとかな

り頭悩めたと。ところが、予算に数字が出てこ

ないとなかなかあなたのほうで発表するのがな

いのでかわいそうだと思って今回聞こうかなと

思ったんだけれども、時間がないのでまた詳し

い話は別の機会にしますけれども、本当に今回

の災害大変だと。水だけじゃないからね、土砂

も今回含まれていたので、その対応も大変でし

ょうけれども、やっぱりこれから災害のないま

ちづくりのために頑張っていただきたいと激励

をして終わります。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

石川正志委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 私から１点だけ、決算

書95ページで備考が97ページにある、その辺を

質問したいと思います。成果表は５ページにな

ります。 

  ５ページの４、職員厚生事業費423万2,696円

ということですけれども、成果表見ますと労働

安全体制、安全衛生委員会を組織し、年12回開

催していると。これは大変評価したいものだと

思います。以前、前の総務課長の際に私が、去

年かその前だったか忘れましたけれども、一般

質問で質問した際には、法で決まっているこの

安全衛生委員会は年二、三回しかやっていない

という答弁でした。それが法定どおり月一の開

催になったことは本当にありがたいと思ってい

ます。いろんな施策事業を進める上で全ては市

民のためですから、施策を進める上では私は本

当に基本的なベースとなるのは職員の健康、職

員の安全、それがベースとなると思うんです。

そこを感じていただいて、こういうふうに毎月

開催していただいているというのはすばらしい

ことだと思います。 

  そこで、安全衛生委員会の中で年12回、ちょ

っと気になるようなこと、職員の職場環境とか

そういうことで気になるようなこと、気がかり

なこととかあったとしたら、もしよければそれ

をちょっと聞かせていただきたいんですけれど

も。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

石川正志委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 安全衛生委員会の件でござい
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ますけれども、今現在、年12回開催していると

ころであります。その目的としましては、やは

り委員おっしゃいましたとおり、職員の健康と

安全管理に視点を置いて毎回委員の皆様から御

議論いただいているところであります。 

  その中のテーマとしましては、毎月議題を決

めて情報交換しているわけなんですけれども、

まずは健康診断の受診率向上についての啓発の

部分とか、あとそのほか委員の皆さんで職場を

巡視して、実際照明が暗いとか配置の点でどう

かというところも含めて職場環境の改善につい

て御意見をいただいているところでございます。

あとそのほか、産業医の先生に御都合のつく限

り出席いただいて、職員の健康管理全般につい

てメンタルヘルスの維持管理とか、ふだんの健

康管理も含めて御意見をいただきながら進めて

いるところでございます。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

石川正志委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） かなりの体制で、そし

て職員の健康維持のために実践しているという

ところがわかりました。職場点検というのがさ

っきおっしゃったようなことですね。年２回や

ってると。はい、わかりました。 

  私、健康管理において一番大切じゃないかな

と思うのは体、体というか身体的な健康もそう

ですけれども、やっぱり先ほど課長がおっしゃ

ったメンタル的な、そこの健康というのがかな

り見えにくいし、チェックしにくいし、本当に

ある日突然みたいなこともあるようにも聞いて

います。早目にそういう、早期にそういうもの

をやっぱり感じていただいて、恐らく同僚ある

いは上司の方々、感じていただいて早目に対応

する、そういうふうな対応は去年からことしに

かけてできていますか。どうでしょうか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

石川正志委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 職員の健康管理という部分か

らすれば、体の部分と心の部分の両方が健康で

あって初めて効率的な仕事ができるかなという

ふうに捉えています。その部分で、心の部分は

見えにくいということで本人がどういうふうに

して自覚するかという部分と、また周りの同僚

とか上司がその環境の変化をどう気づくかとい

うところが重要になってくると思いますので、

職階別の研修の中で、例えば新規採用職員の研

修には新採向けのメンタルヘルスの研修とか、

あとそのほか管理職については、管理職の立場

から環境の変化、職員の変化をどう捉えるかア

ドバイスも含めての研修を行っているところで

あります。あと、そのほかにメンタルヘルスの

チェック、健康診断なども行っていまして、随

時そのような形で対応しているところでありま

した。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

石川正志委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 本当に大切な部分だと

思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思

います。やっぱりいろんなメディアの中でも、

新庄市役所ではないと思いますけれども、パワ

ハラだ何だというふうなハラスメント系の報道

もされています。そういうことも、ないとは思

いますけれども、その辺も注意していただいて

本当に職員が市民のために働きやすい環境を今

以上につくっていただければ、本当に新庄市も

住みやすい、新庄市に住みたくなる人もふえて

くるんじゃないかなと思いますので、ぜひその

辺を頑張っていただいて、よろしくお願いしま

す。終わります。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最初に、審査意見書の

33ページに基金総額、市の全体の基金総額につ

いて43億円、前年比約７億円、７億4,500万円

ふえたとあります。ほかの指数はほぼ同じなん
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ですが、これが断トツの何かことしの変わった

点だなと思ったんですが、どういうために、ど

ういう基準で基金総額を考えておられるのか。

ため過ぎではないかと思いますが、どうですか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 基金ということですので、歳

出になりますとどちらになるのか、いわゆる公

債費の部分かなというふうに思うんですけれど

も、歳出97ページのほうでしょうか。（「審査意

見書の33ページ」の声あり）審査意見書の33ペ

ージで、予算書としては97ページでよろしいで

しょうか。（「はい」の声あり）いわゆる財政管

理事業費のさまざまな積立金というようなこと

の御質問ということでお答えしたいと思います。 

  いわゆる財政管理基金、さまざまな基金の積

み立て、ここに載ってございますのは財政調整

基金、こちらが9,000万円で、減債基金、こち

らが520万円、それから市有施設の整備基金積

立金というようなことで、こちらが１億円とい

うようなことでございます。 

  いわゆる財政調整基金につきましては、その

財源としまして平成29年度、中核工業団地、こ

ちらの土地の売却収入9,000万円を充てており

ます。端数につきましては、これは積み立ての

利子でございます。 

  それから減債基金につきましては、一般財源

として520万円、そのほかほぼ利子というよう

なことでございます。減債基金につきましては、

同報系の無線の整備事業、こちらを借入金とし

て１億7,000万円ほど借りてございますが、そ

の３％を借入条件として積み立てるということ

になってございますので、その条件どおり積み

立てているというようなことでございます。 

  それから、市有施設の整備基金の積立金でご

ざいますが、こちらにつきましては、一般財源

から１億円を積み立ててございます。 

  それぞれの基金のいわゆる積み立ての理由と

いうふうなことなのかと思うんですけれども、

当然財政調整基金につきましては、さまざまな

その財政の状況に応じて取り崩して使えるよう

にというようなことが一つ理由としてございま

す。減債基金は先ほど申し述べたとおりで、市

有施設の整備基金につきましては、今後さまざ

まないわゆる公的施設の増改修、そういったも

のに用意するための基金というようなことで積

み立てをしてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） いろいろ理由があって

これからの建設費などにも充てていくという気

持ちでおられるんだなということは推察されま

すが、一方、決算の119ページの３の１の３の

福祉タクシー券の福祉タクシー給油費助成とい

うのがありまして、134万円というふうになっ

ております。前年比19万円ふえただけでありま

して、内容は非常にほかの町村と比べて悪い。

ほかの市町、他市町村と比べると半分、枚数・

内容、３分の１というようなことで最低基準、

水準であります。高齢者のタクシー券はないと

いう新庄市であります。そういう意味ではこう

した市民生活を温めるようなところが全く寂し

いものになっていると思いますが、どうですか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

石川正志委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子君。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者

のほうの移動手段の確保ということですけれど

も、昨年、平成29年度には３級の一部の方を拡

大したということで実施しております。 

  なお、利用率につきまして非常に低い推移と

なっておりますので、こちらのほうをもう少し

上げるようなことで今後周知に努めたいと思っ

ております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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石川正志委員長 佐藤委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 使いやすいものに拡大

し、さらにほかの市町村の状況などを見ながら

市民の福祉ということで温めていただくべきだ

ろうと私は考えるところですので、周知に努め

ながら、さらに拡大も検討していただきたいな

と思う次第です。 

  そのほかについてですが、決算の125ページ

の３の２の子育て支援医療給付費、約１億800

万円になっておりますが、この効果をどう見て

おられるでしょうか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療給付事業についての御質問でございま

す。本市のこの事業への取り組みということで、

その効果というようなことですけれども、いわ

ゆる医療費の無償化によって当該子育て世代の

経済的負担の軽減が図られているというふうな

ことで捉えておるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 経済的な負担の軽減、

これは若い世代にとって非常に重要なことだと

思います。そこで、18歳までの医療費無料化を

進めてはどうか。無料化拡大のためのお金は、

高校になりますとほとんど医者に行きませんか

ら、そういう意味では持ち出しは少ないという

ふうに思われますが、どう考えておられるでし

ょうか。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員、平成29年度の決

算でございますので。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、そういう意味で

子育て支援ということでは18歳までの医療費無

料化も検討すべきだと思う次第です。これは今

度の予算などで予算立てるに当たってできない

かどうか、私は検討すべき内容だと思いますが、

もし答えられればお願いします。 

  次に、成果表の145ページの16に標準学力検

査実施事業というので載っております。学力テ

ストＮＲＴというふうになって、それと知能検

査がほぼ小学校１年以外全学年で行われていま

すが、これは幾らかかったのか。また、いつ行

い、どのような効果があったというふうに見ら

れるのか、お願いします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療給付事業の対象を高校３年生までとい

うふうなことの御質問でございます。先ほど申

しましたように子育て世代の経済的負担軽減に

はつながってるというふうなことでありますけ

れども、子育て世帯の支援策としまして実効性

の高い政策は何かというようなところを考えて

総合的に判断していく必要があるんだろうとい

うふうに思っておるところでございます。財政

調整基金がふえているとかというようなお話も

ありましたけれども、財源についても限りがあ

ると、有限であるというふうなことから、当然

事業の優先順位もつけていかざるを得ないと思

いますので、事業効果十分に検証する、検討し

ていく必要があるというふうに思います。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 学力検査につきましては、

初めに目的・効果につきましては、全国的な学

力の水準の確保ということで、全国に共通する

問題を本市の子供たちにも行いまして、その都

度学力の定着を検証して日常の授業改善に役立

てているということでございます。 

  金額的には各学年小学校、中学校、義務教育

学校あるんですが、知能検査もあわせてやって
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おりまして、これはいわゆる知能にあわせてど

のぐらい学力が定着しているかということもあ

りまして知能検査は２・４・６年生で行ってお

ります。それと、もう一つ学級経営のhyper－

QUという、いわゆる学力の定着にあわせて学級

経営等の診断も行うものもありまして、全て含

めまして小学校では消耗品で117万円、手数料、

いわゆる診断料ですね、コンピューターで診断

していただきまして、それが124万円となって

おります。毎年行うことで、その学力の傾向を

検証するということで実施しているところでご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 全国一斉学力テストに

ついては、どこに載っているのか見つけられな

かったんですけれども、こちらのほうはどこに

載り、どこでお金が出ているのか。結果は子供

とともに見直し、落ちている点などを再学習す

ることがあるのか。お願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今のＮＲＴ学力検査につ

きましては、その結果につきましては、学校ご

と出しまして保護者にも伝えております。 

  今お話しあったのは全国学力・学習状況調査

だと思ったんですが、それにつきましては文科

省が主体で行ってる事業でございまして、小学

校６年生と中学校３年生ということで、この決

算書には特に載せておりません。予算はかかっ

ていない、市ではかかっていないということで

ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 学力テストについて、

全国一斉学力テストについては、市では予算は

かかっていないということですが、この標準学

力検査、毎年のように市でやっているものは、

結局は全国学力テストにかかわって引き上げて

いく、学力テストで全国一斉学力テストの力を

引き上げていくということが目的になっている

だろうと思われます。テストについて、普通の

テストですと子供たちと一緒に答え合わせをし、

間違っている点について直したりして、そこが

わかっていないんだなということをお互いに確

認し合いながら、ここはこういうふうに直しま

しょう、覚えておこうねというふうに子供たち

と学力、少しでも学ぶ、わかったことをふやし

ていくためにやっているわけなんですが、この

学力テストになりますと答え合わせを生徒とで

きない。しかも、業者がしばらくたってからよ

こして、その評価の文書も来るわけですけれど

も、直接子供に何が間違って、これを覚えよう

ねみたいな話にならない、私は問題があると思

います。そして、全国一斉学力テストをこのま

ま強化していいのだろうかという私は非常に疑

問を持っております。 

  教育現場に引き起こしている問題として全国

一斉学力テストですが、３つの点があると思い

ます。 

  第１にテストをめぐる不正行為が出現してる

ということです。これは、2005年、広島県の三

次市で管理職による回答用紙の改ざんなどの大

規模な不正行為が発覚しました。2007年の足立

区では障害を持った子供をテストに欠席させる。

あらかじめ前年の問題を解かせる。テスト中に

教師がこうやって、田植えと言われております

が、正解を誘導するなどが明らかになりました。 

  第２にカリキュラムがテスト準備に偏重して

いくことです。実際学校現場では、学力テスト

に出るからこれは練習しようねみたいなのがず

っと言われ続けております。 

  第３に国民の学力観がゆがむことです。全国

学力テストの結果というピンポイントの非常に

限定的な評価が学力としてひとり歩きし、学校

の教育内容が硬直化し、これまで積み上げられ
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てきた教育的な価値がなし崩しにされる危険性

があります。この問題は当市においても私が見

聞きしております。 

  全国一斉学力テストの目的は何かということ

ですが、全ての学校に評価の網をかけ、統制す

るための手段です。文科省の実施要領でも「各

学校が児童生徒の学習状況を把握し、児童生徒

への教育指導に役立てる」と書いてありまして、

直接子供の指導にかかわる教師自身が児童生徒

の学習指導に役立てるということは記載されて

おりません。個々の子供の指導に役立てるため

ではなくて、学校を評価し、場合によっては懲

罰していくための仕組みが全国一斉学力テスト

なのです。学校や教師を学力テストで競わせる

ことで子供や子供集団が傷つけられております。 

  子供は皆さんも感じているとおり評価に応じ

て発達するものではありません。発達にはアッ

プダウンがあります。一々目の前の評価だけ気

にしていくものではありません。簡単に言えば

失敗も成功のもとです。長い目で見ていろいろ

な課題を時間をかけて乗り越えながら子供は発

達していくものです。 

  この一斉学力テストが強化される中で、高度

に競争的な教育制度によって既にダメージを受

けている子供たちが経済目的を優先させるトッ

プダウンの改革、その絶えざる評価や…… 

石川正志委員長 佐藤委員、委員長よりお願いで

ありますが、発言は簡明にお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 学力テストは、私は全

国一斉学力テストは中止を求めるべきだと思う

わけですが、いかがでしょうか。 

石川正志委員長 佐藤委員に申し上げます。今の

質問は議題の範囲を超えているというふうに思

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先生、課長におかれま

しては全力でお仕事に頑張っておられる姿はよ

くわかるわけですが、子供たちを追い詰めてし

まう、傷つける、先生たちが精神疾患に追い込

まれる、これはやはり上からのこういった学力

テストの上からの押しつけというか学校評価の

ためでありますが、こういうことから起きてい

るというふうに捉え、私は慎重に扱っていただ

きたいし、意見を言っていただきたいと思いま

す。 

  次にいきます。決算の173ページの10の１の

３、謝金1,467万円があります。これが学校図

書館支援員、いわゆるコーディネーター11名の

お金になっておりますが、司書を配置すべきで

はないか。また、学校における学校図書館支援

員の研修についてはどう考えているか、お願い

します。 

石川正志委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

    午前１０時５７分 休憩 

    午前１１時０６分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 地域コーディネーターの

件でございますけれども、初めに１校に１人と

いうことで学校支援地域本部事業を使いまして

各学校に配置しております。学校図書館の環境、

それから児童の読書指導の支援ということで大

体は７割程度、その他コーディネーターの役割

も担っていただいております。 

  初めに研修の場ということでございましたけ

れども、各学校の学校図書館担当者とそれから

地域コーディネーターと一緒に研修する場を複

数設けてございます。また、外部の他市町村で

やっている、または県でやっている事業につい

てスクールバスなどを使って研修に行くという

機会も設けております。 
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  最後に司書というお話でございましたけれど

も、これにつきましては、今現在１校に１人配

置できるのがこの事業であったということで非

常に効果を感じているところでございます。 

  今後については、予算面とか今後の内容にも

かかわりますので、検討してまいりたいと考え

ているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。 

  決算の175ページの10の１の３で個別支援員

の日々雇用職員の賃金についてなんですが、こ

れ23名で割ってみますと月当たり11万円になる

んです。社会保険加入はあるのか、交通費の支

給はしてるか、そこの点についてはどうなんで

しょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 個別学習指導員と特別教

育支援員の話かと思いますが、今23名市で配置

しておりまして、社会保険については入ってお

ります。交通費につきましては１キロごと37円

で計上していたかと思いますが、後ほど確認し

てお話ししたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、後ほどその点は

お願いします。 

  次に、成果の120ページの新庄まつりについ

て、これが載っております。決算のほうは153

ページの７の１の３に新庄まつり実行委員会負

担金ということで3,000万円ほどが載っており

ます。市長は100万人構想というふうによく述

べられておりますが、現在は55万人というこの

たびの数字でした。そのお金で東京巣鴨への山

車派遣も行ったようですが、これを見た市民は、

これは全く映えないなと言っておりました。だ

から無駄だったと私は思います。そういう意味

では、そういう無理はしないで、100万人もち

ょっと無理し過ぎで、今のぐらいで大体おさめ

ておくべきではないかと思いますが、どうでし

ょうか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 新庄まつり100万人構想

というような話だと思いますけれども、実際に

いわゆる平成29年度55万人ということで、ユネ

スコ登録後初の祭りの効果もあって55万人とい

うような形の最高の数を記録したというような

中で、ただ、実際にそれ以外にもいわゆるその

関係の交流の人口の波及効果というのは相当あ

るんだろうと。 

  ただ、観光客そのものを捉えれば当然55万人

という数値ではございますが、実際にそれがそ

れをイコールとして、例えば今55万であれば60

万とか70万とかそういった数字にという話では

なくて、当然そこにかかわる波及の部分での交

流人口ということを捉えれば100万人という大

きな目標を掲げて、それに向かって皆様方と一

緒になってこれからも、今まで260年という歴

史で刻んできた部分も含めて、これから50年、

100年というような中でその部分を絶やすこと

なく、なおかつそうした交流人口も捉えながら

今後とも未来に残さなきゃならないという部分

の大きな目標値としての100万人というような

ことで考えていただければというふうに思って

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民にお聞きしますと、

55万人と言われても宿泊がこういうふうにある

わけではないし、受け入れもできるわけでない

し、物がそれで相当売れたというわけでもない

ということで、かえって出費だけが多くなるよ

うな気がするということで、やはり無理はしな

いで通年観光に少しずつ観光に来てもらえるよ
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うな状態を進めるべきであって、大きく100万

人としても市民のためにはならない。無理はし

ないで市民のための祭りでとどめるべきだとい

うのが市民の声だということを知っていただき

たいと思います。 

  それから、3,350万円の祭りの負担金につい

てなんですが、これだけでは山車はできないわ

けなんです。それで、どうやってこの収入をふ

やすかということで寄附集めをやってるわけで

すが、これが大変な苦労でありまして、限界に

も来ているだろうと思います。 

  そこで、提案が市民からありました。公共の

駐車場を無料とするのではなくて、祭り期間中、

駐車料金１台1,000円というふうに１日取って

祭りの実行委員会負担金に充てられるような収

入にできるのではないかという提案がありまし

たが、その点については今後どうお考えでしょ

うか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 実行委員会の経費のほか

に、やっぱり山車を運営する側の部分でもそれ

相当にかかっているという部分の中で、今御提

案のあった駐車場の駐車料金という形でという

のはいかがかというような話かと思いますが、

実際にいわゆる駐車場については、駅東口が一

番のメーンとなっておるところであり、なおか

つそのほかにいわゆる東山の野球場であったり

体育館であったり、または歴史センター脇の駐

車場、歴史センター脇の広場を使って駐車場を

確保したりというようなことでやっておるとこ

ろでございますが、ただ、実際にほかのいわゆ

る花火であったりとか、その時間だけに限った

部分であれば、そうした部分で規制をかけるじ

ゃないんでしょうけれども、駐車料金をいただ

くということも可能かと思いますが、ただ新庄

まつりそのものは３日間、いわゆるずっと通し

た中でのお祭りというようなこともありますの

で、一旦お客様がお金を払えばずっと一日中置

きっ放しというような、逆にその既成事実でも

ってほかのお客さんが今度、ただでさえ駐車場

自体狭い部分がありますので、その辺について

はあくまでも駐車料金をいただかないほうが、

いわゆる循環といいますか、お客様の流れもそ

うした形でなるんではないだろうかというよう

なことも一理あるかと思います。 

  その中でも当然駐車料金をいただくかいただ

かないかの部分については、やっぱりお客様を

優先するというお祭りの、昔からの新庄まつり

のそういった部分もありますので、そこはちょ

っとまだまだ先の話かなというようなことで考

えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 ちょっと待ってください。教育

委員会の答弁ありますから。 

  学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほどの質問で後ほどと

言いました個別学習指導員と特別支援教育支援

員の通勤の件でございますが、通勤手当はない

ということでお答えさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 個別学習支援員をやっ

た方から、肘折から毎日通ったという方でした

が、通勤手当がなくて、せめて通勤手当があっ

てほしいなという小さな声がありましたので、

検討していただきたいということをお願いした

いと思います。どうですか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

石川正志委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 この支援員につきまして

は、面接等通して採用してるわけですが、通勤

の条件等もお話をしながら進めているところで

ございます。今お話しございましたように勤務

条件についてのお話ですが、嘱託の職員全員に

かかわることでございますので、いろいろその
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あたりも検討しながら考えていきたいと思って

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最後になりましたが、

決算の183ページの10の４で学校施設環境改善

交付金返還金１億4,000万円、これについてお

聞きします。（ブザー音あり） 

石川正志委員長 暫時休憩いたします。 

 

    午前１１時１８分 休憩 

    午前１１時１９分 開議 

 

石川正志委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  初めに、先ほどの下山准一委員の質疑に対し、

商工観光課長より答弁の申し出がありますので、

発言を許可します。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 先ほどの下山委員から質

問のあった、主要施策の成果に関する説明書の

うち122ページの国際観光推進事業の台湾での

放映番組の制作についてでございます。この番

組制作に当たっては30分番組を１本つくってご

ざいます。「新庄の旅」ということで、実際に

放映されたのが平成29年の９月16日の夕方の部

分で30分番組として放映してございます。 

  なお、この旅番組の30分の動画について、さ

らにその後２週間でございますが、台北市の観

光施設の道カフェで２週間にわたってお客様に

エンドレスの形で30分のその番組を流したとい

うことがございました。以上でございます。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） それでは、私のほうか

らお聞きいたします。157ページの７款商工費、

新庄中核工業団地維持管理業務委託料でござい

ます。次に、161ページの８款土木費２項道路

橋りょう費でございますが、これは角沢松本線

整備事業費をお聞きします。次に189ページの

５項社会教育費でございます。６目文化財保護

費、管理業務委託費についてお聞きします。一

般質問や初日の決算などでも鳥越八幡神社など

尋ねられた方がありましたが、私のほうは、市

内の各地域に残る歴史文化遺産などの中で、今

回は市指定史跡角沢街道の丸仏と芭蕉ゆかりの

地、市指定の史跡柳の清水及び句碑についてお

尋ねをいたします。 

  それでは、157ページの新庄中核工業団地維

持管理業務委託料ですけれども、私の聞きたい

のは団地内ではなくて周辺の公園や緑地帯でご

ざいます。商工観光課に出向いていきましたら、

公園や緑地帯は都市整備課ですので、あっちの

ほうに回ってくださいとあっさり断られました。

それで今回は都市整備課にお聞きすることとな

りますが、この８月の豪雨災害で、その緑地帯

が土砂崩れで農業用水路が被害をこうむってい

るところです。そのときには商工観光課の職員

がいち早く駆けつけてくださって、後日、都市

整備課と連絡をとり合って現地を見て対処を講

じていただいているところでございますが、課

長、あの公園と緑地帯の面積は幾らぐらいある

のか、それから団地に対して緑地帯とはどれく

らい必要なのか、それから定期的な手入れをこ

の緑地帯やっているのか、それから緑地帯とい

うのは団地にどのような役目を果たしているの

かということ、これだけまず最初お聞きします。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 ４点ほどあったかと思い

ます。 

  初めに面積に関する部分でございますが、福

田緑地につきましては、計画面積110.1ヘクタ

ールとなっております。そのうち、83.2ヘクタ
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ールを現在供用しているというふうな状況にな

っております。 

  その緑地の必要面積の算出の根拠でございま

すけれども、ちょっと今手元にございませんの

で後ほどお答えをさせていただければというふ

うに思います。 

  それから３点目、日常管理、手入れの部分で

ございます。４番目の緑地の意味とも関係して

くるかとは思いますけれども、供用したのが平

成23年、24年であります。10年もなっていない

ような状況でございます。その後、特段緑地に

関する手入れというものは行っておりませんけ

れども、先ほど委員のほうから御指摘のありま

した緑地と接する農業水路の部分、その部分に

つきましては、下刈りであったりとか土砂の撤

収などということで、御迷惑をおかけしてる分

については一定の作業をやってきたというふう

に思っております。今後におきましても、対症

療法になるかもしれませんが、事あるごとにそ

ういうふうなものについては改善して原状に復

帰するというようなことに努めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

  緩衝緑地の目的でございますが、大気汚染、

騒音、それから悪臭など公害の防止、それから

工業団地においては特に災害防止などの目的と

して設置をするというふうになっておるところ

でございます。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） この緑地のほうでござ

いますが、災害を防止するところが災害が起き

て大変です。課長が申しましたとおり水路と緑

地帯がぴっちり密着している中で、農家の皆さ

んも年に一度の水路掃除、あるいは春に何回と

なく水路掃除しておりますけれども、落ち葉や

枯れ木、それからさまざまなちょっとした雨で

土砂が流れてきて大変な苦労をしている、これ

はもう本当に市の責任だと思いますよ。でも、

農家の人たちはうちの息子も工業団地に行って

るし、親戚も行ってるし、余り言えないだろう

ななんて言いながらやっておりますけれども、

人力では大変できないような、そんな大それた

土砂も崩れてきてやっております。 

  これ放っておくと耕作放棄地になるのではな

いかなと。高齢化も手伝ってなかなか水路掃除

は楽でなくなってきている。緑地帯のほうは管

理しないと課長言いましたが、木はだんだん大

きくなってきますよ。何年も一回もしたことな

いなんて言っていますけれども、木はだんだん

大きくなってくるに従って邪魔になる。これ大

変なことでございますので、何とかあそこのと

ころ、あの緑地帯、間伐とか伐採することでき

ませんか。例えば伐採とかそれから間伐するに

はお金がかかるんだか、農林大学校の生徒の実

習とかやったり、あそこにも大変大きな製材所

の工場の協和木材もあることでございますので、

あのままにしておくのは本当にどうかと思いま

すし、また緑地帯というのはただ木が生えてれ

ばいいというような問題じゃないと思いますし、

また見通しのいい、何かそういう緑地帯でもい

いと思いますが、そういう木の伐採とかそうい

うものは考えていないか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 先ほど申し上げましたと

おり面積的にもかなり大きな面積でございます。

全体にわたっての今後の維持管理については、

また今後いろいろ検討させていただければとい

うふうに思いますけれども、いずれにしまして

も先ほどから出ております農業水路とのかかわ

りにつきましては、御面倒おかけしないように

都市整備課としても全力で対応してまいりたい

というふうに思います。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） はい、わかりました。
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来期の作付、田んぼの作付が非常に心配してお

りますので、これ作付期まであの水路、ぜひ整

備していただきたい、このように思いますが、

よろしくお願いします。 

  それから、次に161ページの２項の道路橋り

ょう費でございますけれども、３目の道路新設

改良費。これ角沢松本線の整備事業でございま

すが、もとの松本団地をかすめる道路ですが、

これ随分時間がかかる新設改良工事ですが、進

捗状況、今どの程度進んでいるのですかという

ことと、それから、五、六年も過ぎたように思

いますが、予定の起点から終点までの距離と、

それから平成29年度の決算ですが、決算は来期

の予算案にも反映されると聞いております。そ

こで差し支えなかったら、今後この道路はどの

ように新設改良されていくのか、そして何年ご

ろまでの計画なのか、ひとつお聞きします。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 初めに、進捗率の件でご

ざいますけれども、平成29年度末事業費ベース

で申し上げますと26％というふうな状況になっ

ております。道路の延長につきましては、510

メートルということになります。最終予定年度、

現在のところは平成31年というふうに捉えてお

ります。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 課長、510メートルの

距離ですよ、そこのところ10年も20年もかかる

んですか。もうこれ、実はあそこの地区ですけ

れども、私角沢でございますけれども、尾花沢

新庄道路、そして酒田道路の高規格が来るため

に、あそこの交差点から始まったもんですから、

20年余りも前から、あそこのところが最初工事

されたものですから、農道を余儀なくして私た

ち通ってきたと地区の人たちは言っております。

それでいまだにまだ農道を利用して不便を感じ

て通行しているんでございますけれども、スク

ールバスも途中から町内から折り返しというよ

うな状態で、あの場所は非常に特殊な場所なん

ですから、いち早くやっていただきたいと。ほ

かのところと状況が違うところがありますから。 

  ただ、今回団地をかすめる道路が市で採択さ

れて始まってるということで、それからは五、

六年しかまだたってないと思いますけれども、

その以前にも大変苦慮したそんな道路でござい

ますので、何とか早く進めていただきたいと思

いますが、その辺はどうですか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 おっしゃられるとおり、

高速道路に今分断されたような形の道路でござ

います。旧道の振りかえ路線としても早急に整

備をすべきだというふうな認識ではおります。

あわせまして、あそこには旧松本団地などとい

うふうな施設、施設というか敷地などもござい

ますので、そういうふうなものの再利用も含め

まして整備を急ぎたいというふうに思っており

ます。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 松本団地の跡地利用も

大事ですけれども、それよりもまず地域の人た

ちが利活用できるような、そんな道路を住民が

期待しておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。お願いします。 

  次に、189ページ、５項社会教育費の目６の

文化財保護管理事業についてでございますけれ

ども、新庄まつりの起源である宝暦の飢餓にま

つわる市指定史跡の角沢街道の丸仏は地域の

人々の手によって周囲がきれいに除草され、こ

としは花壇もつくられて、そして丸仏の前には

いつも花々やお供え物が供えられております。

そもそも宝暦等の飢餓で餓死した人々の供養を

して建てられた供養塔が250年もの時を経ても
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今なお地元の人たちによって守られているとい

うことは、これは新庄まつりとともに新庄市の

大きな誇りでもあると思います。新庄まつりが

ユネスコ無形文化遺産に登録されました昨今、

祭りゆかりのこの史跡を訪れる人が次第に多く

なってきているということも聞いております。

また、市外から訪れる人たちも深く敬意を払っ

ていると聞いておるところでございます。 

  それから、また同様に松尾芭蕉ゆかりの地、

市指定の柳の清水及び句碑、この周辺も地域の

人たちの手で整備され、芭蕉の跡をたどって訪

れる観光客や研究者を気持ちよく迎えてくれて

おります。 

  さらに、近年、升形地区では升形舘跡の調査

や整備など、あちこちの地区でその地域の歴史

や文化を活用しながら地域活動を展開している

事例が見られます。多くは現役を退かれた方々

が余暇を利用しながら隣人たちと交流して生き

がいを持って活動されているように見受けられ

ますが、そうした活動を市では顕彰したり、そ

れから補助したりする、そういう体制はとれて

いないのかお聞きしたいと思いますが、どうで

すか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 ただいまの３カ所につき

ましては、いずれにつきましても地域の方々か

ら深く愛されて守っていただいているところな

のかなというふうに思ってるところでございま

す。これにつきまして顕彰とか補助につきまし

ては今の段階では制度はございませんけれども、

やはりその方々に報いるというか、やっぱり市

でできない部分をやっていただいているという

か、慈善活動のような形で環境整備していただ

いておりますので、何らかの形で考える必要が

あるのではないかというふうに考えております。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 最初に丸仏に関してで

ございますけれども、最初は、以前私何回も質

問しておりますけれども、境ですか、民間と市

との境界がちょっと不明だということで測量し

ていただいて、そして境界が決まったというこ

とを地域の人たちからも聞いておりますけれど

も、もう少し丸仏を整備していただけないもの

かということを言われましたし、また樹木も剪

定しなければいけないような状態になっており

ますので、あのところをもう少し整備管理をし

ていただくということはないか、そこをまずお

聞きします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 角沢街道の丸仏につきま

しては、本宮地区の町内会の方々から老人クラ

ブの方々を中心に整備していただいてる場所か

と思っております。以前も底地に埋まっている

がらというか、コンクリートがらとかを取り除

いてほしいということは地域のほうからありま

して、それを我々取ったりしていた部分ござい

ます。やはり今後とも地域の方とお話ししなが

らよりよい環境整備を市もあわせてしていかな

ければいけないというふうに考えているところ

でございます。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 地域の人たちとお話し

してやりたいというのは、それはいいですけれ

ども、やはり何らかの形で、あの暑いときに草

刈りなんかやっている姿を見ますと、やはり何

らかの形で水分補給にジュースぐらいやる補助

してもいいのではないかなと見ていますが、そ

してまた顕彰、何もそんなに欲しくてやってい

るのではないですということでございますし、

また褒めたたえて顕彰してやるということが大

事だと思います。 

  ということは、先ほども申しましたとおり仕
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事を終えて、そして何とかして市に貢献したい、

地域に貢献したい、そしてこういうものを後世

に残したいという人たちが一生懸命やっている

のでございますので、こういうものをもう少し

見詰め直して、そして市でもかかわっていって

いただきたい、このように思います。 

  それから、奥の細道のほうで、山形県奥の細

道観光資源保存会というのは、これはどんな会

でございますかということ、それから新庄市の

文化財保護審議会委員というのはどういう組織

とか、何名ぐらいでどんなこと、どんな活動を

してるのか、ひとつお聞きします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 最初の質問の奥の細道観

光資源保存会負担金ということで６万円を支出

しておるところでございます。この設立趣旨に

当たりましては、いわゆる観光資源である奥の

細道保存の顕彰に努め、観光客の誘致に資する

というようなことで昭和42年に設立してござい

ます。構成としまして19の自治体、関係団体、

それからいわゆる３神社宮司であったりとか、

あとは県の観光物産協会並びにほかの観光会社

が参画してやっているところでございます。 

  事務局については、県の観光物産協会が事務

局となっておるところでございます。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 市の文化財保護審議委員

についての御質問でございますけれども、今現

在10名で、平成29年度当時は８名でございまし

た。それぞれの歴史や動植物、建築とか文化財

にかかわる部分について造詣のある方につきま

して委員としてお願いしているところでござい

ます。 

  内容といたしましては、市の指定の文化財に

ついて、その指定の価値を高める、その指定や

解除にかかわる部分や、その保護について御指

導をいただいている状況でございます。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） わかりました。 

  柳の清水の水は最上郡で一番良質な水だと、

このように聞いております。そう格付されてい

ると聞いております。最上の水を研究されてい

る真室川の先生ですか、ちょっと名前を忘れま

したけれども、そういう方が研究して、そして

発表したところによりますと、柳の清水は最上

郡で一番のいい水がこんこんと湧いているとい

うことを言われましたし、また金沢新町地区の

周辺の水が最上郡で第１位だと言われていると

ころでございますので、こういう先人から受け

継がれた豊かな自然や伝統的な文化など、新庄

市にとって次世代に残すべき地域の宝物だと思

います。 

  ですから、活動を市で顕彰したり、それから

補助したりする体制をとって住民参加の遺産保

護が実施されればいいなと思っているところで

ございます。そして、現在行われている地域の

活動が顕彰されたり市の補助を受けられたりす

ると、すなわちこれ活動が他の地域にも広がっ

ていって、高齢者の方々の知恵と時間を拝借し

ながら新庄市全体がより活性化すると思います

ので、ぜひ考えていただきたいと思いますが、

いかがですか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

石川正志委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 ただいま委員のおっしゃ

られたとおりのことだと思いますので、このこ

とにつきましてはちょっと十分検討させていた

だきたいと思っております。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

石川正志委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） よろしくお願いします。

終わります。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 
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２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 私からは主要施策の成

果に関する説明書の166ページ、一般歳入歳出

決算状況及び財政指数等の推移というところか

ら質問をいたします。 

  平成29年度、こちらの実質収支比率なんです

が、7.3％ということで、これを経年で見てい

きますと平成27年度5.8、平成28年度4.8、平成

29年度が7.3というふうになっていますが、こ

ちらのこの推移について財政課のほうでは、こ

の実質収支比率というものが新庄市にとっては

何％であれば、この歳出歳入、使う、入ってく

る、使うという中で、いい比率というか望まし

い比率というものは何％であるというふうに考

えていらっしゃるでしょうか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 実質収支比率の御質問でござ

いますが、これについては何％が適正かという

のはなかなか言えないのかなというふうに思い

ます。もちろん実質収支の比率がよいほうが当

然いいわけなので、よりよい比率が出れば、そ

れはそれにこしたことはないというようなこと

でありますが、これが何％が適正かというのは

なかなかしづらいのかなというふうに思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 全国的な比率をまとめ

ていくと、大体歳入歳出のバランスがよく市民

サービスが十分によく果たされているんじゃな

いかなと思われる数字が3.3％から５％程度が

望ましいというふうに出ております。新庄市の

場合は、今回は平成29年度の7.3％ということ

で多少ちょっと高いのかなというふうに思って

おりました。そうすると、今各委員の皆さんか

らこういったところがもうちょっと使えるんじ

ゃないかとか、もうちょっと手厚くできるんじ

ゃないかなというところにもう少しずつ回して

いけるのではないかと思っておりましたので、

再度見直し、見直しというか十分に黒字である

ということが大前提なんですけれども、もう少

し市民サービスのほうに使っていくことができ

るのではないかなと思っておりました。 

  次になんですが、この主要施策の成果に関す

る説明の中では触れていないんですが、新庄市

の財政運営を計画、中期計画ということを見て

いくときに、財政規律というものを見る指標と

して実質公債費比率はあるんですが、起債制限

比率であったり公債費比率も載せてあります。

この中で公債費比率なんですが、平成29年度は

どういう数字になっているのか、計画の中でも

見込みのところの数字とどのような、どのよう

に差異であったりあるのかということを質問し

ます。 

石川正志委員長 叶内委員、冒頭申し上げました

が、使う資料、それからページ数、款項目、具

体的に申し上げてから質問してください。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ページ数はそのまま

166の指標のところなんですが、この公債費比

率というものも新庄市にとっては重要な財政指

標の数字、比率というふうになるのではないか

なと思ったものですから、ここには載っていな

いんですが、比率のほうがどう変化しているの

かということは質問できるでしょうか。 

石川正志委員長 叶内委員。 

２ 番（叶内恵子委員） それでは載っていない

ということで、個別にまた伺いたいと思います。 

  そうしましたら、今度は実質公債費比率なん

ですが、こちらのほうが9.1％、大変比率をよ

くしていくための財政運営をされていらっしゃ

る努力がここに、この数字にあらわれているか

と思います。平成19年度が27.3％、そこからの

9.1％になっていったこの財政運営を、努力を
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されてきた結果であるかと思うんですが、この

数字についても、必ずこの数字でなければなら

ないというのではないというか、小さければ小

さいにこしたことはないかと思うんですが、新

庄市としてはこの目標というか実質公債費比率

に対してどのような数値目標を持っているのか

ということを伺います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 今の実質公債費比率の御質問

ですが、先ほどの単年度収支とかそういったと

ころに関してはあくまでもこれは結果ですので、

例えば今年度、平成29年度にかなりいわゆる収

支が多かったというのは、除雪費の国からの補

助が余計来たとかそういったことで最終的な結

果ですので、なかなか難しいのかなと思います。 

  実質公債費比率でございますけれども、今回

平成29年度9.1％というようなことが出ていま

すが、これは御存じのとおり３カ年平均という

ことでございます。３カ年平均で、平成29年度

単年度にしますと9.4％というふうなことで若

干悪い数値が出てきてございます。３カ年で

9.1％というふうなことで抑えられてはいると

いうふうなことは言えるかと思うんですが、こ

ちらの市の目標としての数値というようなこと

でお話ししますと、やはり中期財政計画に記載

した数値が目標なのかなというふうに考えてご

ざいます。こちらの公債費比率に関しては、や

はりある程度の起債を抑えるとかそういったこ

とは当然必要になってきますので、目標値とし

て公債費比率、平成30年度には8.9％というふ

うな中期財政計画の見込みが、見込みといいま

すか目標を立ててございます。 

  ちなみに、平成29年度については9.1％だっ

たものですから、その目標は何とかクリアして

いるんだろうというふうに考えますが、平成30

年度に関してはやはり起債を抑える努力、そう

いったところも当然必要なのかなというふうに

考えてございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 起債をやはり抑えてい

くというような答弁をいただきました。他市は、

また他市と比較、やっぱり重要だと思っていま

して、比較でいいところを見ると全国平均が平

成28年度の実質公債費比率は6.9％になってい

ます。まだ平成29年度全体的には出ていません

ので、これを目安に財政運営をしている自治体

の中で４％台にずっとこれをとどめていくとい

う規律を行っているところもあります。 

  その中で持続的に起債の制限をかけていくと

いうこともやはり重要で、その場合に一つの起

債を制限していくための指標として償還可能年

数という起債制限を行っている自治体があるん

ですが、新庄市としては、こういった規律を取

り入れていく必要、いくことが必要であるかど

うかということの検討というのはしたことがあ

るかどうか、いかがでしょう。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 償還可能年数というふうなこ

とで、端的に言ってしまえば借金は早く返した

ほうがいいということがあるんですが、やはり

新庄市の財政の場合、かなりほかの収入が少な

いというようなことで起債をせざるを得ない部

分もございます。財政運営に当たっては、突発

的な年度によって歳出が非常に膨らんだりとい

うようなことを避けるために平準化という方向

で考えてございますので、可能年数というよう

な考え方はちょっとそぐわないのかなというふ

うに考えてございます。 

石川正志委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

    午前１１時５８分 休憩 

    午後 １時００分 開議 
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石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 次に、同じ166ページ

の経常収支比率についてお尋ねします。 

  こちらの比率が財政運営の中では最も重要な

数字、比率なのではないかと考えていますが、

減税補てん債及び臨時財政対策債を除かない場

合、実際的に97.8％と100にほど近くなってい

て財政の硬直化が見えるものとなっているので

すが、こちらを除いた92.4％という数字が新庄

市の場合の財政運営の中では、その経常収支比

率の推移ということで財政運営をする上での比

率、運営のための比率としているというところ

でなんですが、こちらの比率が昨年からことし

に入って0.2ポイントよくなっているというこ

となんですけれども、市としてこの数値がどの

ように推移していくことを目標としているのか

を伺います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 いわゆる経常収支比率の御質

問ですが、全員協議会でも若干御説明したかと

思うんですが、平成29年度に若干ポイントが下

がって改善したというのは、いわゆるまちづく

り応援基金、そちらのほうから１億1,000万円

ほどであったと思いますが、それを経常的な経

費のほうに充てたというようなところが要因と

なっているのかなと思います。 

  いわゆる経常収支比率でございますが、経常

収支比率、一般的には80％台が健全だというふ

うなことで言われているようでございますけれ

ども、新庄市の場合は以前には100％を超えて

いた時代もありました。年々改善してきてここ

に至っているわけなんですが、こちらに関して

は委員おっしゃったように財政の硬直化という

ようなことの指標になるということで、これが

高くなればいわゆる実質的な運営に支障が生じ

てくるというようなことが言えるかと思います。 

  中期財政計画のほうでは平成29年度には

93.6％というふうに見込んでございましたので、

それを下回っている、それよりいい数字は出て

いるんですが、やはり今後健全な財政運営を続

けるためには、この数値を極力上げないという

ような努力は必要になるんだろうというふうに

考えてございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 90、その数字を維持し

ていくために、達成していくためにどのような

財政運営を行っていくべきかというところには

どのように目配せをしているのか伺います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

石川正志委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 起債の件もそうでございます

けれども、やはり一番はいわゆる必要な事業を

適正に運営していくというようなところに眼目

を置いて予算をつくっているというようなとこ

ろかと思います。必要なところには予算は計上

して、その必要な事業をやっていただく。ただ、

その中でも精査をして、本当に必要なのかどう

かというようなところを精査をした上で本当に

必要な部分をやっていくというようなところが

財政運営の一番のスタンスかなというふうに考

えてございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 持続可能な健全運営を

目指していただいて、今後もこの推移をやはり

私たちもよく目配せをしていかなければならな

いと思っておりますので、今後もよろしくお願

いしたいと思います。 

  次に、162ページの８款４項３目公園管理事

業費なんですが、こちらの中にお堀の、心字池

を含むお堀の周辺の維持管理整備ということで、
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主要施策成果を見ますとちょっとわかりかねる

ところがあったので、そのお堀の公園の管理維

持について、どのような事業があって金額のほ

うはどの程度使ってあったのかを伺います。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 お堀に関してであります

と通常の修繕とか、それから公園管理に伴う委

託費というふうなことで全部にわたっての中で

やっておりますので、とりわけお堀の分だけ幾

らというような形には今の段階では出すことは

できないというふうなことでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内委員。 

２ 番（叶内恵子委員） このお堀も重要な新庄

市の拠点となるものかと思っています。その拠

点にどのくらいの整備を入れたのか、入れよう

としたのか含めてちょっとはっきりわからない

ということ自体がどうなのか、問題がないだろ

うかと思うんですが、いかがでしょうか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 都市公園の管理に関しま

しては、体育協会を含め、それから民間の公園

の造園会社を含めまして委託をさせてもらって

おります。その中でお堀の部分につきましては

最上公園の整備ということで、現在、最上公園

全体にわたって桜も含めた計画を今策定してお

りますので、そちらの中でお堀の扱いとかにつ

いても今後定めてまいりたいというふうに思い

ます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 今後の課題ということ

で捉えさせていただいてよろしいということで

しょうか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 現状においては、よりど

ころとなるような計画、お堀だけに特化したよ

うな計画というのは持っておりませんので、今

後最上公園の整備という中でその位置づけを定

めていきたいというふうに思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

石川正志委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 心字池といいますと皆

さん御承知だと思うんですが、やはり有名な造

園家である折下先生の設計だと言われている池

の意匠だと思うんですね。そちらを維持含めて

維持運営していくということがやっぱり本当に

新庄市の宝になっていくものだと思います。こ

れは公園管理だけでとどまることではなくて、

やっぱり文化芸術、伝統というところと一緒に

整備をしていくことではないかと考えるのです

が、今後、今のところ全く計画がないというこ

とで、今後はどういうふうに考えていらっしゃ

るかなと思いますが。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 確かに心字池に関しまし

ては、最上公園の骨格をなす上で大変重要な要

素であるというふうに認識をしております。水

質の悪化なども懸念されましたので、その対策

についても直営で対応し、現状においてはかな

り水質も改善されたというふうに認識をしてお

ります。その上で、先ほど申し上げましたよう

に最上公園全体のよりどころとなる計画を今後

定めてまいりますので、そこで心字池について

の位置づけなんかも定めていければというふう

に思います。 

石川正志委員長 先ほどの森 儀一委員の質疑に

対しまして都市整備課長より答弁の申し入れが

ございますので、これを許可いたします。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

石川正志委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 先ほど緩衝帯の算出の根
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拠ということで御質問を頂戴したかというふう

に思います。 

  緑地を、緩衝緑地を定める根拠としましては

都市計画法の中では幅員に関する規定がござい

ます。中核工業団地でいうと幅員20メートルを

工業団地の周りに形成をするというふうになり

ます。 

  もう一つは、工業立地法では工業団地の面積

の15％を緑地とするというふうに規定されてお

ります。工業団地全体で約100だとしますと

15％ですから15ヘクタールになります。先ほど

私計画面積110というふうにお話しさせてもら

ったかと思いますが、そちらからすると先ほど

申し上げました工業団地の周囲に幅員20メート

ルを掛けて算出したものというふうに御理解い

ただければと思います。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 私からページ数を申し

上げます。決算書の105ページの２款総務費の

防犯カメラの件と、125ページ、３款民生費の

子ども・子育て支援事業について、あと171ペ

ージ、９款の消防費、自主防災についてお伺い

したいと思います。これとあわせまして成果表

の23ページに載っております防犯カメラ事業費

についてお伺いいたします。 

  近年いろんな犯罪が発生していますし、その

際、防犯カメラからいろんな事件を解決すると

いうような大変すばらしい、何ていうかハイテ

クを使ってやっています。新庄市では５台防犯

カメラを設置したということで、これ場所、ど

ことどこの５カ所、まず教えていただければあ

りがたいと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 まず、防犯カメラの設置場所

についての御質問でございます。現在５台設置

しております。ゆめりあに２台、南本町十字路

１台、それから最上公園、パン屋といいますか、

マルシャン北欧前に１台、それから駅前５差路

に１台、計５台設置しております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） そうしますと、重要と

いうか犯罪抑止というようなことも含めてでし

ょうけれども、学校の児童生徒の学校安全に対

しても必要ではないかなと思うんですけれども、

今後この防犯カメラの増設というようなことは

どういうふうにお考えなんでしょうか、まずお

尋ねしたいと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 警察からの要望がありまして、

協議した段階では新庄市内への出入りというよ

うな観点から、あと２台、実質的な場所としま

しては万場町の善龍寺前、それから大沼ギフト

ショップ、警察のすぐ近くになるんですが、そ

この２台で今の５台と合わせると新庄市内への

出入りの部分は監視といいますか網羅できるの

ではないかというふうに考えているところです。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 今おっしゃった２台を

ふやして７台でまずすると。それ以降はまだ考

えていないわけですか。考えるんですか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 環境課の立場では７台で市内

出入りは網羅できると考えております。その後

の対策につきましては、さまざまなお考えがあ

るかなというふうに思いますので、今後の課題

となるのかなと思います。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 環境課ではする、今の
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設置を考えて網羅するというようなことはわか

りました。 

  学校関係、教育関係ではこういったものの防

犯措置のための必要性はないんでしょうかね。

お答えできますか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 委員長、武田

信也。 

石川正志委員長 教育次長兼教育総務課長武田信

也君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 通学路といっ

た面から私のほうからお話しさせていただきた

いと思うんですが、実際に通学路に防犯カメラ

がやはり必要なんじゃないかというふうな意見

がかなり出始めていることは確かでありまして、

教育委員会内部でも今検討を進めているところ

でございますが、ただ、防犯カメラを設置する

場合においては公共の土地、場所になって、学

校用地ではない場所になってしまうことになり

ますので、その辺いろいろ協議を重ねてまいり

たいなと考えているところであります。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） ありがとうございます。

この決算委員会は次の予算編成にもつながる意

味が大きいと思いますので、ぜひそういったこ

とを安全安心を守るためにもひとつ検討してい

ただいて、もちろん予算の関係もあると思いま

すけれども、安全安心というのは必要、命にか

かわることもあろうかと思いますので、ぜひ御

検討していただければありがたいなと思ってお

るところです。 

  次の民生費の子ども・子育て支援についてお

伺いしたいと思います。この子育て支援は大変

大きなことなんですけれども、まず新庄市では

保育所、保育園の待機の児童があるんでしょう

か、ないんでしょうか。 

  あと、それに関しまして、保育の保護者が育

児休業を延期するためにあえて倍率の高い認可

保育所の入所を落選狙いで申し込むというよう

なことが各地であると聞いています。なぜ落選

狙いが起きるのかというと、賃金の50％から

67％が雇用保険から給付される育休は原則的に

は子供が１歳になるまでしかとれないが、預け

先が見つからない場合は最長２歳児まで延長で

きると。この手続をすることによって不承諾通

知を受ける必要があるので、そうすると２歳ま

で休業の今言ったパーセンテージで雇用保険か

らもらえるというようなことで悪用といいます

か、そういった裏の手をしている自治体がある

ということがありますので、新庄市の場合はそ

ういうものがあるのかないのか、まずお聞きし

たいと思います。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 新庄市

内の保育所の待機児童の数というような御質問

でございます。平成29年度の年度当初の待機児

童のお子さんはいらっしゃいませんでした。御

参考までに、平成30年度の待機者についてもお

りません。 

  ただいまあったように、保護者のほうでいわ

ゆる入所できない保育所を申し込んで、わざと

待機になるといいますか、そういうふうなお話

ですけれども、確定的にそういうふうな狙いを

持って申請してくるというふうなところについ

ては、確実にそういうふうなものだというとこ

ろでは捉えてはおりませんので、よろしくお願

いします。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 新庄市では待機もなく、

そのニーズにお応えしているという判断でよろ

しいかと思いますけれども、もう一点お尋ねし

ます。 



 - 221 - 

  今、認可保育所と認可外保育所があるわけで

すので、一般質問もさせていただきましたけれ

ども、保育施設内で、これはあっては困るんで

すけれども、いろんな事故があると思います。

そこで認可と認可外の保育所の、ある新聞から

見ますと認可外の保育所のほうの事故が多いと

いうようなことがちょっと報道されましたので、

当市ではそんなことがないと思いますけれども、

そのようなことがあるかないかまずお聞きしま

す。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

石川正志委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 保育施

設での事故の発生というようなことかと思いま

す。ちょっと手元に具体的な数字がなくて数量

的にちょっとお答えできないんですけれども、

認可施設、それから認可外においても年間にけ

が程度の事故はございます。認可と認可外で大

きく事故率に開きがあるかというと、そういう

ふうな有意な、明らかにそこは傾向があるとい

うようなものでもございません。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） ゼロ歳児から就学前ま

でのいろんなお子さん、活発なお子さんがいる

わけで、まるっきりけががないというようなこ

とはないと思いますけれども、施設によってそ

ういうことはないと、安心して預けていただけ

るのではないかなと思っておるところで安心し

ております。ぜひ今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

  それで、やはり親子の状況に合わせて希望す

る時期に保育所に入れるように国や自治体は環

境整備を急ぐべきだというようなことがありま

すし、また女性にとっては就労と子育てが二者

択一にならない社会を目指していくべきだとい

うようなことが本によって書かれています。全

くそのとおりだなと思いますので、子育ては申

すまでもなく、大変今後とも市勢発展のために

重要な施策としてぜひこういったことを、新庄

市では希望する保護者がやはり安心して預けて

仕事ができて、子育てができないから仕事を退

職とかないように、ひとつぜひ今後ともさらな

る努力をお願いしたいなと思うところでござい

ます。 

  次の171ページの非常備消防費、成果表の134

ページにかかわる自主防災についてお聞きしま

す。 

  自主防災の数字が出ていますけれども、これ

充足率と申しますか、申し込みはどのぐらいの、

もう一回改めてどのぐらいのパーセンテージに

進んでいるかというようなことをお聞きしたい

と思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 自主防災組織の充足率といい

ますか組織化率でございます。平成29年度末で

53.65％でございます。その後、今年度８月末

になりますが、56.03％、あと今年度中に設立

したいというような話がある町内が９つほどご

ざいますので、組織化に向けて取り組んでいい

きたいと考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 確実に進んでいるなと。

新庄市はかつては山形県でも自主防災率が大変

低いというようなことが議論されました。なぜ

かというと、消防団があるから自主防災組織は

必要じゃないんでないかというような地域住民

の考えもあったんですけれども、やはり消防団

は今回の災害のときを見ますと、やはり大きな

ところにバックアップ、支援に行くわけで、地

元のほうにはなかなか大きい有事のときには回

らないというような実態があって、初めて自主
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防災組織の重要性が認識されて、このように伸

びたと思いますし、また自主防災組織の、前の

環境課長が頑張って組織をつくった。その中で

活動する地域の事例など説明して、だんだんだ

んだんこのような努力の結果が56％、約60％な

るというようなことで大変評価していきたいと

思いますし、最近これとあわせまして、地域を

守る防災士というようなのが、一般質問させて

いただきましたけれども、防災士というものの

位置づけがだんだんだんだんクローズアップさ

れているようなんですけれども、まだまだ私ど

もには、まだこの役割もはっきりわからないん

ですけれども、今後、市としてはこの自主防災

組織と防災士の役割、位置づけをどのように考

えて進めて地域を守る政策として進めていくの

か、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 お答えする前に、大変申しわ

けございません。先ほどの平成29年度末の自主

防災組織の組織率は54.88％でした。訂正しま

す。 

  今後の自主防災組織とそれから防災士の取り

扱いといいますか、どういうふうに進めていく

かということでございます。防災士ということ

は余りまだまだ皆さん聞きなれていない言葉な

のかなというふうに思っているところです。 

  防災士というのは、地域の防災力の向上を図

るという目的で、気象、災害、防災に関しては

専門的な知識を有すると。それから、地域の中、

また自主防災組織の中で、その知識を生かして

計画、それから防災意識の普及活動などを行う

ものでございます。そういう意味におきまして

も、やはり自主防災組織と防災士会と両方有効

に機能していただくという方向で持っていきた

いと考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） そうだと思いますけれ

ども、例えばですよ、防災、防災組織、各地域

で組織があって、そこで今度私が防災士の資格

を持って専門的知識を持ってきて入ってきて、

こうじゃないだろう、こうだろうとかなって、

ごちゃごちゃならないかというようなことが心

配なんです。その辺をやはり行政としてのそう

いった地域のあれとマッチするような施策をや

らないと、防災士とマッチングしないと。防災

力というのは要するに地域力、地域のコミュニ

ケーションが最終的に減災とか命を守るという

基本だと思うんです。そういったことにならな

いように、ならないようなひとつ指導とか話し

合いをやってもらわないと、こっちはこっち、

こっちはこっちとなるとまずいなというような

ことで、その調整役はやはり行政がしていただ

くことが一番肝要だと思うんです。 

  だから、組織だけつくって、はいどうぞでは

なくて、せっかくつくったものをうまく持って

いって地域の安全安心を、やっぱりこれだけの、

どんな災害受けるかわからない時代になったも

んですから、そこはやっぱり行政で指導力を発

揮してもらいたいなと思いますので、その辺の

ことをもう一回、ひとつ課長の決意、決意まで

いかなくてもお考えをひとつ出してやって、新

庄市はこういうまちづくりをするんだというよ

うなことをひとつお願いしたいと思いますので、

その辺をもう一回、課長はやっぱりその辺をど

ういうふうにお考えになるかお願いします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

石川正志委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 委員おっしゃいますとおり、

それぞれがばらばらに活動していけばその機能

が発揮できないわけでございます。自主防災組

織には自主防災組織連絡協議会、それから防災

士には防災士会というような組織もあります。

そういう組織それぞれとお話し合いを持ちまし

て地域の自主防災組織、町内会と連携をとって
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進めていきたいというふうに考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

石川正志委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） ぜひですね、その辺や

っぱりなかなか防災士といっても、私も、去年

の市の総合防災訓練のときに防災士が参加して

いただきましたので、どんな組織かなと。俺た

ちは銭出して資格取っているんだよというよう

なことも聞いていますけれども、それはそれと

して別として、やっぱりそういったものをお互

いに融合するようなひとつまちづくりをしてい

ただきたいなと思っていますので、よろしくお

願いしたいと思います。終わります。 

石川正志委員長 ほかに質疑ありませんか。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 大変委員長には失礼な

のかなと、14日に決算の質問、挙手もしなかっ

たものですから、あしからずお願いいたします。 

  私からは、そうは質問項目はないですが、ま

ず152ページ、これ成果表だったか、決算書で

すね、152ページの観光費、先ほど下山委員か

らも観光客誘致に対して質問がありました。私

からもその中の、今インバウンド事業からやっ

ておられます外国人に向けての誘致事業、特に

外国人観光客、152ページの外国人観光客案内

体制整備事業委託料三百万何がし、この内容、

どういうふうな体制整備事業が行われたのか、

まずもってお聞かせいただきたい。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 外国人観光客案内体制整

備事業336万2,000円というようなことでござい

ます。 

  実際にインバウンド関連の事業に関しては、

インバウンドの本市の実行委員会が平成23年か

ら始まっております。また、組織としての体制

を整えたのがクールジャパン新庄推進室という

ようなことで平成25年というようなことで、ま

だ５年ぐらいというような形の中で何とか、い

わゆる観光客のニーズも変わってる中でそれを

今までと違う団体旅行客から個人、いわゆるグ

ループであったり、また観光客の方についても

インバウンドの受け入れというような部分で、

当然これからインバウンドを誘致する中にあっ

てもそれなりの受け入れの基盤整備というもの

を図っていかなければならないだろうというよ

うなことで、今回300万円ほどかけて実施して

いるというようなことでございます。 

  実際にはいわゆるその受け入れの通訳の関係

の事業も含めて、そうした外国人の方のおもて

なしにかかわる、いわゆる観光コンシェルジュ

の設置というようなことで、実際には観光協会

のほうに委託している事業でございますが、１

人、昨年７月より設置させていただいておりま

す。 

  また、あわせて外国出身によるガイドボラン

ティアの団体を組織しましょうというようなこ

とで、実際に平成30年３月には７名ほどで今ボ

ランティアの団体ということでやっておるとこ

ろでございます。その中で外国人のおもてなし

のセミナーの開催であったり、そうした事業等

で支出しているところでございます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 今、課長のほうから特

に外国人に対しての案内、この７名ほどという

のは７月の山新ですか、新聞にもマスコミにも

載っていた記事をちょっと見たんです。本当に

いいことだなと思って見ました。 

  やはりいろんなおもてなしがあるわけですが、

実際に外国から日本に、ましてや新庄、お嫁さ

ん、そういう人とこういうふうな案内を引き受

けてくださるという方々が集まったのが、この

７名ほどと。実際にいろんな観光案内、観光名

所へ送っていただいて活躍、活動していただい
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ているということも聞いております。そうした

ことがやはりまずは外国人が新庄に来ていただ

いた、新庄最上を見たいという方々に、やはり

日本語もわかり、また外国、いろんな韓国、台

湾、中国、いろいろ来ておるかと思います。特

に酒田にはクルーズ、それ相当の船で来られて、

その中の一部、一部といったら大変失礼なんで

すが、新庄最上を見たいという方々が来ていた

だいているんだと思っております。実際そこに

当たってる案内人、私の住んでいるところにも

幸いに頑張っていただいていることも聞いてお

るわけで、一生懸命やっていると、楽しいとい

うことも聞いております。 

  そういうことで、これからもやはりそういう

方々が、おもてなしに協力していただけるとい

う方々、もっともっと協力者が出てくればと思

いますが、その辺の今後増員というか、そうい

うふうな協力者がいたらですね、今７名頑張っ

ていただいてます。そういう考えはあるのかち

ょっとお聞かせ願います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 今現在、先ほどから申し

上げましておりますとおり７名ということで、

今現在で英語、韓国、それから中国、台湾に対

応した形でというようなことで、まだまだ今後

ともいろんな各国からのいわゆる観光客のおも

てなしというような部分にあっては、やはりい

ろんな外国の対応というような形で考えていき

たいというようなこともありますので、まして

平成30年の３月ぐらいには、みちのくインバウ

ンド推進協議会ということで今現在タイからの

いわゆる観光客の誘致というようなことも考え

ておりますので、いろんな方々からここに加わ

っていただきながら、そのおもてなしの整備を

図っていきたいというようなことで、もっとも

っとふやしたいということで考えておるところ

でございます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） ぜひですね、そういう

方々が新庄にもおられるわけですから、当然何

年も新庄に嫁いでから生活してる、それ相当の

日本語をマスターしているわけで、恐らくボラ

ンティア的にやってるというような話も聞いて

おりますが、恐らく有料というか謝礼も出てい

るんじゃないかと思います。そうした方々にや

はり日本でこういうふうな案内、仕事をして楽

しいよと、いやこういうふうなお客さんに、外

国から来ているお客さんに喜んでもらえたら楽

しいよと、そういうふうな協力しているうちの

ところの１人の人も言っておられますし、ぜひ

こういうおもてなしは今後続けていっていただ

きたいなと。 

  次の企業誘致対策、成果表125ページ、これ

は一般質問でもちょっとだけ触れたわけですが、

企業誘致、いろいろやってこられた成果も出て

いるということも聞きました。あと一区画、こ

れもかなり大きい区画なんですけれども、あそ

この場所に企業がなかなか入ってこない、おさ

まらないというのは、やはりあそこは一番、あ

そこの工業団地の中でも一番土砂を埋め立てし

たところで地盤が余り好ましくない。好ましく

ない造成はしないかと思いますが、一番低くて、

安定はそれ相当あったから安定しているかと思

いますが、恐らく張りつけないのは、建物を建

てた場合いろんな状況が起きかねない、そうい

う心配もあってのことかなとは思っております

が、やはりあの一区画だけですから、市長がど

れだけのこれから雇用を考えて事業をやるかは

ちょっと定かではないんですが、やはり雇用拡

大、我々議会も政策提言等では一番最初の項目

で挙げているわけです。やはり雇用対策、雇用

を図っていくためには、あの一区画だけでは雇

用を増進していくという物事には弱いんじゃな

いかと思います。 
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  そうしたことで、やはり雇用を拡大して若者

を定着させるためには、やはり今後また横根山、

福田山もいっぱいですから、やっぱり今後考え

ていってもおかしくないんじゃないかと私は思

っていますが、この辺、課長どうですか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

石川正志委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 中核工業団地、今現在、

Ｏ区画の５町歩が一番大きいところで、残り

1.4ヘクタールの部分については半分ほどの0.7

がまず契約というような形の運びになってござ

いますが、実際には一番の大きい区画のＯ区画

の５町歩の関連の誘致、企業誘致をどうするか

というような部分かと思います。 

  それで、今後のいわゆる雇用創出の部分も含

めてですけれども、原課としても実際にその５

町歩まとまって誘致を図っていくのか、いわゆ

るそのほかの企業のニーズに応える形で分割等

も含めて考えなければならないのかというよう

な部分も含めて、細切れじゃないですけれども、

そのＯ区画全体で一括してやる方法と、さらに

はそれを分割して売っていくというような部分

も含めて、今後並行していわゆる雇用の創出も

考えながら誘致に努めていきたいというふうに

考えてございます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） ぜひひとつ、今こうや

って経済社会がそれ相当にやはり地方にも景気

の上昇が来つつある中で、そういう中でこそや

はりそういう計画も考えてもおかしくないんじ

ゃないかと。やはり雇用が魅力じゃないという

のが若者の、新庄の場合、高校生なんか特に会

社、新庄の会社は余り魅力的でないという言葉

を聞いてくるんですが、中身、実際に私は余り

知られていないんじゃないかと。いろんな雇用

対策やってるわけですが、その辺でひとつ、ぜ

ひひとつ企業誘致、雇用拡大のためにも新たな

戦略をしていただきたいと思います。 

  最後に若者の住宅促進事業、支援事業だった

か、成果表の13ページです。若者世帯新築支援

事業、ここに載っている内容、大体これ見れば

わかるんですが、この辺のですね、交付実績が

16件500万円、この内容をもう少し詳しく、そ

してこれはその予算が満額利用されたのか、そ

の辺をお聞かせいただきたい。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 若者世帯新築支援事業の

御質問ということであります。 

  事業の内容でございますけれども、成果表の

13ページにございますように、若者世帯の住宅

取得に関する負担を軽減すると、そして定住を

促進するというのが一番の目的でございます。

なおかつ市内の業者を対象にすることで市内の

経済の活性化も図るという２つの大きな目的が

ございます。 

  内容的には、子育て世帯、新婚世帯または移

住世帯の場合は30万円、子育て世帯または新婚

世帯かつ移住世帯の場合に50万円を交付すると

いうふうな内容でございまして、14ページのほ

うにその細かい内訳というか、どういう方が使

われたのか、利用されたのかと。新築件数につ

いては13件、空き家バンクから空き家の購入が

３件、そして下のほうには新庄市内の方だった

のか最上７町村からの方だったのか、県内なの

か県外なのかという実績をこちらのほうに記載

しておりますので、ごらんいただきたいと思い

ます。 

  また、予算については、当初2,000万円とい

うふうな形で予算措置しましたので、それから

見ますとかなり少ないですけれども、確実に需

要はあるというふうに考えております。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 今、課長のほうから予
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算の内訳というか、2,000万円の中の500万円が

活用されたと。これやはり若者向けの一つの定

住につながる事業なわけで、この辺の４分の１

が消化した、これどうして４分の１ぐらいでと

どまったのかなという分析はされておりますか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

石川正志委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 実際のところ、どのぐら

い建てる需要があるかというのは大変つかみづ

らいということで、前年度、その前の住宅の建

築状況を参考にしながら2,000万円というふう

な予算を組んだわけですけれども、やはり条件

的にも狭められてきますので、対象となった全

ての人が対象となるわけではございませんので、

今年度の予算額についても1,000万円というふ

うな形で縮小して予算措置しているところでご

ざいます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） いろんな要素もあるか

と思います。それなりの厳しい条件がついてい

るわけじゃないかと思いますけれども、ぜひひ

とつ、こういうふうなせっかく本当にいい事業

を手だてしてやっているわけですから、もっと

ですね、ひとつ活用、足りないというくらいの、

やっぱりもっとつけてもらいたいというような

声が聞けるように、いろんな角度から若者へ向

けてやっぱりＰＲしたり、そんな規制、規制と

いうか方向厳しいわけじゃないと私も見させて

もらっておりますが、そういうことでひとつ、

ましてこれは定住につながる大きな事業であり

ますから、ぜひひとつ、それからＰＲ、若者向

けにやっていただければありがたいと思います。 

  私、これで終わります。 

石川正志委員長 ただいまより10分間休憩いたし

ます。 

 

    午後１時５３分 休憩 

    午後２時０３分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 質疑なしと認めます。よって、

歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、討論の発言を許可します。 

  初めに、認定に反対討論として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成29年度一般会計決

算に反対の討論を行います。とても厳しいこと

を言わせていただくことになると思いますが、

よろしくお願いします。 

  反対の理由の１番に、萩野学園の建設に当た

って国庫補助申請の間違いがあり、１億4,000

万円余り、約１億4,000万円国に返還しました。

これを市の、市民の負担にしてしまったことは

市民の不信となっております。市長として、ま

た私たち自身、市議会議員として責任をとるべ

きだったという厳しい市民からの指摘を受けま

したので、その点を反対の理由にしなければな

らないと思いました。 

  ２つ目に、好転している財政は市民の家計を

温める施策に生かすべきということです。 

  平成29年度の決算で実質公債費比率は9.1％、

財政調整基金は約22億円と過去最高となった去

年と、前年度とほぼ同じです。しかし、市の基

金総額は43億円になり、前年比約７億4,500万

円の増加となっております。今後の市有施設建

設などを見通してのことと思われます。 

  しかし、私は市民の家計を直接温める施策に

生かすことができたのではないかと思います。

市民は年金の引き下げや働く人の実質賃金の低

下による購買力の低下が起き、生活は厳しさを

増しています。特に福祉タクシー給油費助成事

業費は134万円ということで、前年比約19万円
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ふえた内容にはなったところは敬意は表します

が、枚数を見れば他町村と比べてほぼ半分から

３分の１という県内で最低の水準です。また、

高齢者のタクシー券もありません。国保税の引

き下げや介護保険料の引き下げに一般会計から

繰り入れもできたと思います。在宅介護の利用

料などの軽減、医療費窓口負担の減免、がん検

診の無料化による検診率向上と早期発見、その

他の福祉の充実、住宅リフォームの拡充、わら

すこ広場や老人福祉センター、市バスなどの利

用料の引き下げ、そして生活道路の排雪補助、

今年度24万円という結果になっておりますが、

こうしたものを使いやすいものに市民のために

拡充できたのではないかと考えます。 

  ３つ目に、学校給食などの民間委託や保育所

の民営化、指定管理制度は働く人の貧困化を招

き、地域の経済悪化を招くものだということで

す。 

  民間委託や指定管理を市の直営に戻すことも

検討すべきだと思います。働く人の待遇改善は

市民や子供の命を守ることにつながります。市

内の自営業者から、市直営だったのが民間委託

になって買ってもらえなくなり自営の売り上げ

が減った、市外からの購入に変えたようだとい

うお話もありました。民間委託は地域経済を疲

弊させるものではないかと思います。保育所の

民営化ではなく、公立保育所を守り、給食の直

営調理を守り、保育士の正規化を進め、子供た

ちに安定した質の高い保育を保障していく手本

となるべきだと思います。 

  公立保育所の施設整備費について国からの支

援があります。2015年の３月24日、参議院総務

委員会で共産党の質問に総務大臣が答弁してお

り、財政措置されていることがわかりました。

公立で保育所施設整備を進めるべきだと思いま

す。 

  ４番目に、正職員をもっとふやすべきだとい

うことです。 

  正職員が平成30年４月１日現在で276人、平

成26年度の実績と比べて14人も減りました。嘱

託職員は73人、日々雇用職員は72人で市職員の

34％が非正規職員となっております。 

  非正規職員をふやして仕事をカバーし、人件

費を抑制しています。国や市の財政難の原因は

公務員にあるのではありません。公務員も庶民

の一人であり、賃下げと増税、社会保障の削減

で家計消費が落ち込み、市経済に回るお金が減

り、市税収の減へつながっていきます。悪魔の

サイクルを行政みずからつくることになります。 

  職員は仕事はふえています。それなのに人が

減り、責任が重くなり、長時間労働で心身を壊

し、早期退職になったりしないか心配です。臨

時職員では家族を持つ展望を持ちにくいです。

正職員をふやして安定して働けるようにすべき

です。 

  公務を支えているのは人です。その専門性は

担い手である労働者の知識、経験として蓄積さ

れます。そして職場内訓練などを通して長期に

蓄積されていくものでありまして、あえてそれ

を中断させるのは税金の無駄遣いというもので

す。公務の質を維持向上させるために、その担

い手が誇りを持って安心して働き続けることの

できる賃金や労働条件を保障すべきだと思いま

す。 

  ５つ目に、小中一貫校は学校統廃合のための

ものであり、小学校高学年としての活動が保障

されない問題があります。小学校を守り生かす

べきだと思います。小中一貫教育ではなく、緩

やかな連携にとどめるべきです。 

  小中一貫校の教育効果は検証されていません。

小中一貫校での４・３・２体制では小学校高学

年としての活動が保障できません。さらに、教

師の多忙化に拍車がかかるという問題もありま

す。 

  主たる小中一貫校の目的に中１ギャップの解

消というのがありますが、中学校の先生からは
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小学校の卒業と中学校入学という子供のリセッ

トの機会の必要性を挙げる声があります。中１

でギャップを乗り越える子供を育てたい。中１

ギャップは社会に出ていく上で必要なステップ

と考える。小学校と中学校の区切り、けじめが

あったほうがよい。こうした声が中学校の先生

たちから寄せられております。 

  ６つ目に、学力テスト、市の行う学力テスト

は答弁によると241万円かけているというお話

しでしたが、全国一斉学力テストのためである

ことは明らかです。この学力テストはやめ、学

校職員の待遇改善で学力アップを図っていただ

きたいということです。 

  平成29年度は56人と不登校がふえているとい

う報告がありました。先生と子供がゆったりと

心を通わせる時間的ゆとりがなくなっているこ

とは大問題です。国は教育予算を削り、先生と

子供を追い詰めるような学力テスト競争を進め

ています。 

  学力テスト体制について、山本由美東京田中

短期大学こども学科准教授はこう述べています。

定義しています。国家が決定した教育内容でス

タンダードな達成率に基づく、学校間・自治体

間の競争を国家が組織しているもの、そしてエ

リートと非エリートの早期選別を目的にした徹

底した国家統制の仕組みというふうに定義して

います。 

  高度に競争的な教育制度によって既にダメー

ジを受けている子供たちが、経済目的を優先さ

せるトップダウンの改革、その絶えざる評価や

早期からの選別によって、さらに困難な状況に

追い込まれることが懸念されます。そうしたお

金を削り、学校の図書館に配置されている地域

コーディネーターを司書として、そしてまた研

修を充実させて働けるようにさせる必要があり

ますし、社会保障もつけるべきだと思います。 

  また、個別学習支援員の待遇は社会保険には

入っているとのお答えでありました。なお、交

通費を支給して、より安定して働ける状況を進

めていただきたい。学力をつけたいならば、授

業を進めるこれら先生が自分の生活をちゃんと

守れるようにしていくことこそ大前提ではない

でしょうか。 

  ７つ目に、住民の暮らしを守る立場で国にも

っと意見を言うべきだということです。 

  臨時財政対策債が約68億円になり、市債に占

める割合が46％にもなりました。地方交付税で

措置すると言われるものの、地方交付税は平成

25年度との比較で平成29年度は95.5％と減り続

けております。消費税増税やアベノミクスによ

る景気悪化が市民の暮らしや市財政に大きな影

響を与えています。消費税増税はきっぱり中止

を求め、国として税増収を図り、住民の福祉を

担う地方の財源は保障すべきだと国に言うべき

です。 

  消費税10％へ増税をしなくても、大企業に中

小企業並みに法人税を払ってもらい、年収１億

円を超える大富豪に累進課税をして税率を上げ

ていけば全部で５兆円の財源は確実に生まれる

のです。さらに、労働者の雇用の安定と最低賃

金の大幅引き上げで増収を得れば社会保障の充

実や地方財政の確保ができます。さらに不要不

急の大型公共事業を中止すれば、市で行う生活

密着型、地域循環型の公共投資に回す財源は生

まれます。韓国の大統領に学び、直接対話で平

和外交を進めることで米軍基地の負担も軍事費

も削減する展望が出ます。 

  地方自治の大部分が国によって決められてい

ます。住民を守る立場で声を上げていくことが

重要だと思います。 

  御清聴ありがとうございました。 

石川正志委員長 次に、認定に賛成討論として佐

藤義一委員。 

   （１８番佐藤義一委員登壇） 

１８番（佐藤義一委員） 議案第51号平成29年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につきまし
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て賛成の立場から討論を行います。 

  昨年度、本市において昭和47年以来２回目と

なりますインターハイ・バドミントン競技が開

催され、全国から訪れていただいた方々を温か

くお迎えし、本市の魅力を発信する絶好の機会

とすることができたものと感謝の気持ちを持ち、

捉えています。 

  さて、その平成29年度決算につきましては、

社会保障関連経費の大幅増や多額の財源を必要

とする諸課題が山積する厳しい財政状況の中で

も限られた予算を効率的かつ効果的に執行され

たものと判断いたします。 

  一方で、財政健全化の判断指標である実質公

債費比率は昨年同様9.1％でありましたが、将

来負担比率は37.5％と0.9ポイント改善されて

おり、また、財政構造の弾力性をあらわす経常

収支比率は数値は小さいものの昨年より0.2ポ

イント減少し、92.4％と改善を見ることができ

ております。 

  以上のことから、これまでの財政健全化の歩

みを継承した中期財政計画に基づいた財政運営

に改善されているものの、依然として経常収支

比率が指標とされる80％を超えており、財政の

硬直化が懸念されることも事実であります。改

善に向けた一層の努力をいただきたいとの苦言

を呈しておきたいと思います。 

  このたびの決算を見てみますと、決算総額に

ついては前年度との比較において歳入歳出とも

に増加しておりますが、昨年度の豪雪により過

去最高の除排雪経費に対する財源を確保したほ

か、諸課題にも柔軟に対応しております。 

  例えば、市税の収納件数、収納金額ともに大

きく増加しているコンビニ収納を取り入れ、市

民にとっても納付しやすい体制等を構築され、

収納率の向上にも寄与しておりますことなど評

価されるべきものと思います。 

  等々の事柄から、今回の決算については堅実

かつバランスのとれた決算の内容になっている

と判断いたします。 

  歳出面においては、市庁舎関連の耐震改修工

事を行う中で事務スペースの再配置、具体的に

は平成29年度に上下水道庁舎の改修を行い、新

たに第２庁舎として市民の利便性のさらなる向

上に努めておりますし、子育て支援につきまし

ては、子育て家庭に係る経費負担軽減のため平

成28年度から第３子以降児童の保育料免除事業

の対象児童の拡大を行っておりますが、平成29

年度もその取り組みを引き続き継続し、前々年

度末では第３子以降の児童保育料の無料化に対

応していなかった保育施設が２カ所ありました

が、平成29年度において１施設から対応いただ

き、もう一つの施設も来年度以降に対応してい

ただけるとのことで、子育て推進課を中心とし

て努力いただいたこと、これも大きく評価すべ

きものと思います。また、今後も多子世帯の経

済負担、経済的負担の軽減に努めていることも

大きく評価したいと思います。 

  また、市民生活に密接に関係する生活環境整

備にも配慮し、空き家の管理には助言指導等の

危険回避への対応をされており、特に空き家バ

ンク活用の実績は大きく評価されるべきものと

考えます。 

  次に、交流拡大の中核であります新庄まつり

は山形県で初めてユネスコ無形文化遺産に登録

され、ことしは天候に恵まれず人出が少なかっ

たものの、登録後初となった昨年の祭りではこ

れまで最高の人出となり、今後もさらなる地域

活性化に寄与するものと期待します。 

  また、雪国最大の課題であります雪対策では、

きめ細やかな除排雪を初め消雪道路整備や流雪

溝整備を進めており、また、新たに導入したＧ

ＰＳを利用した除雪管理システムにより、昨年

の豪雪期においても除雪車の運行状況をリアル

タイムで把握することにより除排雪の迅速化と

市民サービスの一層の向上が図られたものと考

えます。 
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  教育分野では、明倫学区小中一貫校の校舎及

び体育館の基本設計業務が進められ、本市が目

指す学校・家庭・地域が一体となった小中一貫

教育の取り組みを大きく加速しております。ま

た、戸沢家墓所の保存修理を行い、歴史的財産

保護に力を注いだことも大きく評価したいと思

います。 

  平成29年度決算は、これまでの市を挙げた財

政の健全化への継続的な取り組みを堅持した中

で多様な課題に対応した事業の展開を図った決

算として、大変意義深いものがあると考えます。

今後もこれまでの財政の健全化の努力を無駄に

しないよう、より一層の緊張感を持った財政運

営を進めるとともに、少子高齢化、人口減少社

会の中、地方創生に向けた取り組みを国や県と

歩調を合わせながら確実に進めていく必要があ

ります。庁内の総力による事業の充実と的確な

執行によって市勢の発展、そして安全安心、そ

して安寧な市民生活向上の期待に応えられるこ

とを切に願い、平成29年度決算の賛成討論とい

たします。 

  清聴ありがとうございます。 

石川正志委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号平成29年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、反対討論がありまし

たので電子表決システムにより採決を行います。 

  議案第51号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の

諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

石川正志委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 投票を締め切ります。 

  投票の結果、賛成15票、反対２票、賛成多数

であります。よって、議案第51号は原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５２号平成２９年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第52号平成29年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果を見させていただ

いて、よくわかりやすい内容になっていて勉強

になりました。 

  そこで、医療費のこと、成果168ページと169

ページで、まず医療費がありますが、この退職

被保険者の医療費が非常に１人当たり多くなっ

ているような気がします。これはほかの年代に

比べても極端に違う医療費になっているんです

が、これはなぜだというふうに捉えておられる

のか、お願いします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 退職被保険者でございますが、

退職被保険者制度につきましては、平成27年度

で終了したところでございます。現在こちらの

成果表のほうには125人という形で記載なって

おりますが、これは平成27年度で新規の退職被
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保険者扱いの者がいなくなったということで、

既存の退職被保険者として登録、登録といいま

すか、対象となっている人数が125人いるとい

うような形でございます。 

  そのため、医療費を人数で割って１人当たり

の部分を出しますと、やはり人数が少ない分だ

けほかの一般被保険者から比べると医療費のほ

うが大きくなったというような形で捉えている

ところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成27年で終了だとい

うことで、新しい方は入っていないということ

なんですね。そうすると、この125人の方の年

齢構成はどのぐらいなんでしょうか。 

石川正志委員長 暫時休憩します。 

 

    午後２時２８分 休憩 

    午後２時２９分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 退職被保険者制度につきまし

ては、ただいま申し上げましたとおり平成27年

度から新規の退職被保険者はなくなったという

形で全員が65歳になるまで、65歳で一般被保険

者に切りかわる形となっているんですけれども、

65歳になるまでは退職被保険者扱いとなります

ので、それぞれ事業所のほうを退職なさって国

民健康保険に加入した年齢は、一般的には60歳

以降、あるいは早期退職等々あるかと思います

けれども、65歳まで今申し上げましたとおり退

職被保険者扱いとなりますので、それぞれの段

階での例えば61歳で何人、62歳で何人とかとい

う現段階での年齢区分については、把握してな

いところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １人当たり75万円もの

医療費になるということは相当重症な方ばかり

がおられるのでないかなというふうに感じるん

ですね。それは多分、今まで社会保険、共済保

険とか働く人たちの、労働者の入っている健康

保険だった方々で、しかもまだ65歳になる前だ

ということなんですね。そうしますと、ほかの

一般の国民健康保険にずっといらっしゃった

方々の64歳までのを見ますとずっと少ないわけ

です。そういう意味では、共済とか社会保険で

非常に働き方などで病気になるような働き方と

いうか、そういうことをして重病にさせている

ような状態があるような気がするんです、働き

方で。そういう意味では、社会保険や共済保険

の側の責任といいますか、そういうことは問え

ないのか、関係ないでしょうか。どうですか。 

石川正志委員長 佐藤委員に申し上げますが、平

成29年度新庄市国民健康保険事業のことにかか

わる質問ですので、よろしくお願いいたします。 

  佐藤委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今まで前の共済や社会

保険などのほうからの負担金が上がるとかそう

いうことはないのかということをお聞きしたい

んです。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 今、委員のほうよりお話しあ

った部分につきましては、退職被保険者制度そ

のもので一般に事業所のほうを退職しますと国

民健康保険に加入しますので、年齢が高くなっ

てから加入するということで年齢がお若いとき

よりも疾病になる可能性は高いわけですので、

その分で医療費はかさむということがあります。

そのため、退職被保険者制度におきましては社

会保険のほうから一部負担金をいただきまして

運営しているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。この負

担、医療費が余りにも違い過ぎる。今まで国保

に加入して、ずっと加入し続けていた方々に比

べても余りにも重病になっている方々が多過ぎ

るものですから、負担が、本当にそれに相応し

た負担が来ているのか確かめようがあるのかな

いのか。この医療費の負担の、一部負担の一部

がこの医療費負担に相当するぐらい来ていると

いうふうに見ているんでしょうか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 退職被保険者制度につきまし

ては、国のほうで一定程度の負担割合を決めて

おりますので、その負担割合が実際にかかって

いる医療費に対して適正な金額かどうかという

のはいろいろな考えがあるかと思いますけれど

も、今回の168ページのほうに記載なっている

数字につきましては、例えば１人の方が大きな

病気をして医療費が多額にかかった場合を想定

しますと、退職被保険者125人しかいないわけ

ですので、それを頭数でならしますと、やはり

高くなってしまうのかなと。同じような医療費

がかかった方が例えば一般被保険者のほうにい

たとして、一般被保険者のほうは人数が多いも

のですから、それを１人当たりで割れば、やは

り金額的には低くなってくるということがござ

いますので、一般被保険者と退職被保険者の人

数的な部分も、こちらのほうに記載なっており

ます退職被保険者75万3,104円という部分には

かなり影響しているのかなという形で捉えてい

るところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変勉強なりました。 

  あと、次に169ページのところで出産育児一

時金というのがあります。ここで平成29年度18

件というふうになってますが、18人の子供が生

まれたんだなということがわかりますが、この

子供の世帯の子供の人数、例えば３人いる世帯

とか２人子供がいる世帯とか、そういう18歳未

満の子供がいる世帯の人数は把握しておられま

すか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 出産育児一時金につきまして

は、出産された方に私どものほうで一時金を交

付しているという形になっておりますが、その

出産された方の世帯の状況については把握して

いないところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） こうやって平成29年度

18人の子供が生まれて、大変おめでとうござい

ますということで40万円くらいの出産一時金な

どを差し上げて補塡していただいているわけで

すが、しかし生まれた途端に均等割の国民健康

保険税が発生して、その家に国民健康保険税ふ

えましたと、こう来るわけなんですが、それは

非常に酷だなとお感じになりませんか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 今、委員のおっしゃったこと

については、心情的にはそういった部分もござ

いますけれども、やはり一人の人間として医療

費、年齢にかかわらず医療費がかかる部分がご

ざいますので、その部分については、均等割で

いえば均等に負担するというのが制度設計とな

っておりますので、そのような形で捉えている

ところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 医療費は確かに一人の

人間であればかかると、これはそうなんですが、

ほかの社会保険で子供などに、子供の人数に応

じて均等割などの社会保険負担が発生しますか。 
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田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 社会保険のほうでは、そうい

ったものはないということでお聞きしておりま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国民健康保険に加入な

さっている若い世代の方々は、やはり社会保険

にも入れないということで国民健康保険、年金

も国民年金を自分で払わなければいけないとい

う、そういう立場で子供が生まれたという家を

想像しますと、国保税がまた上がるということ

になりますと、やはり子供を持ちづらいような

気がしてくるんじゃないかなということが想像

されます。 

  そこで、例えばこれは一般質問でも申し上げ

ながら途中で全部は突っ込めなかったのでちょ

っと言わせていただきますが、埼玉県のふじみ

野市では３人目以降に係る均等割を市独自で減

免、申請によって減免しております。こういっ

たことも前に市長、市は今現在市長が保育料の

３番目の無料化ということでやってるわけです

が、こういう子育て支援として３番目は保育料

の均等割ないんだよというようなのも非常にほ

っとできる、子育て支援として最低でもこうい

うことがあったら喜ばれるんじゃないかなと思

うんですが、どうでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 国保税の減免規定につきまし

てお答えさせていただきたいと思います。 

  減免制度は、単に低所得者あるいは生活が困

難になったから即減免というような制度ではご

ざいません。低所得者対策として減免事由の中

には、所得皆無、生活困難、火災、服役、社会

保障離脱による扶養という項目がございます。

単に所得が少ないだけで該当しないことや資産

も加味されております。生活困難でありまして

も再就職や何らかの形で所得を得る可能性がご

ざいますので、減免の対象にもなりにくい状況

がございます。まずは徴収の猶予や分割納付、

そういった措置をとってもなおかつ納付が困難

である場合、担税能力が不足している場合、脆

弱している場合の救済措置として減免措置を設

けております。 

  そのため、納税者の方に状況に応じて対応さ

せていただいておりますので、若い世代、子育

て世代に限った減免ということでは考えられて

るものではございませんので、御了解いただけ

ればと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市長が市長会などある

いは知事会なのかと思いますが、地方６団体の

中の一部の団体として子供の均等割をなくすよ

うに求めているとも聞いておりますが、もしそ

れがなったとすれば制度として減額できる制度

が国として保障されるわけなんですが、そうな

ったとしたら市としてどのぐらいの金額が国保

税減免額の持ち出しといいますか、なる予定に

なるか計算したことありますか。 

石川正志委員長 佐藤委員、平成29年度新庄市国

民健康保険事業に係る決算の認定でございます

ので。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。委員長。 

石川正志委員長 佐藤委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういうことも市長会、

知事会などで要望していると聞いておりますの

で、当市ではどうなるのかなと。調べてみて検

討もいただきたいなと要望して終わります。 

  次にいきます。次に、171ページに保険証、

被保険者証、短期被保険証、それから資格証明

書の世帯の数が出ております。これ毎年、本当

は正規のまともな保険証をみんなに出すべきだ

と私は思うわけなんですが、毎年このようにペ
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ナルティーというか罰則がいっているような状

態なんですが、国において発行数に応じて国・

県の交付金が来るやに聞いておりますが、そう

なのかお聞きします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 一般会計のほうでもお問い合

わせをいただいたところでございますけれども、

滞納整理のあり方としまして、差し押さえ件数

に応じて国から調整交付金なるのではないかと

いうようなことではないかと思います。 

  これにつきましてお答えさせていただきたい

思いますが、差し押さえを実施したことに伴っ

て交付されるような交付金はございません。 

  調整交付金には国・県合わせまして４種類の

交付金がございます。１つは国の普通調整交付

金です。医療費や所得格差を全国レベルで調整

するもの。２つ目、国の特別調整交付金です。

災害など地域的な特殊事情による給付費の増を

全国レベルで調整する。３点目、県の１号交付

金というのがあります。医療や所得水準を市町

村間で調整するもの。４点目、県の２号交付金

がございます。運用の安定に資する事業の実施

状況に応じて交付されるものでございます。 

  これに対しまして、現年度収納率が１ポイン

ト以上上昇した場合には２号交付金が交付され

ることはありますけれども、該当はございませ

ん。 

  なお、納税相談員のうち２名分の報酬につき

まして、平成23年度から平成28年度までの６年

間、２号交付金が交付されていたことがござい

ます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 短期被保険者証、それ

から資格証明書ありますが、資格証明書につい

ては、私は発行すべきでないと思うんです。ど

ういう方々にどのような手だてをして発行する

ことに至ったのか、せざるを得なかったのか、

なくすことはできないのか、お願いします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 資格証明書、短期被保険者証

ともに負担の公平性からやむを得ず措置してい

るところでございます。資格証明書の交付に当

たりましては、事前に本人のほうへ通知いたし

まして弁明書の提出を求めているところです。

その上で庁内で審査会を開きまして交付するか

しないか判断しているところでございます。 

石川正志委員長 よろしいですか。（「はい」の声

あり） 

  ほかにありませんか。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 219ページの特定健康

診断事業費について伺います。 

  平成29年度、30代の若者というか、その世代

が平成29年度より特定の診断を申し込みできる

ことになりました。その段階で、この成果表に

もあるんですけれども、対象者602名に対して

受診者数が107名、その辺の周知のほうが徹底

されてなくて、このような結果は当然初年度と

いうこともあるとは思いますが、その辺に対し

ての、やはり思ったより受診者が少なかったと

思いますけれども、その点に関しての今回のそ

ういう対応であったり考えはどうだったんでし

ょうか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 若年者特定健康診査業務でご

ざいますが、今、委員のほうからお話しありま

したとおり、30代の国民健康保険被保険者の方

を対象に若年期からの生活習慣病の予防、健診

の意識づけを図るために実施したところでござ

います。私どもの目標としましては、当初25％

を目標受診率に設定したところでございます。
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今、委員の御指摘あった周知の部分についても、

一般の特定健診と同じような形で対象者の方に

は周知したところでございます。 

  なお、１回目の連絡通知で受診されなかった

方については、再通知、個別勧奨も一般の特定

健診と同じような形で受診率向上のために行っ

たのですが、それにもかかわらず受診率は

17.8％になったところでございます。かなり目

標から乖離しておりますので、今年度について

は一般健診、一般特定健診の受診率向上対策と

ともに重点的に取り組んでいきたいと考えてい

るところでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 確かに若いと自分は大

丈夫という過信がどうしても頭の隅にあると思

います。やはりきちんと市民に寄り添った、そ

ういう若者もしっかり受診できるような環境整

備であったり、そういうＰＲ、さまざまな多角

的なやり方でやはり受診を促すようなことを考

えていただけたらいいと思います。なお、多く

の方々に健診を受けてもらう努力をしていただ

くのは当然だと思います。 

  あと、このたびは107名受診していただきま

した。その中でさまざまな病気の発生とかそう

いう発見であったりとかいうのが、もしわかる

のであれば、その比率でさまざまＰＲとかにも

つながっていくと思うので、その辺までは調べ

になりましたでしょうか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 107人の方の病気の、疾病の

発生率といいますか保有率というのは、ちょっ

とただいま手元に資料がございませんので、傾

向としましては、一般の特定健診よりは年齢が

若い分だけ病気の、疾病の保有率というのは低

いのではないかと捉えているところでございま

す。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

石川正志委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） まずその辺の数字を確

認して、ぜひ受診率向上につなげていただけた

らいいと思いますので、よろしくお願いします。

終わります。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 私から１点だけ質問申

し上げます。 

  成果表の168ページですけれども、この中の

医療費を眺めますと総体的に前年度よりも減っ

ている、１億8,000万円ぐらい減っていると。

これは何でかなというふうにちょっと私なりに

調べたところ、一番上にある国保の世帯数が

244世帯も減ってるというところが大きく影響

したのかなというふうに見ました。医療費の合

計欄では比較しますと前年度よりも若干余計に

なっておりますが、これは先ほど質問ありまし

たとおり退職被保険者の１人当たりの医療費が

大きくなったということが一番影響していると

いうふうに私は見ました。 

  それで、収納を伴う各科目いっぱいあるんで

すが、私いつも注目して収納率を眺めておりま

す。この健康保険の収納率、⑵の中にあります

とおり前年度と比較してマイナス0.1というふ

うに載っていますね。これは毎回だと思うんで

すが、税務課と連携して収納対策、滞納解消に

努めたというふうに成果表では載っていますけ

れども、大変御苦労しているなというふうな思

いですが、この0.1％のマイナスになったとい

うことの原因がわかりましたらばお知らせをい

ただきたいなというふうに思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 収納率につきましてお答えさ

せていただきます。 



 - 236 - 

  現年度収納率と滞納繰越分に係る部分が分か

れてくると思います。現年度収納率が若干下が

ったことがございますけれども、滞納繰越分の

収納対策を強化させていただきまして全体的に

0.11％向上しているところでございます。 

  収納率の向上につきまして、コンビニ収納拡

大、それから納税相談員による徴収推進を図っ

てきたところではございますけれども、残念な

がら、基本的に調定額そのものが加入世帯数、

被保険者ともに減少したことによって減少して

いるものと分析しているところでございます。

以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

石川正志委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 毎年のことでございま

すけれども、この収納に関しては大変税務課も

健康課も苦労を重ねているのはよくわかります

けれども、大変でもやっぱり努力を重ねながら

年度内の収入未済額の減少、またはこれを黙っ

て放っておくと繰り越しが重なって最後には不

納欠損処理というふうなことにつながっていく

わけですから、それの減少に極力今後も努めて

いただきたいというふうに思います。 

  あと、もう一点は171ページのレセプト点検

業務に関することですが、ここの表にあります

ように平成29年度は120万1,367円の効果があっ

たというふうに出てます。前年度よりも少なく

はなったんですが、これに対して点検の専門員

が２名がおるということで、この効果額とその

専門員の報酬、給料を比べた場合、どういうふ

うになっていくかなと。多分大幅にふえている

わけで、何かいい方法がもっとないものかなと

いつも思っているんですよね。 

  それからもう一つ、毎年ですけれども、我々

もかかりますと医療費の通知が来ますね。一番

上にあります医療費の通知というふうにありま

すけれども、あれは私自身では無駄じゃないか

なというふうに見ています。それよりも、各医

療機関で被保険者から徴収するときに、既に今

回は幾らかかりました、そのうちのあなたは１

割負担、３割負担ですからこのぐらいになると

いうようなことを即座にわかるようにシステム

を変えれば、この通知は要らなくなるんじゃな

いかなというふうに思うんですが、どうでしょ

う。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

石川正志委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 まずレセプト点検のほうでご

ざいますが、レセプト点検員として２名の嘱託

職員を私どものほうで雇用しているところでご

ざいます。その２名の雇用につきまして、人件

費としまして約350万円ほど支出しております

ので、効果額と比べれば効果額のほうが下回っ

ているような形となっております。 

  平成29年度約120万円、平成28年度は250万円

という形で年度によって過誤があるレセプトの

数が違うものですから、その年度によって大き

くなったりふえたり、過去においては400万円

くらいの効果額を出した年度もございますので、

人件費のほうはおおむね350万円程度で推移し

ておりますので、そういった部分で考えますと、

何ていいますか、人件費部分の効果が出たとい

う年度もございますし、人件費部分の効果も出

ないという年度もございますが、ただ、このレ

セプト点検業務をしなければ過誤なり過請求な

りは発見することができませんので、この事業

については必要である事業というような形で捉

えているところでございます。 

  あと、医療費通知につきましては、委員今お

っしゃったような形で効果のほうをより求めら

れるようなシステムに変えたらいいのではない

かということは確かにあるかと思いますので、

その部分については今後の検討課題とさせてい

ただければなと思っております。 

石川正志委員長 よろしいですか。（「はい」の声

あり） 
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  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

    午後２時５７分 休憩 

    午後３時０６分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号平成29年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５３号平成２９年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第53号平成29年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号平成29年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５４号平成２９年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第54号平成29年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の235ページに不

納欠損の総額が載っておりますが、下水道にお

ける不納欠損の基準というのはどのようになっ

ているんでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 不納欠損につきましては、
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分担金及び負担金とそれから使用料がございま

す。その中で不納欠損にすべきものは、金額が

少額であるとか、あるいは債権者が行方不明で

連絡がつかないとかというものについて不納欠

損にしております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 例えば生活保護を受け

ているとかということなどで借金返しはないよ

うな収入の状況の方などについては、不納欠損

にならないんでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 そういった生活困窮者と

か所得が少ない方でも所得があって、例えば分

納とか延納とかということでの見込みがある方

については、不納欠損にしておりません。先ほ

ど申し上げましたように、連絡先が不明とかと

いう方について不納欠損にしております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） やはり生活困窮によっ

て今まで生活保護になっていなかった方がなる

という場合があると思います。そのときに今ま

でいろいろ滞納などがある場合、これから生活

保護を受ける方にとっては全て借金になってし

まうんですが、そういう借金を払うお金は生活

保護になった場合には収入として得られない状

況なんです。そういう意味ではこういう場合は

不納欠損というふうに扱っていいような気がす

るんですけれども、どうでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 生活保護につきましては、

光熱水費もその保護費の中に入っているという

ことでございますので、その中から少しずつ分

納延納しながら払っていただけるようにお願い

したいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 水光熱費が生活費に入

っているというのはいただいた月の、例えば５

月にもらったら５月の水光熱費に充てるお金と

して来ているわけでありまして、過去の借金に

ついて払えるお金ではないんです。その点につ

いては御認識なさっているでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 そういうことは認識して

おりますけれども、光熱水費に限らずほかの不

測の出費とかいろいろありますので、その辺は

延納というようなことで少しずつ払っていただ

けるようにお願いしたいと思います。 

石川正志委員長 よろしいですか。（「はい」の声

あり） 

  ほかにありませんか。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） この下水道、特に排水

設備、175ページ、この水洗化率が80.5％、新

規が87件、この辺の普及率が80.5％になってい

る中で、地域では本合海地域、ここは以前集落

排水で事業計画の要請も地域から上がってきた

経緯があったわけですが、集落排水事業はもう

やらないと、何年前に市では宣言されたわけで

す。そうした中において当地域はどのような普

及がされておるのか、今現在おわかりであれば

お聞きしたいと。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 委員の御指摘のとおり本

合海地区につきましては、以前の計画ですと集

落排水事業ということだったんですけれども、

平成27年度に策定いたしました新庄市生活排水

処理基本構想では、下水道が今後農村集落に延

びていく中で人口密度が低く整備費が割高にな



 - 239 - 

ることから下水道の計画面積を縮小し、その分

を合併浄化槽で対応することで計画しておりま

す。 

  したがいまして、本合海地区につきましても、

今後合併浄化槽での整備ということで進めてい

く計画であります。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 事業の方針、合併浄化

槽で対応するということは聞いております。そ

の普及の傾向、そういうふうな事業形態を変え

てやるといってから当地域の合併、水洗化、そ

ういうふうなものに対しての普及はどうだと、

進みぐあいは本合海であったのかないのか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 合併浄化槽につきまして

は、新築の場合は確認申請等で来ますし、あと

くみ取りから合併浄化槽への切りかえというよ

うなことでも補助制度がありますので、そうい

ったことでの普及を図っていきたいと考えてお

りますけれども、ちょっと本合海地区で何件か

わったかということについては、今ちょっと資

料を持っておりませんので、申しわけありませ

んけれども、よろしくお願いします。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

石川正志委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 今急に質問されても、

その内容、件数が定かではないと。私から見る

と、やはりそういうふうな事業形態が変わって

からどういうふうな当地域では水洗化が図られ

たかというのは非常に気になるわけです。合併

浄化槽で対応するといっても、それなりの下水

普及が、水洗化が普及しないとですね、どうい

う物事を踏まえて合併浄化槽で対応したのか疑

問になってくるわけですよ。ぜひひとつ当地域

での合併浄化槽を施す市の事業に当地域の水洗

化率というか、そういうものがどういうふうに

動いたか。後でしようがないですけれども、も

しですよ、もしそういうふうな普及が進まなか

ったら何で集落排水事業が断念したのか危ぶま

れておかしくないですね。合併浄化槽進んでい

ればいいですよ。そういうことを踏まえての質

問であったわけですから、ぜひひとつ後でもい

いですから、よろしくお願いしたいと。終わり

ます。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号平成29年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５５号平成２９年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第55号平成29年度新

庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 
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  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号平成29年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５６号平成２９年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第56号平成29年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号平成29年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５７号平成２９年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第57号平成29年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 261ページの１の１の

１で収入未済額についてですが、現年と滞納分

合わせて1,260万7,990円になっているようです。

その介護保険料の未納者の状況について、どう

把握しておられるでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

石川正志委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 介護保険料の未納状況につき

ましてお答えいたします。 

  介護保険制度では世帯としては把握しており

ませんので、世帯状況について御了承いただき

たいと思います。 

  現年度166件、所得なしから所得50万円未満
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の世帯が全体の76％に至っております。昨年度

75％ですので、ほぼ同じ状況にございます。昨

年の50万円未満の納税者が同じということであ

りますので、一番未納者の方が多くいらっしゃ

る段階ということで、介護保険の未納者につき

ましては低所得者が多いというふうなところで

認識しているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 介護保険料の低所得者

に対する保険料の設定のあり方が厳し過ぎるの

ではないかというふうに思うんですが、それが

独自に低所得者の未納の方に配慮して、もう少

し納めやすいような介護保険料に設定する必要

がないのか、できないのかお願いします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

石川正志委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子君。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 保険料

につきましては、介護保険事業計画の中で３年

前に定められたところですけれども、本来真ん

中の段階の50％というところが一番低い保険料

になりますけれども、そこを45％にということ

で５％分を国と県の補助、それから一般会計か

らの補助率で補っているところです。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 真ん中が50％で、それ

を45％にという軽減措置できるようなやり方を

やっているということですが、それでも所得そ

のものが、所得というか年金だと思いますが、

年金そのものの額が生活、真ん中の人たちと比

べて生活費が半分で済むというふうに、この保

険料が取られた残りが本当に半分になるだろう

かというか、同じようにまともな暮らしができ

るだろうかと想像したときに、低所得者に介護

保険料がやっぱり厳しいんじゃないかなという

ふうに思いませんでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

石川正志委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子君。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 税務課

長のお話では低所得者の方が大変多いというお

話でしたけれども、40歳以上の方皆さんで支え

ていただく介護保険制度ということで御理解を

お願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 例えば多分国として

0.45が基準で、それ以下はできないというよう

に法律上なってしまっているんだろうというふ

うに思います。ならば、市独自で全体として介

護保険料の引き上げをさせないというか、引き

下げるというか、例えば北海道の長沼町という

ところは第５期１億円、６期8,000万円、町で

すから新庄市よりもはるかに財政は厳しいとこ

ろなんだろうと思いますが、それでも一般会計

からの繰り入れをやっていると聞いております。

また、ほかにも稚内市とか北斗市で毎年１億円

とか繰り入れをやって介護保険料全体を抑えた

りしております。そうなれば確かに低所得の方

にも少し、もう少し楽になるだろうというふう

に考えられるわけなんですが、そういった対策

も今後考える必要があると思うんですが、どう

でしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

石川正志委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子君。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 市の全

体的な財政の事情ですとか、それから一般会計

としても市民の負担に返っていくという部分も

ございますので、国の負担が創設以来４分の１

ということになっておりますけれども、その辺
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の国の負担割合、もう少し大きければなという

ところが本音なんですけれども、その辺は機会

を捉えて要望してまいりたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果の181ページで要

介護認定者の数が載っております。2,013人に

なっているようです。ほかの自治体では障害者

控除認定者証の全員への発行を行い、介護負担

軽減のために充ててくださいというふうに親切

な対応をしているわけなんですが、新庄市の場

合はこの2,013人の要介護認定者の中で何人の

方に障害者の控除認定証を発行したでしょうか。 

石川正志委員長 暫時休憩します。 

 

    午後３時２７分 休憩 

    午後３時２８分 開議 

 

石川正志委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  成人福祉課長兼福祉事務所長青山左絵子君。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 平成29

年度は26件の方に交付しております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 去年、その前の平成28

年度は34名に発行したようです。平成29年度に

なりますと26名ということで、本当は周知され

ればふえていってもいいような数字だと思うん

ですが、これはこれだけ市民の中に知られてい

ないし、やはり市民は広報で幾ら言われてもぴ

んとこないというか、私なども含めて、あなた

はとかと言われて、ええっと、自分に少しいい

ことがあるかなみたいな感じで、自分に来ると

ようやくそのものとして捉えて使ってみるかな

とか、特に税対策というのは難しいものですか

ら、必要な方がもっとおられるんだろうと思う

んです。ほかの自治体の例でいくと60％ぐらい

が、全員発行されれば６割ぐらいの方が、それ

を障害者控除として税金の申告、還付を受ける

ような形にして負担軽減に役立っているような

んです。 

  それを考えますと、新庄市の場合は余りにも

少ない、ほとんど知られていない、これに対す

る反省はありますか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

石川正志委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子君。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 要介護

認定されている方に対して26件というのは非常

に少ないというふうに捉えております。広報の

あり方につきましては、毎年度申告時期に市報

のほうに掲載していたのでございますけれども、

それでは不十分だなと感じております。もう少

しわかりやすいような形で高齢者だよりですと

かほかの広報媒体、それから税務課のほうでの

御指導で認定証を申請に来る方も多いですので、

そういった税務職員の知識として備えていただ

きたいと思っております。（「ありがとうござい

ます」の声あり） 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号平成29年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５８号平成２９年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第58号平成29年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号平成29年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議がありますので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議案第58号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の

諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

石川正志委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第58号は原案のと

おり認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５９号平成２９年度新庄市

水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

 

 

石川正志委員長 次に、議案第59号平成29年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 水道会計でちょっとす

ぐは款項目出ないんですけれども…… 

石川正志委員長 調べてからやってください。 

１ 番（佐藤悦子委員） 現金預金というのが９

億円というふうになっております。それは年間

の水道料金収入にも匹敵するものでありますの

で、水道料の引き下げとして市民負担軽減に充

てられるのではないかと思うんですが、どうで

すか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 委員御指摘のとおり現金

預金が約９億2,500万円ございますが、この現

金預金は老朽施設の更新や耐震化、さらには災

害対応に備えるための資金でありまして、これ

をもって水道料金の値下げに使うことはできま

せん。 

  先日、ある講習会の中で、新庄市と同様に給



 - 244 - 

水人口が３万人ほどの福島県のある市におきま

して、平成23年の東日本大震災により給水収益

がこれまでの８億円が５億円に減り、経常損益

も１億円の黒字から１億2,000万円の赤字にな

った例が報告されました。また、先日、６月の

大阪北部地震、最近では９月の北海道胆振東部

地震など災害が頻発しております。一旦地震が

発生しますと断水など大きな被害を受けます。

新庄市でも東側に新庄東山断層帯、西側には鮭

川断層帯が確認されておりまして、これらを震

源とする地震が発生した場合には東部地区、西

部地区での断水も想定されます。そうした場合

に先ほど申し上げました福島県の例と同様、給

水収益が大幅に減る一方、災害復旧にも多額の

費用がかかり、一刻も早く復旧するための資金

として一定額の内部留保資金が必要であります

ので、御理解をお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 水道の運営について、

県で広域化とか、それからその先に民営化とか、

そういう方針が国のほうで示されているような、

そういう流れにしようという流れが見られるよ

うな気がしますが、それについては水道の安全、

それから少しでも安くという、安全と安価にと

いう、そういう市民の立場から見たときに問題

があるのではないかと思うんですが、そういっ

たことについてはどのように考えておられます

か。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 水道事業の共同化、広域

化につきましては、現在、新庄最上圏域定住自

立圏形成協定に基づきまして、新庄最上地区水

道協議会におきまして共同化、広域化の取り組

みを行っております。 

  具体的には、平成30年度からメーター器や薬

品の共同購入を行っておりまして、スケールメ

リットにより削減の効果が出てきております。

また、今年度は漏水調査と水質検査についても

来年度から共同化できないかということで検討

を行っております。 

  それから広域化につきましては、水道法の改

正が２回ほど国会のほうで流れましたけれども、

また次期国会のほうに提出される予定と聞いて

おります。改正水道法の中では広域連携につき

まして都道府県が旗振り役となって進めるとい

うことが明記される予定でありまして、山形県

では、昨年度までは水道の事業あり方検討会を、

今年度に入りましては広域連携の準備会を開催

し、新庄市を含め今後の広域連携についての勉

強会を開催しております。 

  やはり人口減少に伴いまして給水収益が減っ

てきているということは避けられない事実であ

りますので、将来を見据えたときに、どうして

も小さい事業体だけではやっていけないという

ようなことで、将来的にやはり広域連携が必要

になってくると考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどの最初の質問に

対して課長のほうから、大震災などがあった場

合、大変なことになるので、やはり黒字から赤

字へ転落したりする事例も出ているということ

で災害の対策も考えねばならないというお話が

ありました。私は、広域連携というのは災害に

弱いと思います。というのは、水源から長く線

を引っ張るわけです。そうすると、地震などの

災害があったときに、長く引っ張れば引っ張る

ほど、その間に断水ということがあるわけです。

水源が小さくあちこちにあることによって災害

の被害が最小限に食いとめられるということが、

このたびの災害でも言われておりました。 

  そういう意味で、災害に強いということを考

えたら水道の場合は特に広域化するのではなく

て、小さく水源の近くにそれぞれがあるように
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守っていく必要があると思うんですが、どうで

すか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

石川正志委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 そういった考え方もあり

ますけれども、小さい事業体でいっぱい水源を

抱えますとそれの維持管理も非常にかかって、

その分で例えば水道料金が上ったりとかという

経営的にも非常に厳しくなる点もあります。広

域連携で水源を融通し合うということになりま

すと、１つの自治体で被災してもまた別の水源

から持ってこれるという利点もありますので、

あるいは施設のダウンサイジングですか、要ら

ない管、水源を廃止しながら人口減少に対応し

ていくということもありますので、そういった

ことで広域連携を進めていきたいと考えており

ます。 

石川正志委員長 よろしいですか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

石川正志委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 広域連携と民営化とい

うのは即なのか、ちょっとそこがわからないの

ですけれども、民営化だとすれば、ほかの国で

は、水道の民営化をやめて、また公営化に戻す

という法律改正などがヨーロッパでは見られて

おります。民営化になることによって水道料金

が上がってしまっているというのが各国で出て

おりまして、安全も守られないし、やたらと高

くなるということで、水道はやはり命にかかわ

る根本ですので、公営でやるべきというのが世

界の流れでありますので、その点も見て慎重に

やっていただきたいと要望します。 

石川正志委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号平成29年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

石川正志委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり可決及び認定すべき

ものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

石川正志委員長 以上をもちまして、本決算特別

委員会に付託されました全ての案件について審

査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  平成29年度決算の認定９件の審査につきまし

ては、ふなれな議事進行にもかかわらず、各委

員の活発な質疑のもとに審査を終了することが

できました。委員の皆様、執行部の皆様の御協

力に感謝申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見等につきまして十分精査され、今

後の市政運営、行財政運営、事務事業の執行に

最大限生かされるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 
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     午後３時４３分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 石川正志 

 




